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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則

(8) 

(完)

目

次

序
第
一
章
植
民
地
時
代

第
一
節
教
会
と
植
民
地
に
お
け
る
政
治
の
結
合

第
二
節
教
会
と
植
民
地
に
お
け
る
政
治
の
分
離

第
三
節
宗
教
的
寛
容
と
政
教
分
離
の
原
因
(
以
上
本
誌
一
五
巻
三
号
)

第
二
章
修
正
第
一
条

第
一
節
修
正
第
一
条
制
定
以
前
の
状
況

第
二
節
憲
法
第
六
条
三
項
と
修
正
第
一
条
の
制
定

第
三
節
憲
法
第
六
条
三
項
と
修
正
第
一
条
制
定
以
後
の
状
況
(
以
上

本
誌
一
五
巻
四
号
〉

青島

本

夫

信

第
四
節
修
正
第
一
条
の
解
釈

第
五
節
修
正
第
一
条
の
成
立
と
州
へ
の
適
用
(
以
上
本
誌
一
六
巻
一
号
〉

第
三
章
物
質
的
援
助
の
問
題

第
一
節
宗
教
団
体
経
営
の
施
設
に
対
す
る
援
助
ハ
以
上
本
誌
一
六
巻
四

号
)

第
二
節
教
区
校
児
童
に
対
す
る
教
科
書
等
の
供
給
問
題
(
以
上
本
誌
一

七
巻
一
口
方
)

第
三
節
教
区
校
児
童
に
対
す
る
無
料
パ
ス
輸
送
の
問
題
(
以
上
本
誌
一

八
巻
二
号
)

第
四
節
教
派
所
属
教
育
機
関
に
対
す
る
資
金
援
助
を
め
ぐ
る
判
例
と
最

近
の
立
法
(
以
上
本
誌
一
九
巻
一
号
〉
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第
四
章
宗
教
教
育
、
お
よ
び
宗
教
的
儀
式
に
対
す
る
援
助
の
問
題

第
一
節
宗
教
教
育
に
お
け
る
解
放
時
間
制
と
免
除
時
間
制

一
公
立
校
に
よ
る
宗
教
教
育
に
対
す
る
協
力

ニ
州
に
お
け
る
立
法
、
お
よ
び
判
例

三
連
邦
最
高
裁
の
判
例
l
マ
ツ
カ
ラ
ム
対
教
育
委
員
会
事
件

四
連
邦
最
高
裁
の
判
例
!
ゾ
ラ
ク
対
ク
ラ
ウ
ソ
ン
事
件

第
二
節
州
に
お
け
る
聖
書
朗
読
、
祈
輔
の
問
題

一
問
題
の
所
在

二
禁
止
を
否
定
す
る
州

三
聖
書
朗
読
が
定
め
ら
れ
た
場
合

四
聖
書
朗
読
を
許
容
、
ま
た
は
肯
定
し
た
場
合

五
聖
書
朗
読
が
禁
止
、
ま
た
は
否
定
さ
れ
た
場
合

第
三
節
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
祈
輔
の
問
題

一
エ
ン
ゲ
ル
対
ヴ
ア
イ
テ
イ
ル
事
件

ニ
ブ
ラ
ッ
ク
意
見
、
そ
の
他

三
判
決
の
反
応

第
四
節
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
聖
書
朗
読
の
問
題

一

ア

1

ピ
ン
ト
ン
学
校
区
対
シ
エ
ン
プ
、
お
よ
び
マ
l
リ
対
カ

i

レ
ッ
ト
事
件

ニ

ク

ラ

I
ク
意
見
、
そ
の
他

三
判
決
の
反
応

i
憲
法
修
正
提
案

第
五
節
国
家
と
宗
教
の
分
離
ー
そ
の
他
の
問
題

一
公
立
校
内
で
の
聖
書
配
布

資

二
公
立
校
に
お
け
る
聖
衣
着
用

三
宗
教
的
信
条
を
理
由
と
す
る
良
心
的
兵
役
拒
否

第
六
節
宗
教
活
動
の
絶
対
性
の
要
請
と
社
会
公
共
の
利
益
に
基
づ
く
制

約
の
法
理

び
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結第
四
章

宗
教
教
育
、

る
援
助
の
問
題

お
よ
び
宗
教
的
儀
式
に
対
す

国
家
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
の
次
の
問
題
は
、
前
章
で
検
討
し
た
国
家

に
よ
る
宗
教
活
動
に
対
す
る
経
済
援
助
の
問
題
に
つ
い
で
、
国
家
に
よ
る
宗

教
活
動
に
対
す
る
精
神
的
支
援
の
問
題
と
い
っ
て
よ
い
。
具
体
的
に
は
宗
教

教
育
、
宗
教
儀
式
に
対
し
、
国
家
機
関
が
公
金
を
支
出
し
、
そ
の
活
動
を
支

持
す
る
際
に
発
生
す
る
。
こ
の
場
合
、
公
金
の
支
出
は
実
は
実
質
的
に
ほ
と

ん
ど
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
前
章
に
検
討
し
た
点
を
、
国
家
に
よ
る
経
済

的
援
助
、
乃
至
有
形
の
援
助
の
問
題
と
把
握
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
検
討

す
る
問
題
は
、
国
家
に
よ
る
精
神
的
支
援
、
乃
至
無
形
の
援
助
の
問
題
と
い

う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
国
家
機
関
に
よ
る
宗
教
活
動
に
対
す
る
支
持
、
乃

至
維
持
は
、
積
極
的
な
も
の
で
あ
れ
消
極
的
な
も
の
で
あ
れ
、
こ
れ
を
支
援

乃
至
援
助
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



こ
れ
ら
の
問
題
は
主
と
し
て
学
校
教
育
の
場
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
。
具

体
的
に
あ
げ
る
と
、
公
立
校
の
内
外
で
の
宗
教
教
育
、
公
立
校
で
の
聖
書
朗

読
、
主
の
祈
り
の
問
題
が
そ
の
中
心
を
な
す
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
公
立
校
内

で
の
聖
書
配
付
、
公
立
校
教
師
と
し
て
の
聖
職
者
の
聖
衣
着
用
、
宗
教
的
信

条
を
理
由
す
る
良
心
的
兵
役
‘
拒
否
、
宗
教
的
理
由
に
基
づ
く
休
息
日
を
定
め

る
日
曜
立
法
、
公
職
就
任
、
お
よ
び
法
廷
で
の
宣
誓
、
宗
教
上
の
理
由
に
基
づ

単く
位 教
と育
し内
て 容
のの
宗 制
教限

教主
台仕

を百
三;工
品工
題ぷ
苛7.

が :χ
あユ邑
る化

さ;A
同

日の
竺指
面差
で 洞
宗 l土

'-ノ

触 修
れ得

(8)(定〉

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

」
れ
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
国
家
機
関
に
よ
る
宗
教
活
動
に
対
す
る
出
桜

アメリカ合衆国における政教分離の原則

的
、
間
接
的
な
支
援
、
乃
至
援
助
の
問
題
と
は
別
に
、
宗
教
活
動
に
対
す
る

国
に
よ
る
制
限
の
問
題
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
宗
教
の
自
由
の

問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
宗
教
上
の
教
義
に
基
づ
き
簡
素
な

生
活
態
度
を
維
持
す
る
上
か
ら
人
間
生
活
に
必
要
最
少
限
度
の
教
育
以
外
を

拒
否
す
る
ア
ミ
ッ
シ
ユ
(
〉

2mr〉
派
と
義
務
教
育
の
要
請
、
宗
教
儀
式
の
一

要
素
と
し
て
の
毒
蛇
、
あ
る
い
は
麻
薬
の
使
用
と
こ
れ
に
対
す
る
制
限
、
宗

教
的
理
由
に
基
づ
く
輸
血
の
拒
否
と
医
療
上
の
要
請
な
ど
、
宗
教
行
為
の
絶

対
的
保
障
の
要
請
と
、
社
会
公
共
の
利
益
に
基
づ
く
制
約
の
原
理
の
調
和
の

問
題
で
あ
る
。
宗
教
活
動
の
自
由
に
対
す
る
国
に
よ
る
制
約
の
問
題
は
、
本

稿
の
主
題
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
内
…
は
問
題
の

所
在
を
第
四
節
で
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

第
一
節

宗
教
教
育
に
お
け
る
解
放
時
間
制
と
免
除
時
間
制

公
立
校
に
よ
る
宗
教
教
育
に
対
す
る
協
力

公
立
校
の
内
部
に
お
い
て
、
ま
た
は
外
部
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
宗
教
教

育
、
乃
至
礼
拝
に
つ
き
公
立
校
自
体
が
協
力
体
制
を
組
む
場
合
が
あ
る
。
こ

こ
で
取
り
あ
げ
る
解
放
時
間
別

(
0
5忌
需
品
さ
目
。
言
。
m
E
E
)
と
免
除
時

間
制
(
月
号
包
括
ι
同町吋再開
)3崎
町
山
ヨ
)
の
問
題
で
あ
る
。
両
者
の
区
別
は
必
ず

し
も
厳
密
に
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
判
例
、
論
文
で
も
こ
の
点
を
明
確
に

意
識
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
あ
る
い
は
同
じ
性
質
の
も
の
と
把
握
し
て

〈

1
v

論
じ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
コ
イ
パ
ー
は
こ
の
例
で
あ
る
。
し
か

し
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
ヨ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
解
放
時
間
制
は
公
立
校
が
宗
教
教
育

に
児
童
が
参
加
で
き
る
よ
う
に
週
の
う
ち
一
定
の
時
間
の
学
習
時
間
を
短
縮

し
、
児
童
を
屋
外
に
解
放
す
る
場
合
を
い
う
の
に
対
し
、
免
除
時
間
制
は
右

の
制
度
が
そ
の
後
、
宗
教
教
育
に
あ
た
る
聖
職
者
等
を
学
内
に
招
き
、
児
童
-

に
一
{
疋
時
間
学
習
を
免
除
し
、
自
由
に
参
加
さ
せ
る
方
式
を
採
用
す
る
と
こ

〈

2
〉

ろ
か
ら
(
邑
E
持
品
丘
町
吋
】
ら
と
い
う
言
葉
が
生
れ
た
、
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

宗
教
教
育
に
参
加
す
る
か
ど
う
か
の
選
択
の
自
由
は
児
童
に
あ
る
。

北法23(1・135)135
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ハ
sv

こ
の
ほ
か
サ
リ
ヴ
ア
ン
ハ
刷
N

・C-ω
ロ
--7
£
ロ
〉
に
よ
れ
ば
自
由
時
間
制
〈
四
円
包

資

tHHM
る
が
あ
り
、
こ
れ
は
学
習
時
間
の
前
も
し
く
は
後
、
あ
る
い
は
土
曜
に

宗
教
教
育
を
す
す
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
は
さ

-

E
、。

ゐ
A
付
中

ι、し
さ
て
、
州
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
判
例
に
は
こ
の
両
者
の
混
同
が
著
し
い
と
い
え

る
が
、
後
に
あ
げ
る
連
邦
最
高
裁
の
二
つ
の
判
例
は
公
立
校
の
内
と
外
の
宗

教
教
育
を
扱
っ
て
顕
著
な
区
別
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
稿
で
は
ジ

ョ
ン
ソ
ン
・
ヨ
ス
ト
の
区
別
に
従
っ
て
両
者
を
加
の
も
の
と
扱
う
こ
と
が
適

当
と
考
え
る
。

公
立
校
と
宗
教
教
育
参
加
の
閣
題
の
起
源
は
公
立
校
教
育
が
私
教
育
に
代

っ
て
進
め
ら
れ
た
時
点
に
さ
か
の
ぼ
る
。
宗
教
団
体
に
よ
る
教
育
は
植
民
地

時
代
以
来
の
合
衆
国
の
教
育
の
中
心
を
な
し
て
い
た
と
い
え
る
。
一
九
世
紀

中
葉
以
降
の
公
立
校
の
設
立
、
拡
充
は
ご
く
少
数
の
宗
教
団
体
に
よ
る
私
教

育
の
場
合
を
除
き
、
教
育
の
中
心
を
公
教
育
と
し
た
と
い
え
る
。
か
く
て
従

来
学
校
教
育
と
結
合
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
宗
教
教
育
の
機
会
は
公
教
育
の

充
実
、
拡
大
に
と
も
な
っ
て
次
第
に
失
わ
れ
た
。
宗
教
教
育
に
対
す
る
公
立

校
の
協
力
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
崎
事
情
を
背
景
と
す
る
。

(
1
)
吋

-
C・
討
さ
百
伶
子
司
HHC
恒
三
宮
戸
田

C
司
。
。
当
由
丙

H
H
4
2
1
5
Z〉
F
「
岡
田
回
国

H
M「
w

閉

y
-

一M0
・

(
2〉
』

orgEMω
邑
J

円

g
y
ω
回
同

y
p
F
Z
M
O
Z
O司
ゎ
5MMwmM出
ト

5
M
g
h
F
4固

定

時

祖

国

C
Z
Z
U
印

E
E同
市

-
1

(
3〉

HNg邑
-
Z・
ω
=
-
E
S
F
H
N命
Z
崎
町
白
書
関
門
山
口
口
弘
吉
ロ
吉
吾
作

ω口
r
g
F
-

玉
戸
白
謡
曲
ロ
品
。

oEE宮
H
S
F
O
E
S目
白

M
b
ω
(
-
E∞
〉
・
サ
り
ヴ

ァ
γ
は
イ
り
ノ
イ
大
学
法
学
部
教
授
。
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州
に
お
け
る
立
法
、
お
よ
び
判
例

こ
の
よ
う
な
宗
教
教
育
に
対
す
る
公
立
授
の
協
力
体
制
が
裁
判
上
問
題
と

さ
れ
る
の
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
主
と
し
て
一
九
四

0
年
代
以
降
で
あ

る。

ζ

の
場
合
問
題
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
宗
教
教
育
に
対
す
る
不
参
加
希

望
の
児
童
の
宗
教
の
自
由
を
い
か
に
保
護
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
他
の
一

つ
は
右
協
力
に
必
要
な
経
費
の
支
出
を
ど
う
考
え
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
後

者
は
訴
訟
提
起
を
す
る
実
質
的
な
理
由
と
さ
れ
る
例
が
多
い
。
右
二
つ
の
問

題
は
い
ず
れ
も
修
正
一
条
の
下
で
の
宗
教
の
自
由
の
保
障
の
問
題
お
よ
び
政

教
分
離
原
則
違
背
の
問
題
で
あ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

ー
ま
ず
一
九
二
五
年
の
ニ
ュ

I
・
ヨ
[
ク
州
の
場
合
は
二
週
四
五
分
間
の

宗
教
教
育
を
行
な
う
た
め
、
右
時
閣
の
学
習
を
免
除
し
児
童
は
各
学
校
区
内

で
学
校
よ
り
最
も
近
い
教
会
に
出
席
し
、
出
席
の
証
拠
と
し
て
各
学
校
で
美

術
工
作
の
時
間
内
に
作
製
さ
れ
た
カ
l
ド
に
宗
教
教
師
が
出
席
の
認
一
証
を
与

え
、
こ
れ
を
学
校
に
提
出
す
る
形
態
が
と
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
タ

〈

1
v

イ
ン
対
事
ブ
ラ
ウ
ン
事
件

ω
Eロ
メ
ア
恩
Z
D
2
U
N印
)
で
あ
る
。



原
告
ス
タ
イ
ン
は
云

E
三
〈
2
5口
市
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
の
形
態
に

対
し
、
教
会
出
席
の
た
め
の
児
童
の
学
習
免
除
の
停
止
お
よ
び
市
の
品
質
用
に

よ
る
カ

1
ド
作
製
の
禁
止
を
そ
れ
ぞ
れ
請
求
し
た
。

裁
判
所
は
、
一
九
一
一
一
年
州
義
務
教
育
法
の
下
で
児
童
に
通
学
を
義
務
づ

け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
制
度
の
下
で
児
童
の
教
会
出
席
の
た
め
の
尚
子
計
免
除

が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
結
果
そ
の
教
会
へ
教
義
の
如
何
に
か
か
わ

ら
、
ず
そ
の
教
会
の
活
動
を
優
遇
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
公
金

を
特
定
の
宗
教
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
な
し
て
い
る
、
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る

(8)(完)

」
と
は
州
憲
法
九
条
四
節
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
出
席
カ
ー
ド
の
使
用

が
特
定
の
宗
派
に
の
み
向
け
て
使
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の

こ
と
は
事
件
の
性
質
を
か
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
宗
教

活
動
へ
の
児
童
の
参
加
は
児
童
の
両
親
、
教
会
、
宗
教
組
織
の
問
題
に
属
す

(
Z
)
 

る
こ
と
で
あ
り
、
公
立
校
外
で
学
習
時
間
外
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
と
し
た
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

し
か
し
裁
判
所
は
、
州
教
育
法
八
九

O
節
は
、
こ
の
実
施
を
定
め
る
教
育
委

員
会
法
は
州
教
育
長
に
よ
っ
て
の
み
審
査
さ
れ
得
る
こ
と
、
納
税
者
は
こ
の

行
為
の
差
止
請
求
が
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
憲
法
上
の
問
題
を
決
定
す
る
場

ム
口
に
適
用
で
き
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
、
と
し
た
。
こ
の
判
決
で
は
結
局

請
求
棄
却
と
な
っ
た
が
、
裁
判
所
の
立
場
と
し
て
こ
の
実
施
を
違
憲
と
す
F
Q

立
場
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
注
臼
し
て
よ
い
。

ハ
3

〉

引
し
か
し
二
年
後
の
一
九
二
七
年
ル
イ
ス
対
グ
レ
イ
グ
ズ
事
件
亡
き
ω

戸
の
E
〈
虫
(
一
U
N
3

で
は
、
毎
週
三

O
分
あ
て
の
宗
教
教
育
参
加
の
た
め
、

学
習
免
除
を
定
め
る
教
育
委
員
会
規
則
の
実
施
を
停
止
す
る
よ
う
求
め
た
納

税
者
訴
訟
に
対
し
、
同
州
最
高
裁
は
、
こ
の
制
度
実
施
の
た
め
の
公
金
の
使

用
は
州
憲
法
違
反
と
な
る
ほ
ど
著
し
い
も
の
で
は
な
く
、
か
か
る
実
施
は
学

校
当
局
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
川
川
教
育
法
違
反
に
は
な

ら
な
い
、
と
し
た
。

ニ
ュ
l
・
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
こ
の
解
放
時
間
制
合
憲
判
決
は
結
局
と
こ

ろ
学
校
当
局
の
裁
量
の
問
題
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
判
決
の
持
つ
意
味

は
大
き
い
。
一
九
四

O
年
に
入
り
同
州
は
広
く
解
放
時
間
制
の
採
用
を
み
る

円

4
〉

が
、
そ
の
基
礎
に
は
こ
の
判
決
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
同

州
の
解
放
時
間
制
の
実
施
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ

γ
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ユ
ダ
ヤ

教
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
成
る
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
共
同
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

作
ら
れ
交
替
で
こ
の
学
外
宗
教
教
育
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
宗

教
教
育
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
欠
席
し
た
児
童
に
不
利
益
な
扱
い
を
し
な
い
こ
と
、

解
放
時
間
中
右
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
出
席
す
る
か
わ
り
児
童
が
校
内
に
滞
留
す
る

ょ
う
特
に
す
す
め
る
こ
と
は
し
な
い
、
の
二
点
が
注
意
す
べ
き
事
項
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

か
く
て
こ
の
ニ
ュ

l

・ヨ
1

ク
方
式
は
同
州
内
の
他
の
都
市
に
お
い
て
採
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ハ
5

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

資

(
1
)

吋二

Z
J
R・
ω・∞
M

M

(

石
川
印
)
・
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、

zcg-

列。

-MmgzrapE-g-
二

宮

5
=・円、
.
H
N
ぬ
〈
・
印
コ
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U

M
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ほ
か
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F
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ω宮
Z
E
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〉
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-
H
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穴

g口
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M
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円
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m
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河
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ω
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D
同
句
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ω
円
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M
G
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ω
E
L
E
M
宮、ザ
O
C
-
M
U
芹
丹
ω
ゲ
ロ
叫
四
日
戸
円
・
河
内
〈
-
-
A
Q
U

C
2
3
お
よ
び
ご
宮
古
口
・
「
同
州

2
・
印
吋
一
(
一
回
日
目
1lM吋
〉
・
が
あ

マ
心
。
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2
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(
3
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4

)

 

(
5
)
 '-< ト、ーベ
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同・ ロー U可 ~ 
p...口 L

L3戸ー
:::ベ∞

ço i5..[j)~三
ペ、
ii: CD 
H- U可

/ヘ
ー-1コ∞

卜、コ
門『吋
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仲

'" ロ
倫U
H 
位

、コ
句、J
U 

、1i
J

n
d
 

ra目、る
。
ペ
ン
シ
ル
ヴ
エ
イ
ニ
ア
州
ハ
リ
ス
パ
!
グ

(
Z
Rユ
与
民
間
〉
で
は
一
九
四

し
か
し
こ
の
解
放
時
間
制
に
対
す
る
批
判
が
各
地
で
示
さ
れ
る
に
至

二
l
四
三
年
の
問
、
毎
週
一
時
間
あ
て
、
こ
の
解
放
時
間
制
が
採
用
さ
れ
て

、
R
-
f
、a

L
4
h
，刀

一
九
四
五
年
に
至
り
中
止
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
教
育
委
員

会
は
、
こ
の
計
画
を
実
施
す
る
に
は
通
常
の
学
習
時
聞
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と
、

こ
の
実
施
に
教
師
が
責
任
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
こ
の
計
画
自
体
予

期
し
た
初
田
市
を
あ
げ
て
い
な
い
こ
と
、
と
り
わ
け
こ
の
実
施
に
よ
っ
て
、
宗

教
団
体
問
の
執
際
が
激
化
し
て
い
る
こ
と
、
を
あ
げ
、
事
後
の
継
続
を
取
り

止
め
る
よ
う
勧
告
し
た

ov

4

同
様
な
傾
向
は
一
九
四
六
年
の
メ
ア
リ
l
ラ
ン
ド
州
ボ
ル
テ
イ
モ
ア

(
F
Z
5
2
0〉
の
教
育
委
員
会
に
お
い
て
も
示
さ
れ
、
一
般
的
に
学
校
教
育

は
望
ま
し
い
と
し
な
が
ら
も
義
務
教
育
法
の
下
で
の
、
こ
の
積
の
計
碕
は
不

適
当
で
あ
る
旨
を
表
明
し
、
更
に
か
か
る
計
画
を
公
立
校
、
が
行
な
う
こ
と
は

(
2
u
 

政
教
分
離
原
則
に
違
背
す
る
結
果
を
招
く
、
と
し
て
い
る
。

引
一
九
四
七
年
五
月
の
キ
ャ
リ
ア
ォ

l
ユ
ア
州
サ
ン
・
デ
ィ
エ
ゴ

3
2

宮
内
問
。
〉
で
の
、
こ
の
計
画
を
め
ぐ
る
公
聴
会
の
結
論
も
、
児
童
の
精
神
的
、

道
徳
的
、
知
的
、
身
体
的
発
達
は
家
庭
、
教
会
、
学
校
の
共
同
責
任
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
学
校
教
育
は
教
会
の
役
割
で
あ
り
、
こ
の
計
画
を

継
続
す
る
場
合
に
は
全
住
民
、
あ
る
い
は
更
に
全
教
会
、
ま
た
は
教
会
メ

γ

メ
ー
に
よ
る
支
持
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
、
従
っ
て
こ
の
計
画
を
中
止
し
、
家

庭
お
よ
び
教
会
が
校
外
に
お
い
て
宗
教
教
育
に
一
層
の
努
力
を
す
る
よ
う
、

指
摘
し
て
い
る
。
〉

、L
f
d6

こ
の
よ
う
な
教
育
委
員
会
等
に
よ
る
中
止
の
勧
告
に
加
え
、
ウ
イ
ス
コ

ン
シ
ン
州
で
は
、
州
法
務
長
官
は
同
様
な
計
画
に
つ
き
、
公
費
に
よ
り
カ
l

ト
を
準
備
し
、
こ
れ
に
公
立
校
教
師
が
た
ず
さ
わ
る
の
は
州
憲
法
一
条
一
八

(
4】

節
に
反
す
る
、
と
し
た
。
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(
1〉

(
2〉

(
3〉

(
4
)
 

同}凶同
L

J

同】同
ν
・∞
-
l
∞
ω

Hr~ι
・・℃-∞
ω-

H
σ
F

牛・・

-v
司・∞品
Il
∞印-

Hr』
内

Hew
官官・∞印・

づ(7]
き
否
定
さ
れ
る
傾
向
lこ
対
し

解
放
時
間
制
に
よ
る
学
校
教
育
が
右
に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
理
由
に
基

一
九
四
六
年
の
イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
は
、

(
1
)
 

ラ
テ
ィ
マ
対
シ
カ
ゴ
市
教
育
委
員
会
事
件
亡
立
E
2
〈
・
回
富
与
え
開

Enl

民
守
口
C
『円

Z

Qぞ
え
の
一
MMB田
D

今
回
品
目
)
に
お
い
て
合
憲
判
決
を
書
い
て

(8)(完〕

いヲ
Q
O

B

キ
ャ
リ
ア
ォ
l
ニ
ア
州
の
場
合
は
一
九
四
三
年
州
議
会
が
州
教
育
、
法
に

こ
の
解
放
時
間
制
を
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
受
け
て
ロ
ス
プ
ン

アメリカ合衆国における政教分離の原則!

ジ
ェ
ル
ス
市
教
育
委
員
会
は
、
各
学
校
団
体
の
代
表
か
ら
成
る
委
員
会
合
設

置
し
、
こ
の
計
画
を
実
絡
し
た
。
問
委
員
会
に
よ
れ
ば
カ
l
ド
の
設
備
等
の

費
用
は
公
立
校
が
支
払
う
こ
と
、
公
立
校
と
教
会
聞
の
輸
送
費
用
に
公
立
校

は
関
係
し
な
い
こ
と
、
計
画
不
参
加
の
児
童
は
学
校
に
滞
留
す
る
こ
と
、
を

そ
の
内
容
と
し
て
い
る
。
し
か
し
一
九
四
七
年
こ
の
制
度
が
ゴ
ー
ド
ン
対
ロ

ハ
2
〉

ス
ア
ン
ジ
エ
ル
ス
市
教
育
委
員
会
事
件
。

D
L
S
〈・

ω
Eえ
え

E
Z
E
t
s

色
合
同
可
申
同
円
、
富
〉
口
問
ぬ
-2
〈
志
会
)
に
お
い
て
争
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
州

憲
法
一
条
四
節
は
宗
教
活
動
、
礼
拝
お
よ
び
宗
教
上
の
職
務
従
事
の
自
由
を

定
め
、
同
九
条
八
節
は
宗
派
、
あ
る
い
は
教
派
設
立
の
学
校
を
維
持
す
る
た
め

の
公
金
の
支
出
を
禁
じ
、
ま
た
宗
派
、
あ
る
い
は
教
派
の
教
義
を
直
接
、
あ

る
い
は
間
接
に
公
立
校
で
教
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
定
め
、
更
に
同
四
条
三

O
節
は
宗
派
、
教
会
、
信
条
、
あ
る
い
は
宗
教
上
の
目
的
を
援
助
す
る
た
め

に
公
金
を
支
出
し
、
あ
る
い
は
物
を
供
給
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
が
、

こ
の
解
放
時
間
制
は
こ
れ
ら
憲
法
規
定
に
反
す
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

原
告
で
あ
る
ゴ
ー
ド
ン
は
、
更
に
児
童
に
対
し
宗
教
教
育
の
た
め
に
学
習
時

問
を
免
除
す
る
こ
と
は
宗
教
的
偏
見
を
助
長
し
、
児
童
、
父
兄
の
間
に
悪
感

情
を
惹
起
す
る
こ
と
と
な
る
、
と
主
張
し
た
。
し
か
し
州
最
高
裁
は
こ
れ
を

採
用
せ
ず
、
州
憲
法
、
お
よ
び
州
法
の
い
ず
れ
も
解
放
時
間
制
を
禁
止
し
て

い
な
い
こ
と
、
ま
た
か
か
る
計
画
の
採
用
は
各
教
育
委
員
会
の
裁
量
の
問
題

で
あ
る
と
し
た
。

」
の
ゴ
ー
ド
ン
対
ロ
ス
ア
ン
ジ
ヱ
ル
ス
市
教
育
委
員
会
事
件
は
従
来
認
め

ら
れ
て
き
た
解
放
時
間
制
合
憲
の
理
由
づ
け
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
採
用
し

た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
不
参
加
児
童
の
宗
教
の
自
由
は
ほ
と
ん
ど
問

題
に
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
最
大
の
問
題
で
あ
る
公
金
の
支
出
に
つ
い

て
は
そ
の
金
額
か
ら
い
っ
て
同
様
に
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

結
局
合
憲
判
決
は
こ
れ
ら
二
つ
の
点
を
格
別
大
き
く
取
り
あ
げ
る
こ
と
な

く
、
解
放
時
間
別
は
各
教
育
委
員
会
の
裁
量
の
問
題
と
し
て
認
め
た
の
で
あ
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料

る

資

(
1〉

ω出品目一一
-
N
N

∞

g
z・
向
日
仏

ω
O山
(
一
室
町
)
・
同
市
で
は
一
九

二
九
年
採
用
の
解
放
時
間
制
に
よ
る
宗
教
教
育
を
週
一
時
間
中
小
〈
施
し

て
い
た
も
の
で
あ
る
。

(
2
〉
コ
∞
同
M
m
w
n
・

同

ι
ム∞∞(↓
U
A吋
)

、lJは
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
一
九
四
七
年
の
イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
の
マ
ツ

カ
ラ
ム
対
教
育
委
員
会
事
件
ピ
町
内
主

3
J
J
F与
え

開

E
S
E
-ロ
え

m
n
r
g
こ
)
Z
2
a
(ヨ
ム
吋
)
が
生
ず
る
。

」
の
事
件
で
は
以
上
に
述
べ
て
き
た
解
放
時
間
制
と
呉
な
り
、
管
内
で
の

学
校
教
育
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

事
案
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ユ
〆
ヤ
教
徒
に
よ
る
宗
教

教
育
推
進
委
員
会
が
一
九
四

O
年
に
組
織
さ
れ
、
シ
ャ
ン
ベ
イ
ン
部
第
七
一

学
校
区
と
の
聞
に
免
除
時
間
協
定
(
知
己
2
5
ι
t
B
m
m四
円

2
5
2
C
を
締
結

し
、
公
立
校
教
室
を
使
用
し
、
肉
親
の
書
簡
に
よ
る
要
求
に
基
づ
き
、
初
級

年
次
は
三

O
分
、
中
級
年
次
回
五
分
、
毎
週
学
習
時
間
を
免
除
し
こ
の
指
導

に
あ
て
た
も
の
が
争
わ
れ
た
。
原
告
マ
ツ
カ
ラ
ム
の
子
息
は
同
地
ほ
の
公
立

校
第
四
年
次
に
在
学
し
、
第
一
学
期
の
右
教
育
の
実
施
に
は
他
の
五
人
の
児

童
と
と
も
に
不
参
加
、
第
二
学
期
に
は
唯
一
の
不
参
加
児
童
と
な
り
、
他
の

児
童
が
右
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
中
、
教
師
の
監
督
の
下
に
音
楽
室
で
正
規
の

課
業
を
継
続
し
た
。
こ
の
正
規
の
課
業
実
施
中
、
他
の
児
童
が
、
通
り
か
か
り
、

音
楽
教
室
で
一
入
学
習
中
の
彼
を
糊
笑
し
た
。
彼
は
こ
れ
を
母
に
訴
え
、
母

の
申
立
に
よ
り
こ
の
正
規
の
課
業
は
中
止
さ
れ
た
。
こ
の
後
彼
は
宿
閉
所
恐

怖
症
(
一
宮
え
3
Z
q
r
E〉
の
徴
候
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
原
告
は
、
か
か
る
宗
教
教
育
を
公
立
校
で
行
な

う
こ
と
は
公
金
の
違
法
な
る
支
出
に
ほ
か
な
ら
ず
、
右
実
施
の
禁
止
を
求
め

て
訴
を
提
起
し
た
。
同
州
巡
回
裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
、
校
舎
の
使
用
は
学
校

教
育
の
た
め
の
公
金
の
直
接
的
な
支
出
で
は
な
い
こ
と
、
右
学
校
教
育
は
児

支
の
任
窓
な
意
見
を
基
礎
と
し
て
い
る
放
、
右
実
施
は
個
人
の
良
心
の
自
由

を
侵
害
し
て
は
い
な
い
こ
と
、
州
憲
法
の
保
障
す
る
宗
教
の
自
由
は
個
人
の

布
す
る
宗
教
的
信
条
を
国
か
ら
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
く
享
受
し
得
る
権
利
を

い
う
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
こ
と
は
特
定
の
宗
教
を
図
、
が
京
認
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
閣
が
宗
教
的
理
想
の
承
認
を
否
定
、

あ
る
い
は
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
、
と
し
て
被
告
教
育
委
員
会
の
立
場
を
支
持
し
た
。
同
州
最
高
裁
は
こ

(
2
)
 

れ
を
容
認
し
た
。
そ
こ
で
原
告
は
連
邦
最
高
裁
へ
上
告
し
た

Q

〆『、/向、

2 1 
¥ノ 、ーノ

ωum--}・
一
子
コ

Z
・
円
日
仏
一
回

-
c
u
h
A
3・

Hr=凶
唱
民
件
一
品
l
A

∞・
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連
邦
最
高
裁
の
判
例
l
マ
ツ
カ
ラ
ム
対
教
育
委
員
会
事
件

円

1
)

け
こ
の
マ
ツ
カ
ラ
ム
対
教
育
委
員
会
事
件
の
連
邦
最
高
裁
判
決
で
は
プ
ラ

r
l

、
ツ
ク
が
裁
判
所
意
見
を
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ア
!
タ
が
こ
れ
に
賛
成
意
見
を
、
そ

し
て
リ
l
ド
が
反
対
意
見
を
そ
れ
ぞ
れ
書
い
た
。
上
告
人
マ
ツ
カ
ラ
ム
は
、

(8)(完〉

ω
修
正
一
条
は
同
一
四
条
を
通
じ
州
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
、

ω
通

常
教
育
と
宗
教
教
育
を
組
み
合
わ
せ
る
の
は
修
正
一
条
に
違
反
し
、

ω

義
務
教
育
法
の
下
で
山
席
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
公
立
校
児
童
に
宗
教

教
育
時
間
に
出
席
さ
せ
た
り
、
ま
た
は
出
席
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
作

り
出
す
こ
と
は
明
ら
か
に
宗
教
に
対
す
る
援
助
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

円。h
M
a
J

と
述
べ
、
一
九
一

O
年
の
イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
の
聖
書
朗
読
違
憲
判
決

アメリカ合衆国における政教分離の原員IJ

(
同
》
虫

V
M
L
m
〈
・
回

ch出
J
L
q『
何
色
戸
円

mw丹

5
p
-∞

-
〔
〕
〉

を
引
用
し
た
。
こ
れ
に
対
し

被
上
告
人
は
、

ω
修
正
一
条
、
一
四
条
違
反
の
主
張
は
下
級
審
で
な
さ
れ
て
い
な
い
こ

と、

ω
法
令
の
合
憲
性
は
右
計
画
実
施
に
よ
り
直
接
影
響
を
受
け
た
児

童
の
み
が
争
い
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
父
兄
に
よ
る
代
理
は
訴
訟
適
格
を

欠
き
、

ω
修
正
一
条
は
宗
教
教
育
の
た
め
の
公
共
財
産
の
平
等
な
使
用

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
判
任
意
に
基
づ
く
宗
教
教
育
に
便
宜
を
は

か
ら
う
こ
と
は
修
正
一
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
助
連
邦
憲
法
修

正
一
条
の
国
教
条
項
は
連
邦
政
府
に
の
み
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
州
に

対
し
て
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
我
々
は
無
神
論
的
、
ぁ

る
い
は
非
宗
教
的
国
民
で
は
な
く
、
的
結
局
上
告
人
の
主
張
に
は
理
由

が
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
更
に
本
件
は
納
税
者
訴
訟
で
あ
る
が
上
告
人

の
租
税
負
担
、
が
宗
教
教
育
の
た
め
の
校
舎
の
使
用
に
よ
り
増
加
し
た
w

」と

を
示
さ
な
い
か
ぎ
り
、
本
件
租
税
負
担
が
違
憲
で
あ
る
と
す
る
理
論
に
基

づ
い
て
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

ハ
3
》

と
抗
弁
し
た
。

ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
所
意
見
は
本
件
免
除
時
間
制
は
公
立
校
校
舎
内
で
宗
教
教

育
を
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
選
択
時
間
制
度
は
修
正
一
条
の
分
離
原

そ
の
理
由
を
、
「
:
:
:
:
・
義
務
教
育
、
法
に
よ
り
正
規
の

教
育
を
受
け
る
べ
く
軍
校
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
児
童
は
、
宗
教
教
育
時
間
に

出
席
す
る
こ
と
を
条
件
に
彼
ら
の
法
的
義
務
を
免
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の

則
に
な
る
と
し
て
、

こ
と
は
、
租
税
に
よ
り
設
立
、
維
持
さ
れ
る
公
立
校
が
宗
教
的
信
念
を
宣
布
拡

大
す
る
宗
教
団
体
援
助
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
疑
い
も
な
く
意
味
す

ハ
4

V

(

5

)

る
」
と
し
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
意
見
は
更
に
、
先
の
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
で
同
裁
判

官
が
述
べ
た
修
正
一
条
の
定
義
を
再
び
引
用
し
、
分
離
の
壁
を
高
く
保
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
右
意
見
を
単
な
る
傍
論
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
被
上

告
人
の
主
張
〈
右
の

ω、
制
点
に
基
礎
を
置
く
)
に
対
し
、

北法23(1・141)141

「
j
i
-
-
公
立
校
の
組
織
は
、
宗
教
教
義
、
お
よ
び
宗
教
的
理
想
を
宣

布
す
る
た
め
:
:
:
・
:
あ
る
い
は
す
べ
て
の
宗
教
的
信
念
、
ま
た
は
宗
派
を



料

援
助
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
し
、
こ
の
こ
と
は
「
宗
教
、

ま
た
は
宗
教
教
育
に
対
す
る
政
府
の
敵
意
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
い

0

・
:
:
そ
の
理
由
は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
修
正
一
条
の
趣
旨
は
、
宗

教
と
政
治
を
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
独
立
さ
せ
、
無
関
係
な
も
の
と

し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
崇
高
な
目
的
を
達
成
す
る

の
に
最
善
を
尽
し
得
る
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」

従
っ
て
、
両
者
の
分
離
の
壁
を
高
く
、
か
つ
侵
さ
れ
得
な
い
も
の
と
し
て

保
つ
べ
き
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
本
件
で
は
「
公
立
校
校
舎
が
宗
教
教
義

の
宣
布
の
た
め
利
点
目
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
州
は
資
重
な
援
助
を
宗
教
間

体
に
対
し
て
与
え
た
」

資

と
反
論
し
た
。
こ
れ
に
は
ラ
ト
リ
ッ
ジ
(
列
三

-a間
内
)
、
パ
1
ト
ン
(
四
日
宮
口
)

が
賛
成
し
て
い
る
。

(
1
)
 

(
2〉

(
3
)
 

(
4〉

(
5
)
 

(
6〉

ω
ω
ω
C
-
∞

-
M
g
-
四
∞
∞
・

9
・
品
目
プ
白
川
「
肘
門
-
-
町
会
(
一
宏
∞
)
・

2
印
同
一
一
・

ωωhア
∞

M
Z
-
H
W
M印一

(
-
2
0
)・

ω
ω
ω
d
.
ω
-
a
M
O印
I
N
S
-
U
N
F
開
牛
・
丸
田
印
了
由
印
印

ω
ω
u
d
.
ω
・
巳

N
O
U
i
2
0
・

同
山
〈
何
回
。
ロ
〈
∞
D
m
w
円
門
戸
口
同
開
牛
ロ

s
t
o
p
ω
ω
一
己
・

ω・
ア
(
一
出
品
吋
)
・

ω
ω
ω
d
.
ω
ω
昨

日

二

I
N
S・

つ
い
で
賛
成
意
見
を
書
い
た
フ
ァ
ン
タ
フ
ア
!
タ

q
gロ
r
p
H
5〉
は
、

米
国
に
お
け
る
教
育
の
歴
史
か
ら
始
め
て
要
旨
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
初
期

に
お
い
て
は
教
育
は
教
会
の
教
育
を
意
味
し
、
植
民
地
の
学
校
教
育
は
宗
教

的
影
響
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
の
公
立
校
の
発
展
に
つ
れ
、

修
正
一
条
、

導
原
理
が
憲
法
上
確
立
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
国
民
の
宗
教
的
信
念
を
い
さ
さ

一
四
条
の
制
定
後
州
に
よ
る
宗
教
教
育
の
促
進
を
禁
止
す
る
指

か
も
崩
壊
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
公
立
校
は
、
社
会
生
活
に
お
け
る
宗
教

の
基
本
的
役
割
に
つ
い
て
の
無
関
心
、
お
よ
び
宗
教
心
を
育
成
す
る
手
段
と

し
て
の
宗
教
教
育
の
排
除
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
最
後
に
エ

ヴ
ア
ソ
ン
事
件
判
決
を
引
用
し
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。

「
分
離
は
分
離
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
教
会
と
国
家

の
間
の
関
係
を
述
べ
た
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
比
喰
は
、
『
分
離
の
壁
』
を
い
う

の
で
あ
っ
て
、
容
易
に
越
え
ら
れ
る
線
を
い
う
の
で
は
な
い
。
:
:
:
:
我

々
は
、
完
全
な
分
離
が
国
家
と
宗
教
に
と
っ
て
最
善
の
も
の
で
あ
る
と
す

円

2
)

る
信
念
に
、
国
家
の
存
在
そ
の
も
の
を
賭
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
」

こ
れ
に
は
ジ
ヤ
ツ
ク
ソ
ン
(
守
口
宏
司
る
、
ラ
ト
リ
ツ
ジ
、
パ
ー
ト
ン
が
賛
成

し
た
。

続
い
て
ジ
ヤ
ツ
ク
ソ
ン
は
以
下
の
点
を
留
保
し
つ
つ
裁
判
所
意
見
に
賛
成

し
た
。
す
な
わ
ち
、

本
件
が
連
邦
最
高
裁
の
管
轄
に
属
す
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
こ
と
。
そ

の
理
由
は
、
本
件
自
由
時
間
制
に
お
い
て
上
告
人
の
子
息
に
法
的
強
制
が

北法23(1・142)142 



何)(完〕

課
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
納
税
者
訴
訟
を
支
え
る
ほ
ど
の
費
用

の
支
出
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
に
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、

学
校
当
局
の
要
求
に
よ
り
個
人
の
自
由
、
が
奪
わ
れ
、
こ
れ
に
反
対
す
る
自

由
が
あ
る
か
ど
う
か
。
十
市
件
で
は
児
童
の
参
加
は
任
一
意
で
あ
り
不
参
加
の

自
由
が
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
出
席
が
法
的
に
強
制
さ
れ
て

い
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
特
定
の
宗
教
活
動

を
直
襲
、
ま
た
は
間
接
に
援
助
す
る
目
的
で
上
告
人
に
課
税
さ
れ
た
か
ど

う
か
。
本
件
で
の
財
政
上
の
負
担
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
ず
、
先
の
エ

ヴ
ア
ソ
ン
事
件
で
パ
ス
輸
送
費
が
問
題
と
さ
れ
た
例
と
は
異
な
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
上
告
人
の
主
張
を
維
持
す
る
法
律
上
の
根
拠
は
見
出
し

得
な
い
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
本
件
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
課
税
に
関
す
る
財
政
上
の

問
題
で
は
な
く
、
当
該
公
立
校
で
実
施
さ
れ
た
宗
教
教
育
の
停
止
、
お
よ

び
あ
ら
ゆ
る
形
態
で
の
宗
教
教
育
禁
止
の
是
非
に
あ
る
。
こ
の
点
結
局
の

と
こ
ろ
教
育
に
お
け
る
世
俗
的
教
育
と
宗
教
教
育
の
接
点
を
ど
こ
に
置
く

か
の
問
題
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
決
定
す
る
上
で
の
法
律
上
の
根

拠
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
我
々
自
身
の
考
え
方
如
何
に
か
か

る
問
題
守
口
『
O
宅
Z

胃
8
S
E
E
-
0
5
)な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、

ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
い
う
「
教
会
と
国
家
の
分
離
の
壁
」
を
法
律
上
の
も
の

と
考
え
る
べ
設
な
の
で
あ
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(
3
)
 

ジ
ヤ
ツ
ク
ソ
ン
は
要
己
円
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
ほ
か
に
賛
成
の
立
場
に

立
っ
た
の
は
ダ
グ
ラ
ス
、
マ

l
フ
ィ
、
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
で
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
意
見
に
対
し
リ
l
ド
(
見

2
5
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
歴
史
と

伝
統
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
宗
教
の
役
割
と
宗
教
的
慣
習
の
例
を
詳
細
に

指
摘
し
た
後
、
本
件
の
免
除
時
間
協
定
は
国
に
よ
る
宗
教
に
対
す
る
援
助
と

し
て
憲
法
に
違
反
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
反
対
意
見
を
述
べ
、

次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。

「
:
:
・
・
本
裁
判
所
は
多
年
の
経
験
に
基
づ
き
我
々
の
社
会
に
惨
透
し

た
慣
習
を
覆
え
す
ほ
ど
神
経
過
敏
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
国
は
多
く
の

人
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
重
要
な
社
会
的
問
題
を
処
理
す
る
場

合
、
そ
の
立
法
に
際
し
て
広
範
な
活
動
の
余
地
を
有
し
て
い
る
。
:
・
・
・

憲
法
は
国
家
的
慣
習
を
禁
ず
る
よ
う
に
拡
張
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
。
:
:
:
:
ま
た
我
々
は
、
国
民
に
受
容
さ
れ
た
慣
習
と
衝
突
す
る
よ

う
に
、
憲
法
上
の
保
障
を
厳
格
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
の
自
由

の
原
理
を
追
求
す
べ
き
で
は
な
い
。
過
去
の
歴
史
の
実
際
が
憲
法
の
意
味

主
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
文
の
意
味
の
解
釈
が
決
定
す
る
の
で

は
な
い
。
」

こ
の
判
決
は
先
の
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
判
決
と
と
も
に
合
衆
国
全
体
に
多
く

の
論
議
を
呼
び
起
し
た
。
従
来
、
多
く
の
州
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
こ

北法23(1・143)143

の
制
度
が
連
邦
最
高
裁
で
承
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
こ
の
制
度
が
憲
法

上
保
障
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
こ
の
判
決
は
学
外
宗
教
教
育
を
問

題
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
先
に
み
た
州
の
解
放
時
間
制
の
場
合
と
事
案



料

を
呉
に
す
る
。
こ
の
ぷ
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

資

(
1
)
 

(
2〉

(
3
)
 

(
4
)
 

同
ゲ
F
内

-
-
m
A
U
N
-
一山

i
N
ω
0
・

H
t
F
L
・
-ω
昨

日

ω
M
-

同

rF仏
国
噂
山
門

N
ω
N
I
M
ω

∞

Hr-仏・・
m
凶
同
日
一
山
戸

2

先
の
通
学
パ
ス
輸
送
を
人
口
窓
と
し
た
エ
ヴ
ア
ソ

γ
事
件
に
つ
い
で
、
こ

の
学
内
宗
教
教
育
違
窓
判
決
が
山
る
と
再
び
多
く
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

判
決
に
反
対
の
立
場
か
ら
憲
法
子
者
で
あ
る
。
E
-
コ
ウ
イ
ル
討

ω
P
2
2〉

は
以
下
の
批
判
を
試
み
て
い
る
。

ω
本
件
の
問
題
は
こ
の
自
由
時
間
制
が
上
告
人
の
宗
教
の
自
由
を
怒
っ

て
い
る
か
ど
う
か
、
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
上
告
人
の
宗
教
の
自
由
を
侵

害
す
る
よ
う
な
性
質
の
悶
教
の
樹
立
の
問
題
を
含
ん
で
い
な
い
か
ぎ
り
、

国
教
樹
立
の
問
題
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
連
邦
最
高
裁
判
所
に
修

正
一
四
条
を
理
由
に
、
修
正
一
条
の
規
定
す
る
「
連
邦
議
会
」
(
の

gmHS〉

を
「
州
」
〈
え
凶
作
内
)
と
読
み
代
え
、
同
条
の
「
国
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す

る」

(
5
2
5
m
g
g
g
r
Z
E
E
-
;
-笠
宮
〉
法
律
の
禁
止
を
州

〈
呂
〕

に
対
し
て
も
同
綴
に
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
な

わ
ち
、
「
修
正
一
四
条
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
州
が
宗
教
の
自
由
を
侵
害
し

な
い
か
ぎ
り
公
認
の
宗
教
を
定
め
る
に
つ
い
て
は
完
全
に
自
由
で
あ
る
。
」

本
件
に
つ
い
て
い
え
ば
児
童
は
両
親
の
承
認
と
選
択
に
従
い
、
こ
の
一
計
画

に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
義
務
教
育
法
の
下
で
出
席
を
強
制
さ
れ

〈

4
)

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

ω
判
決
は
、
反
対
意
見
を
述
べ
た
リ
i
ド
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

教
会
と
国
家
の
聞
の
「
分
離
の
壁
」
と
い
う
言
葉
の
形
式
合
同
M
m
c
s
o
h

m
習
再
ど
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。

ω
こ
の
点
を
一
応
別
と
し
て
も
、
判
決
は
修
正
一
条
の
「
国
教
を
定
め

る
こ
と
」
の
意
味
す
る
点
に
つ
き
、
非
歴
史
的
な
着
想
に
基
づ
い
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歴
史
上
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
「
国
教
を
定
め
る
こ
と
」

の
中
心
的
思
想
は
「
他
に
対
し
て
特
定
の
も
の
を
優
先
さ
せ
る
」
(
買
え
ぬ
l

B
E
2
)
と
い
う
考
え
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
に
対
し
て
公

的
権
威
が
一
般
的
に
好
意
を
示
す
こ
と
は
、
歴
史
を
曲
げ
て
解
釈
し
な
い

か
ぎ
り
、
国
教
条
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
い
。
疑
い
も
な
く
連

邦
最
高
裁
は
過
去
に
お
い
て
し
ば
し
ば
行
使
し
た
よ
う
に
、
歴
史
を
作
り

か
え
る
権
利
は
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

助
判
決
は
現
在
四
六
州
二
、
二

O
Oの
共
同
体
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

の
制
度
を
違
憲
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
無
用
な
混
乱
を
引
き
起
す
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
。

ω
最
後
に
民
主
主
義
は
道
徳
的
価
値
の
体
系
で
あ
り
、
合
衆
国
市
民
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
価
値
の
体
系
が
宗
教
に
基
縫
を
置
い
て
い
る
こ
と

は
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
価
値
の
体
系
を
時
代
か
ら
時
代
へ

と
伝
達
し
て
き
た
の
は
家
族
、
隣
人
、
そ
し
て
教
会
で
あ
り
、
今
日
で
は

公
立
校
の
双
肩
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の

(
6
M
 

役
割
を
宗
教
的
助
力
な
し
に
達
成
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
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右
に
み
る
よ
う
に
コ

1
ウ
イ
ン
の
解
釈
は
合
衆
国
の
歴
史
と
伝
統
に
基
礎

を
毘
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
果
し
て
き
た
宗
教
の
役
割
を
重
視
す
る
と

こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
現
在
ま
で
維
持
さ
れ
て
き
た
慣
習
を
保
持
す
る
立
場
に

立
っ
て
い
る
。
彼
の
修
正
一
条
、
お
よ
び
一
四
条
の
解
釈
は
、
右
の
基
本
姿
勢

か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
、
修
正
一
条
に
つ
い
て
は
特
定
の
宗
教
、
宗
派
に
優
先

的
取
扱
い
は
許
さ
れ
な
い
が
、
歴
史
を
基
礎
と
し
た
一
般
的
好
意
の
表
明
は

(8)(完〉

禁
止
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
非
優
先
分
離
〔
Z
C
買
え

q
2
2
お
宮
守

主
芯
己
の
立
場
に
立
つ
と
い
唱
て
よ
い
。
こ
の
点
は
先
に
触
れ
た
。
し
か
し

修
正
一
四
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
同
条
制
定
当
時
の
基
本
的
な
立
場
か
ら
、

修
正
一
条
は
連
邦
議
会
に
対
す
る
も
の
と
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
、
州
に
対
す

アメリカ合衆国における政教分離の原則

る
適
用
の
範
囲
を
可
能
な
か
ぎ
り
狭
く
解
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

立
場
は
、
基
本
的
に
は
正
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
先
に
み
た
よ
う
に
修
正

一
四
条
の
解
釈
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
の
判
決
の
傾
向
か
ら
い
っ
て
、
適
当

で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
点
は
修
正
一
四
条
を
広

く
解
し
、
修
正
一
条
が
そ
の
ま
ま
州
に
も
適
用
さ
れ
る
方
向
で
考
え
る
立
場

を
今
日
的
な
意
味
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
連
邦
主
義
の
表
明
と

し
、
こ
れ
を
州
に
対
し
て
は
狭
く
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
立
場
を
、
セ
タ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
州
権
主
義
の
表
明
と
考
え
る
場
合
に
は
、
コ
ー

ウ
イ
ン
の
立
場
は
後
者
に
立
っ
と
も
い
え
る
。
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S
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応

3
己
切
開
《

T
M
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z
cロ
5
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ω
n
r
c
Q
r
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-
A
F
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俸
の
司
ロ
グ
匂

S
F
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ハ
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γ

(
2
)
H
W・
ω・ゎ
2
宅一
z
-
D℃・

2
ゲ

E
司
自
忌

y
-
u
i
M一-

(
3
)
な
お
コ

1
ウ
イ
ン
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
政
教
分
離
の
研
究
と
研
究

者
」
(
北
海
学
園
法
学
研
究
七
巻
二
号
八
七
頁
参
照
。

F
E
-
-
H》

-
N
口

(
4
)
F
E
-
司・

3
・

ハ
5
〉

同

げ

広

よ

苛

-
M
O

(
6
)
H
Z仏
J

ヲ
N
プ

同
様
な
立
場
に
立
っ
て
神
学
者
で
あ
る
J

・C
・7
レ
イ
炉
、
先
の
エ
ヴ
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「
1
3
J

η
0
 

7
ソ

γ
事
件
、
お
よ
び
本
件
で
示
さ
れ
た
政
教
分
離
に
つ
い
て
の
絶
対
分
離

主
義
は
支
持
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
立
場
か

ら
次
の
よ
う
に
批
判
を
す
る
。



料

ω
絶
対
分
離
主
義
は
僚
史
的
、
政
治
的
、
あ
る
い
は
法
的
に
明
白
な
証

拠
と
理
由
か
ら
、
ま
た
宗
教
的
、
社
会
的
な
健
全
な
価
値
の
理
論
か
ら
支

持
し
得
な
い
。

ω
こ
の
絶
対
分
離
主
義
の
結
果
、
問
題
の
本
質
が
誤
解
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
宗
教
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
政
教
分
離
と
い
う
、
手
段
と
し

て
の
関
係
が
害
な
わ
れ
る
。

ω
絶
対
的
原
理
と
し
て
の
分
離
が
冷
酷
に
教
育
の
分
野
に
押
し
通
さ
れ

る
と
、
必
然
的
な
結
果
宗
教
の
自
由
と
両
親
の
自
然
権
に
対
す
る
司
法
的

な
侵
害
が
生
ず
る
。

川
刊
現
在
の
宗
教
的
、
教
育
的
状
況
に
お
い
て
こ
の
侵
害
は
特
に
有
需
で

怠
り
ヲ
匂
。

我
々
に
現
在
ま
ず
必
要
な
の
は
、
修
正
一
条
の
当
初
の
政
治
哲
学
に
立

ち
戻
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
同
条
が
制
定
さ
れ
た
一
七
九
一
年
当
時
と

実
質
的
に
異
な
っ
た
現
在
の
状
況
に
対
し
、
現
実
的
な
適
用
を
考
え
る
べ

〈

2
)

き
点
で
あ
る
。

資

円九一
v

法
律
家
で
あ
る
C
・
ブ
エ
イ
は
児
玄
の
宗
教
教
育
に
対
す
る
肉
親
の

、1t
J

aa『
f
iー、

責
務
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
教
会
と
国
家
の
役
割
を
把
握

し
、
両
者
の
間
の
協
力
関
係
が
「
分
離
の
駿
一
」
の
原
則
の
下
で
あ
っ
て
も
み

と
め
ら
れ
る
、
と
す
る
。
ブ
エ
イ
は
「
分
離
の
壁
」
は
両
者
の
あ
ら
ゆ
る
特

定
の
協
力
関
係
を
無
効
と
す
る
憲
法
上
の
原
則
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
政
策

の
表
明
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は
修
正
一
条
の
分
離
原
則
、
宗
教
の
自
由
の
保
障

の
一
般
原
則
を
前
提
と
じ
つ
つ
、
教
会
と
闘
の
関
係
は
敵
対
的
な
も
の
で
は

な
く
、
両
親
、
お
よ
び
宗
教
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
責
務

円

4
V

を
果
す
場
合
、
国
が
こ
れ
に
協
力
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と

し
て
こ
の
判
決
の
結
論
に
批
判
的
立
場
を
と
る
。
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(

1

)

]

(

リ
・
玄

2
Eツ

8
・
2

円

E
古
川
向
寄
与
ロ
ー
さ
・

て
は
前
掲
拙
稿
八
六
頁
参
照
。

(
2〉

-zpu℃
・
合
目

(

3

)

(

U

同

Uz--℃
・
門
広
・
切
に
司
自
力
叫

ω
l
u
ア
ブ
エ
イ
は
前
掲
拙
稿
八
九

頁
参
照
。

(
4
)
F
E
w
-ゼ
宝
岨
∞
山
a

マ
レ
イ
に
つ
い

日
こ
れ
ら
判
決
に
批
判
的
見
解
に
対
し
て
イ
リ
ノ
イ
大
学
教
授
の
サ
リ
ヴ

「
L

〈

1
u

ア
ン
(
凶
作

Z
-
p
z
g
z〕
は
解
放
時
間
制
、
免
除
時
間
制
の
、
先
に
あ
げ
た
州

判
決
を
検
討
し
、
本
判
決
を
支
持
す
る
立
場
を
ぬ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ω
修
正
一
条
は
連
邦
議
会
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
て
州
に
対
し
て
向

け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
議
論
が
あ
る
が
、
一
七
八
九
年
に
意
味

し
た
言
葉
の
表
面
的
な
解
釈
で
本
件
の
憲
法
問
題
は
解
決
し
な
い
。
こ
の

点
は
近
年
の
最
高
裁
判
所
が
修
正
一
条
の
意
味
を
拡
張
し
て
州
に
対
し
て

〈

2
v

適
用
し
て
き
た
点
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

叫
毎
週
の
宗
教
教
育
が
各
地
で
広
く
採
用
さ
れ
多
く
の
支
持
を
得
て
い

る
こ
と
、
お
よ
び
教
育
に
お
け
る
完
全
な
佐
俗
化
は
我
々
の
道
徳
、
倫
理



(8)(完〉アメリカ合衆国における政教分離の原則

の
基
礎
を
教
育
す
る
上
に
適
当
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
、
義
務
教
育
法
の
下
で
出
席
を
強
制
さ
れ
て
い
る
児
童
が
、

両
親
の
承
認
に
よ
り
特
定
の
宗
教
ク
ラ
ス
に
出
席
す
る
場
合
、
そ
の
宗
教

に
所
属
し
な
い
も
の
と
の
問
の
違
和
感
を
生
み
出
す
点
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
更
に
こ
の
特
定
の
宗
教
ク
ラ
ス
は
そ
の
共
同
体
に
お
い
て

主
流
を
な
す
宗
派
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
、
少
数
の
、
あ
ま
り

一
般
的
で
な
い
グ
ル
ー
プ
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
見
易
い
道
理
で
あ
る
。

か
か
る
要
素
は
公
立
校
が
差
別
な
く
児
章
す
べ
て
に
平
等
に
利
用
さ
れ

る
と
す
る
考
え
方
、
お
よ
び
す
べ
て
に
平
等
な
、
と
い
う
考
え
を
否
定
す

る。ω
本
件
で
使
用
さ
れ
た
費
用
は
少
額
で
問
題
と
な
ら
な
い
と
す
る
議
論

が
る
る
。
し
か
し
、
問
題
は
費
用
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
学
習
時
間

が
免
除
さ
れ
出
席
が
事
実
K
強
制
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
点
に
あ

る
。
本
件
の
中
心
的
問
題
は
学
校
内
で
宗
派
に
よ
る
差
別
が
行
な
わ
れ
、

こ
れ
が
異
な
る
宗
教
に
対
す
る
誤
解
と
敵
意
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
に
あ

A
T
4昌
吉
》

ヲ

Q

。ω
か
く
て
修
正
一
四
条
と
結
合
し
た
修
正
一
条
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
国
は
宗
教
ク
ラ
ス
を
直
接
的
に
支
え
る
た
め
租
税
を
使
用
で
き
な
い

こ
と
、

J
誌
宗
教
教
育
に
強
制
的
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
は
同
様
に
禁
じ
ら

れ
て
い
る
。

』
の
サ
リ
ヴ
ア
ン
の
見
解
は
修
正
一
条
の
分
離
原
則
に
つ
い
て
分
離
の
意

味
そ
の
も
の
を
積
極
的
に
論
ず
る
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
も
つ
ば
ら
少
教
者

の
保
護
と
い
う
立
判
明
か
ら
判
決
に
賛
成
を
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

(
1
)
 

(
2〉

(
3〉

(

4

)

 

(
5
)
 

同

V
C
留
め

}-z.ω
ロ}}苛
E
f
D司・

2
丹・

2
甘

E
2
Y
2
l二
N
'

HrF牛
-
w

古田
v-

一om-
一01
・

Hr-ι
ニ
旬
司
・

-cア
一
〔
}
∞
-

H
F】仏

J

℃
-
一
一
一
-

Hr』
牛
・
・
司
-
一
-
N

、lJ日
こ
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
教
育
協
会
の
メ

γ
パ
ー
で
も
あ
る
コ

l
ネ
ル
大
学
教
授
、

M
-
R
・
コ
ン
ヴ
ィ

mlrppm-
烈
8
2
Z〉
が
、
教
会
と

国
家
に
関
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
と
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
、
マ
デ
イ
ソ
ン
、
お

よ
び
連
邦
最
高
裁
の
立
場
に
は
共
通
の
基
盤
が
存
在
し
な
い
、
と
し
つ
つ
、

分
離
は
分
離
以
外
の
何
者
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
分
離
の
壁
は
容
易
に
越
え

ら
れ
で
は
な
ら
な
い
と
す
る
本
件
判
決
を
引
用
し
、
判
決
に
賛
成
の
見
解
を

ハ
2
v

示
し
て
い
る

0

1
l
d
 

げ
以
上
い
く
つ
か
の
見
解
に
示
さ
れ
よ
う
に
、
こ
の
判
決
は
多
く
の
論
議

を
呼
ん
だ
。
そ
こ
で
は
歴
史
と
伝
統
を
前
提
と
す
る
立
場
か
ら
の
本
判
決
反

対
の
立
場
、
お
よ
び
分
離
原
則
を
厳
絡
に
貫
ぬ
く
立
場
か
ら
の
賛
成
の
立
場
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が
一
示
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
七
年
に
出
さ
れ
た
パ
ス
輸
送
合
憲
判
決
に
続
く

こ
の
違
憲
判
決
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
国
民
生
活
の
基
礎
と
し
て
き
た
ア
メ
リ

カ
社
会
の
世
論
を
二
分
し
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
そ
こ
に
判
決
に
賛
成
、



料

反
対
と
い
う
単
純
な
立
場
の
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
い
ず
れ
と
も
決

め
か
ね
る
立
場
か
ら
の
見
解
も
あ
る
。
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
た

ア
メ
リ
カ
社
会
の
深
い
苦
悩
の
表
明
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ
ス
コ

ハ
S
V

γ
シ
ン
大
学
哲
学
教
授
の
ミ
l
ク
ル
ジ
ョ
ン
(
〉
・
豆
島
内
一
旦
o
r
S
は
基
本
的

;;';<，:.資

に
は
判
決
に
賛
成
す
る
立
場
を
と
り
な
が
ら
も
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。ω

「
宗
教
の
自
由
」
に
は
「
非
宗
教
の
自
由
」

(
p
n
a
o
g
c『

5
2。一応
5る

が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
修
正
一
条
を
め

ぐ
る
議
論
は
一
層
困
難
な
立
場
に
立
ち
至
る
。
本
件
が
違
憲
と
さ
れ
た
の

は
非
宗
教
的
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
特
定
の
指
導
を
計
画
し
た
点
に
あ
る
。

困
難
な
立
場
の
根
源
に
は
、
人
が
非
宗
教
者
で
あ
る
こ
と
を
許
容
し
つ
つ

も
、
彼
が
無
信
仰
者
で
あ
る
こ
と
を
公
的
に
表
明
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

行
為
を
社
会
的
に
不
適
当
で
あ
る
と
し
て
、
制
裁
を
加
え
る
よ
う
な
偽
善

が
一
般
的
に
在
存
す
る
の
で
あ
る
。

ω
2ポ
教
の
関
与
せ
ぬ
間
家
と
政
治
の
関
与
せ
ぬ
教
会
」
と
い
う
表
現
自

体
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
分
離
原
則
の
実
り
の
な
い
消
極
主
義
に
よ

っ
て
ア
メ
リ
カ
の
教
育
は
そ
の
精
神
的
支
柱
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
教
育
の

目
的
に
と
っ
て
、
官
一
一
要
な
問
題
は
教
会
と
国
家
を
い
か
に
分
離
し
て
お
く

か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
、
お
よ
び
非
宗
教
的
多
機
グ
ル
ー
プ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
に
適
度
の
敬
意
を
払
い
つ
つ
一
般
福
祉
を
増
進
す

る
た
め
、
い
か
に
協
調
し
得
る
か
に
あ
る
。

ω
宗
教
教
育
の
問
題
の
底
辺
に
は
公
的
利
益
と
私
的
利
益
の
相
違
の
問

題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
公
共
善
公

Z
2
5
5
8
m
g
eと
多

様
な
私
的
善
守
ユ
百
件
。
唱
え
〉
の
区
別
、
関
係
が
何
で
あ
る
か
が
明
確
に

さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
政
治
的
自
由
に
関
し
て
何
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
本
件
判
決
は
こ
の
基
本
問
題
を
め
ぐ
る
現
在
の
混
迷
を
解
決
す
る

円

4
v

ど
こ
ろ
か
一
一
層
深
め
て
い
る
。
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〔

1
〉
宮
』
}
ざ
ロ
凶
作
問
。
口
三
円
N

・
9
司
円
芹
・

E
円vg
℃
℃
-
A
A
l
g
-

コ
ン
ヴ
ィ

ツ
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
八
八
頁
参
照
。

(
2
)
H
E
P
-
官
官
・
印

U

・

2
・

(
3〉
〉

-
a
s
ι
q
Z
2
E
3
0
rロ・

0古
-
n
E
E司
3

3
・竺
i
吋

N

・、、、

i
ク

ル
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
八
八
参
照
。

(
4
)
H
E
P
-

コu

吋
N
・

四

連
邦
最
高
裁
の
判
例
l
、
ソ
ラ
ク
対
ク
ラ
ウ
ソ

γ
事
件

四
年
後
、
す
な
わ
ち
一
九
五
二
年
に
解
放
時
間
制
に
つ
き
合
憲
判
決
を
出
す

こ
と
と
な
る
。
ゾ
ラ
ク
対
ク
ラ
ウ
ソ
ン
事
件

(
N
o
b
n
7
2
2
3〉
で
あ

右
の
マ
ツ
カ
ラ
ム
事
件
で
違
憲
判
決
を
書
い
た
連
邦
最
高
裁
は
、
そ
の

る。

事
案
は
、
ニ
ュ

i
・ヨ

l
ク
市
の
解
放
時
間
計
画
に
従
い
、
児
童
が
宗
教

セ
ン
タ
ー
で
の
宗
教
教
育
を
受
け
、
ま
た
は
奉
仕
活
動
に
従
事
す
る
た
め
、

両
親
の
書
面
に
よ
る
要
求
に
基
づ
き
、
公
立
校
が
学
習
時
聞
を
短
縮
し
、
児



⑬)(完)

童
を
解
放
し
た
も
の
で
、
児
童
の
父
兄
で
同
市
の
納
税
者
た
る
ク
ラ
ウ
ソ

ン
、
が
訴
え
を
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
計
画
で
は
計
画
不
参
加
の
児
童

は
学
校
に
滞
留
し
、
教
会
は
解
放
さ
れ
た
児
童
の
う
ち
宗
教
セ
ン
タ
ー
に

出
席
し
た
者
の
リ
ス
ト
を
学
校
に
報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た

こ
の
解
放
時
間
制
ポ
は
、
公
立
校
校
舎
は
使
用
さ
れ
ず
、
出
席
カ

1
ド
作

製
費
用
等
は
宗
教
団
体
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
ニ
ュ

l

・

ヨ
!
ク
州
最
高
裁
で
マ
ッ
カ
ラ
ム
は
、

ω
学
校
の
圧
力
と
影
響
力
が
宗
教
教
育
計
画
の
背
後
に
あ
る
、

ω
公
立
校
教
師
が
出
席
児
童
を
監
督
し
て
い
る
、

ω
児
童
が
学
外
に
解
放
さ
れ
て
い
る
問
、
学
業
活
動
は
停
止
す
る
、

ω
公
立
校
が
こ
の
計
簡
を
支
え
て
い
る
の
で
そ
の
協
力
な
し
に
こ
の

計
画
は
効
果
を
生
じ
な
い
、

(
3
v

と
主
張
し
た
。
同
裁
判
所
は
こ
の
違
憲
無
効
の
訴
え
を
棄
却
し
た
。
こ
の

州
最
高
裁
判
決
に
対
し
て
多
く
の
コ
メ
ソ
ト
、
ノ
i
ト
が
出
さ
れ
、
深
い

ハ
4
V

関
心
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(
1
)
ω
ム
ω
C・
ω
・
ω口
?
ご

ω
(
υ
?
匂
U
W
F
・
開
門
目
白
印
与
(
一
也
印
M)・

(
2〉
ダ
グ
ラ
ス
が
裁
判
所
意
見
を
書
い
た
が
彼
は
こ
れ
を
(
こ
の
邑

T

E
a
t
g
σ
)
計
画
と
し
て
い
る
。

ωム
ω
C・
ω・
ω
8・
本
稿
の
基
準
に

よ
れ
ば
こ
の
計
画
の
内
容
は
明
ら
か
に
島

ωBzazz
計
画
で

あ
る
。
ダ
グ
ラ
ス
に
よ
れ
ば
先
の
マ
ヅ
カ
ラ
ム
事
件
も
本
件
も
そ
の

本
質
に
お
い
て
は
等
し
い
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

》
円
ノ
。

(
3
)
N
C
E
n
r
〈・

9
2
5
p
ω
o
ω
Z・
Jヘ・

5
プ
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口
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W
'
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目
ω
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岳
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c
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O
m
d》

円
内
田

E
E
H
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L
u
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コ
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者
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ωω
可
E
E百
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H
N
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・円、
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H
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品
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・
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g
?
M
J
m
u
ω
吋
〈
P
H
L
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・
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品
目

(
3
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・
5
笠
谷
口
可
戸
・

河合〈・∞印凶

ω吋
E
H
A
-
m虫、・

M∞
m-
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日
・
可
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『
一
回
門
戸
-
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-
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ρ
Eユ
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由
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色
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0
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p
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J
 

n
J
ι
M
 

rs
・、

が
裁
判
所
意
見
を
述
べ
、
ブ
ラ
ッ
ク
、
ジ
ヤ
ツ
ク
ソ
ン
が
反
対
意
見
を
述
べ
、

連
邦
最
高
裁
に
持
ち
込
ま
れ
た
違
憲
無
効
の
訴
え
じ
対
し
、
ダ
グ
ラ
ス

ブ
ラ
ン
ク
プ
ァ

l
F
が
ジ
ヤ
ツ
ク
ソ
ン
反
対
意
見
に
同
調
し
こ
れ
に
補
足
し

て
い
る
。
リ
ー
ド
、
パ
ー
ト
ン
〔
回
ロ
ユ
D
ロ
)
、
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
(
〈
吉
田
C
ロ
)
、
ク
ラ

ー
ク
(
色
白
井
)
、
ミ
ン
ト
ン
(
冥

g
gろ
は
ダ
グ
ラ
ス
に
従
っ
た
。
ダ
グ
ラ
ス

は
、
本
件
の
問
題
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
が
修
正
一
条
の
国
教
を
定
め
る
こ
と

に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
た
が
、
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁
止
し
た
か
ど
う
か

に
あ
る
と
し
て
、
本
件
の
解
放
時
間
制
で
は
宗
教
教
育
等
が
公
立
校
に
持
ち
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込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
、
学
校
を
退
出
す
る
か
ど
う
か
は
児
童
の
希
望
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
計
画
自
体
児
童
が
宗
教
ク
ラ
ス
に
出
席
す
る
こ



料

と
を
事
実
上
強
制
し
て
い
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
が
そ
の
証
拠
は
記
録
上
見

当
ら
な
い
こ
と
、
公
立
校
当
局
は
両
親
の
要
求
に
基
づ
き
児
童
を
解
放
す
る

資

に
と
ど
ま
っ
て
そ
れ
以
上
に
出
な
い
の
で
中
立
を
保
っ
て
い
る
こ
と
、
事
実

上
の
強
制
が
あ
り
教
師
が
そ
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
す
れ
ば
ま
っ
た
く
別

な
ケ

1
ス
が
提
起
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
従
っ
て
修
正
一
条
に
関
す
る
右

の
問
題
提
起
は
い
ず
れ
も
否
定
に
解
さ
れ
る
と
し
た
。

修
正
一
条
に
関
す
る
ダ
グ
ラ
ス
の
見
解
は
こ
の
判
決
で
‘
き
わ
め
て
明
確
に

一
不
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
「
修
正
一
条
は
教
会
と
国
家
が
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
哲
学
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
点
に
い
さ
さ
か
の
疑

い
も
な
い
。
修
正
一
条
は
そ
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
問
題
に
つ
き
例
外
を
認
め

ず
、
そ
の
禁
止
は
絶
対
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、
「
修
正
一
条
は
あ
ら
ゆ
る

問
題
に
つ
き
教
会
と
国
家
が
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
相
対
的
な
分
離
論
を
主
張
し
た
。
ダ
グ
ラ
ス
に
よ

れ
ば
教
会
と
国
家
の
関
係
は
相
互
に
共
同
、
結
合
あ
る
い
は
依
存
し
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
が
、
他
方
向
者
が
敵
観
し
、
疑
信
を
持
ち
、
あ
る
い
は
非
友
好

的
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
公
共
団
体
が

宗
教
団
体
に
警
察
、
消
防
の
役
務
提
供
を
す
る
こ
と
も
、
容
認
さ
れ
な
い
こ

と
な
り
、
国
の
公
的
場
面
に
お
い
て
許
容
さ
れ
て
き
た
大
統
領
に
よ
る
議
会

で
の
祈
祷
、
感
謝
祭
の
休
日
宣
言
、
法
廷
で
の
宣
誓
な
ど
は
修
正
一
条
を
捌

円

1
】

笑
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
し
た
。
彼
は
更
に
「
我
々
は
宗
教
的
な

国
民
で
あ
り
、
そ
の
制
度
は
至
高
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。
我
々
は
自

北法23(1・150)150

己
の
選
択
に
従
い
礼
拝
す
る
。
:
:
:
・
:
自
由
を
保
証
す
る
国
が
宗
教
活
動
の

必
要
性
に
応
じ
て
公
的
行
為
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
教
育
を
促
進

し
、
あ
る
い
は
宗
教
関
係
者
と
協
力
す
る
の
は
我
々
の
伝
統
に
最
も
よ
く
従

う
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
我
々
国
民
の
宗
教
的
性
格
を
考
慮
し
、
国
民
の
鱗

神
的
要
求
に
対
し
公
的
役
務
を
適
応
さ
せ
る
故
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
す
る

こ
と
は
、
憲
法
が
国
は
宗
教
団
体
に
対
し
冷
淡
な
無
関
心
を
示
す
べ
き
と
定

め
て
い
る
と
読
み
と
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
信
仰
者
よ
り
も
無
信
仰

(
2〉

者
を
優
先
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
国
に
よ
る
宗
教
活
動
に
対
す

る
好
意
的
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。

結
局
彼
の
立
場
は
信
仰
者
と
無
信
仰
者
に
つ
き
、
前
者
を
優
先
的
に
取
り

あ
げ
、
国
が
こ
れ
に
対
し
協
力
的
態
度
を
示
す
こ
と
が
合
衆
国
の
伝
統
に
合

致
す
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
免
除
時
間
制
を
違
憲
と
し
た
先
の
マ
ヅ

カ
ラ
ム
事
件
で
多
数
意
見
に
加
わ
っ
た
ダ
グ
ラ
ス
は
、
こ
の
解
放
時
間
制
で

は
右
の
よ
う
に
合
憲
の
立
場
で
裁
判
所
意
見
を
書
い
た
が
、
こ
の
点
を
彼

は
、
前
者
で
は
宗
教
教
育
が
学
内
で
行
な
わ
れ
た
の
に
対
し
、
後
者
で
は
学

外
で
の
宗
教
教
育
に
学
し
校
の
予
定
を
調
整
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
両
者
の

相
違
を
あ
げ
た
。
彼
の
こ
の
立
場
は
、
分
離
原
則
が
国
民
の
精
神
的
必
要
に



応
じ
、
闘
が
公
的
活
動
を
調
整
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
解
さ
れ
な
い
か

ぎ
り
、
分
離
原
則
の
意
味
を
右
以
上
に
拡
張
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
か
く
て
彼
は
「
我
々
は
権

利
宣
一
京
の
中
に
宗
教
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
敬
白
意
の
哲
学
を
読
み
と
る
こ
と

は
で
き
な
ど
と
結
び
原
審
判
決
を
認
容
し
た
。

(
1
)
 

ハ
2
)

(
3
)
 

ωお
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ω‘
州
島

ω
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2
M
-

H
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内
山
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w片

ω六
山

lω
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]
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寸
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仏
・
・
内
山
門

ω一一山・

(8)(完〉

幻
こ
れ
に
対
し
マ
ッ
カ
ラ
ム
事
件
で
違
憲
判
決
を
書
い
た
れ
フ
ラ
ッ
グ
は
、

百
ヒ宗

教
教
育
が
校
舎
の
内
と
外
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
相
違
は
結
果
を
具
に
す

アメリカ合衆国における政教分離の原則

る
も
の
で
は
な
く
、
両
事
件
は
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
反
対
意
見
を
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
ニ
ュ

l
・
ヨ

i
ク
州
が
こ
の
義
務
教
育
法
に
よ
り
・
・
・
:
:
特
定
の
宗

派
を
援
助
し
、
非
宗
教
者
よ
り
も
宗
教
者
を
優
遇
す
る
こ
と
-
j
i
-
-
を
こ

そ
ま
さ
に
修
正
一
条
が
禁
じ
て
い
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
。
;
:
:
:
問
題
は

州
が
ど
れ
だ
け
深
く
立
ち
入
っ
た
か
で
は
な
く
、
州
が
少
な
く
と
も
立
ち

入
っ
た
か
ど
う
か
に
あ
る
。
」

ダ
グ
ラ
ス
意
見
が
、
米
国
民
は
宗
教
的
国
民
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
つ

て
い
る
の
に
対
し
、
や
フ
ラ
ッ
ク
は
、
右
態
度
は
修
正
一
条
制
定
当
時
に
お
い

て
は
正
し
い
が
、
「
国
家
を
宗
教
的
分
野
か
ら
隔
離
し
、
国
家
を
完
全
に
中

立
に
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
各
人
の
、
ま
た
す
べ
て
の
宗
派
の
、
ま
た

無
信
仰
者
の
自
由
が
確
保
さ
れ
る
」
と
す
る
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
と
こ

ろ
、
と
す
る
。
前
者
の
態
度
は
結
局
の
と
こ
ろ
裁
判
所
が
宗
教
教
育
を
促
進

し
、
宗
教
関
係
者
と
協
力
す
る
結
果
と
な
り
、
国
の
中
立
性
を
放
棄
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
放
棄
は
正
統
派
の
法
的
地
位
を
高
傷
さ

せ
、
非
信
仰
者
の
法
的
地
位
を
低
下
せ
し
め
る
も
の
で
自
由
に
脅
威
を
与
え

(
l
v
 

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
多
数
意
見
を
批
判
し
た
後
、
長

後
に
、

「
我
々
の
宗
教
的
自
由
の
体
系
下
で
は
、
人
は
国
法
を
お
そ
れ
た
放
で

は
な
く
彼
ら
の
神
を
愛
し
た
故
に
彼
ら
の
宗
教
的
聖
域
に
入
っ
た
。
彼
ら

す
べ
て
の
も
の
の
選
択
は
、
あ
た
か
も
昔
、
日
曜
の
朝
の
教
会
の
鐘
の
音

に
よ
っ
て
の
み
動
か
さ
れ
礼
拝
の
知
ら
せ
に
応
え
た
も
の
の
選
択
と
同
じ

よ
う
に
自
由
で
あ
っ
た
。
人
の
精
神
的
な
心
は
こ
の
よ
う
に
、
政
府
の
重

い
手
に
よ
る
、
大
な
り
、
小
な
り
の
抑
圧
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
、
信
ず

る
こ
と
、
信
じ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
疑
う
こ
と
に
自
由
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
抑
圧
を
定
め
る
法
律
は
打
破
さ
れ
て
き
た
。
今
日
に
至
る
ま
で

裁
判
所
は
、
信
仰
を
持
つ
も
の
と
持
た
ぬ
も
の
の
間
に
不
快
な
差
別
を
す

る
こ
と
を
避
け
て
ま
た
。
も
し
宗
教
者
と
無
神
論
者
が
も
は
や
法
の
下
に

平
等
な
正
義
を
裁
判
上
保
障
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
修
正
一
条
は
多
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料

円

2
v

く
を
失
っ
た
こ
と
と
な
る
。
」

資

こ
の
申
フ
ラ
ッ
ク
意
見
は
マ
ツ
カ
ラ
ム
事
件
判
決
で
の
彼
の
裁
判
所
意
見
と

同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
の
分
離
論
は
、
信

仰
者
と
不
信
仰
者
、
乃
至
無
神
論
者
の
聞
に
も
修
正
一
条
の
信
教
の
自
由
の

保
障
規
定
は
及
ぶ
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
彼
の
立
場
は
精

神
的
領
域
に
お
け
る
絶
対
分
離
を
主
張
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

川
町
フ
ラ
ン
ク
フ
ア
l
タ
は
右
。
フ
ラ
ッ
ク
意
見
に
つ
け
加
え
、
本
件
で
は
宗

戸

ι
1
L教

教
育
が
学
習
活
動
に
代
置
さ
れ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
り
、
宗
教
教
育
と

学
習
活
動
が
平
行
し
て
進
め
ら
れ
、
前
者
に
欠
席
す
る
者
が
学
校
に
滞
留
し

(
B
V
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
憲
法
問
題
を
提
起
す
る
理
由
が
あ
る
、
と
し

〔

4a〉

て
本
件
が
マ
ツ
カ
ラ
ム
事
件
と
同
質
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ジ
ヤ
ッ
ク
ソ
ン
反
対
意
見
も
本
件
が
出
席
強
制
を
そ
の
実
質
的
内
容
と
し

て
い
る
点
で
右
フ
ラ
ン
ク
フ
ア
l
タ
と
軌
を
一
に
す
る
。
彼
は
、
本
件
解
放

時
間
制
の
本
質
が
、
一
方
で
は
義
務
教
育
法
に
よ
り
世
俗
教
育
を
強
制
し
、

他
方
で
は
宗
教
教
育
参
加
を
条
件
に
右
強
制
か
ら
解
放
す
る
と
す
る
点
に
あ

り
、
そ
の
一
一
層
の
効
果
は
、
学
生
監
督
官
公

Z
E同

C
E
R円
)
が
解
放
児
童
で

宗
教
教
育
を
受
け
な
い
児
童
を
再
び
教
室
に
追
い
戻
す
制
度
か
ら
導
か
れ
、

こ
れ
は
児
童
に
と
っ
て
仮
の
拘
留
所
(
件
。
ョ
宮

E
q
E
σ
と
し
て
の
意
味
を

持
つ
と
し
た
。
彼
は
ま
た
無
神
論
者
に
対
す
る
自
由
を
否
定
す
る
場
合
に
は

宗
教
に
対
す
る
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
と
な
る
と
し
、
神
に
返
さ
れ
る
べ
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き
も
の
が
カ
エ
ザ
ル
に
よ
り
決
定
さ
れ
集
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

「
も
し
我
々
が
世
俗
的
義
務
教
育
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
『
正
当
に
構
成
さ

れ
た
宗
教
団
体
』
を
選
定
す
る
州
の
権
力
と
智
恵
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
同

様
に
『
正
当
に
構
成
さ
れ
た
』
も
の
の
中
か
ら
真
正
な
信
仰
を
選
ぶ
権
力
と

智
恵
を
支
持
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
も
論
理
的
に
導
か
れ
る
こ
と
と
な
ろ

〈
島
〉

う
」
と
し
て
、
本
件
が
国
家
に
よ
る
正
統
な
宗
教
、
信
念
の
確
立
に
通
ず
る

も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
解
放
時
間
制
が
結
局
の
と
こ
ろ
国
に
よ
る
正
し
い

信
仰
の
確
立
に
つ
な
が
る
、
と
す
る
見
解
は
こ
の
ジ
ヤ
ツ
ク
ソ
ン
意
見
が
一
不

す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
先
の
マ
ツ

カ
ラ
ム
事
件
と
本
件
の
基
本
的
な
相
違
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
公
立
校
舎
の
内

と
外
と
の
区
別
は
本
質
的
な
も
の
と
は
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

の
事
件
も
国
家
に
よ
る
正
統
性
の
保
障
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
故
で
あ
る
。

〈

1
〉

(
2〉

〈

3
〉

(

4

)

 

(
5
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]
の
判
決
が
出
さ
れ
る
と
同
年
に
多
く
の
コ
メ
ン
ト
、
ノ
ー
ト
が
出
さ



(

1

)

(

2

〉

(

3

)

れ
た
ほ
か
、
プ
エ
ブ
ア
!
、
コ
イ
パ
ー
な
ど
は
マ
ツ
カ
ラ
ム
事
件
と
の
同
質

性
を
指
摘
し
、
そ
の
他
ゾ
ラ
フ

Q
-
]
-
F
S己
『
)
は
「
解
放
時
間
制
の
支
持
者
が

こ
の
判
決
の
中
の
寛
大
な
意
見
を
更
に
押
し
進
め
て
新
し
い
政
策
を
導
く
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
よ
う
な
判
決
は
宗
教
を
援
助
す
る
新
し
い
日
的
と
一

アメリカ合衆困における政教分離の原則 (8)(完〉

国
眉
の
進
展
を
促
進
す
る
政
治
的
、
憲
法
的
風
土
を
創
造
す
る
こ
と
と
な
る
」

ハ
4
〉

と
し
て
将
来
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

A
S
V
 

プ
ェ
フ
ア
l
、
コ
イ
パ

l
、
そ
し
て
ほ
か
に
カ
l
ラ
ン
ド
(
欠
ロ
ュ

E
L
)、

お
よ
び
ジ
ョ

1
ン
ル
7
C
8
2〉
の
指
摘
す
る
向
質
性
は
、
商
事
件
と
も
宗
教

教
育
を
促
進
す
る
上
に
公
立
校
の
組
織
が
利
用
さ
れ
た
と
す
る
点
に
あ
る
。

か
く
て
ゾ
ラ
ク
事
件
で
の
多
数
意
見
は
結
局
、
エ
ヴ
ア
ソ
ン
、
マ
ツ
カ
ラ
ム

両
事
件
で
主
張
さ
れ
た
修
正
一
条
の
い
う
分
離
の
厳
格
さ
、
お
よ
び
絶
対
性

と
い
う
も
の
を
か
な
り
弱
め
る
結
果
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
コ
イ
パ

l
は
、
こ

の
ゾ
一
フ
ク
事
件
が
絶
対
分
離
の
適
用
を
避
け
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
教

会
と
国
家
の
適
度
な
相
互
関
係
を
前
提
と
し
た
分
離
原
則
の
樹
立
を
は
か
る

こ
と
と
な
っ
た
と
把
握
し
、
こ
れ
を
「
調
和
の
原
理
」

(
F
O
R
8
5ヨ
C
e
t
S

5
2三
と
呼
ん

hvす
な
わ
ち
彼
は
、
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
で
の
パ
ス
時
同
一
に

お
け
る
公
費
援
助
を
否
定
し
、
国
は
中
立
と
す
る
立
場
か
ら
の
「
無
援
助

中
立
の
基
準
」
公

Z
5
1
2仏
ω
邑
再
三
E
Z々

〉
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
こ

の
ゾ
ラ
ク
事
件
に
お
け
る
ダ
グ
ラ
ス
意
見
は
右
基
準
の
厳
格
な
直
線
的
な
適

用
を
避
け
、
現
実
に
根
ざ
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
調
和
を
は
か
っ
た
も

の
と
把
出
世
し
て
い
る
。
コ
イ
パ

l
の
指
摘
す
る
こ
の
「
調
和
の
原
理
」
は
、
修
正

一
条
の
要
求
す
る
政
教
分
離
の
原
則
は
、
自
由
条
項
と
国
教
条
項
の
両
者
の

解
釈
と
適
用
か
ら
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ

(
9】

秩
序
の
問
題
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

か
く
て
彼
は
、
こ
の
原
理
が
導
く
二
つ
の
特
質
を
あ
げ
る
。

第
一
は
修
正
一
条
の
解
釈
に
お
い
て
、
長
く
受
容
さ
れ
て
き
た
歴
史
的

な
慣
行
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
慣
行
は
た
と
え
ば
軍
隊
附

属
牧
師
、
礼
拝
用
等
の
使
用
に
供
せ
ら
れ
る
家
屋
、
財
産
の
免
税
、
議
会

に
お
け
る
祈
祷
、
貨
幣
に
鋳
刻
さ
れ
た
国
民
の
宗
教
的
性
格
、
大
統
領
の

感
謝
祭
宣
言
、
お
よ
び
公
的
場
に
お
け
る
祈
祷
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ら
は
憲
法
原
理
と
し
て
の
政
教
分
離
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
上
に
役
立

つ
こ
と
。

第
二
は
こ
の
調
和
の
概
念
は
信
教
自
由
条
項
に
対
す
る
同
教
条
項
の
限

界
を
明
ら
か
に
す
る
上
に
意
味
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
た
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
憲
法
上
の
制
約
で
あ
り
、
同
教
禁
止
の

原
想
が
宗
教
活
動
の
自
由
を
危
険
に
落
し
入
れ
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
す
る
仮
定
を
導
く
。
す
な
わ
ち
こ
の
点
は
、
宗
教
活
動

の
自
由
を
保
障
し
た
信
教
条
項
の
存
在
は
国
が
宗
教
の
自
由
を
積
板
的
に

保
護
す
る
立
場
に
あ
り
、
こ
れ
を
優
先
的
に
取
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、

と
す
る
結
論
を
支
持
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
結
果
宗
教
の
自
由
の
優
先

:.lt法23(1・153)153
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第
二
節

州
に
お
け
る
聖
書
朗
読
、
祈
穣
の
問
題

問
題
の
所
在

公
立
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
の
実
施
は
、
公
立
校
制
度
の
発
展
に
と
も
な

い
、
そ
れ
ま
で
宗
教
団
体
が
主
と
し
て
担
当
し
て
き
た
教
育
を
公
立
校
が
行

な
う
こ
と
に
と
も
な
っ
て
以
来
各
地
で
進
め
ら
れ
る
。
最
も
初
期
の
立
法
は

ハ
I
)

一
八
二
六
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
も
の
と
い
わ
れ
る
が
、
二

O
世
紀
に
入

る
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ヱ
イ
ニ
ア
を
は
じ
め
多
く
の
州
が
ほ
ぼ
同
様
の
隔
地
U
H
の
法

ハ
2
v

令
を
制
定
し
、
そ
の
後
聖
書
朗
読
の
ほ
か
、
主
の
祈
り
(
号
。
戸
虫
色
、
ω
吋

E
l

(8)(完)

三
円
)
が
広
く
一
般
的
に
ゆ
き
わ
た
る
こ
と
と
な
る
。
後
に
触
れ
る
よ
う
に

こ
れ
ら
の
立
法
は
州
、
市
、
町
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
進
め
ら
れ
る

アメリカ合衆国における政教分離の原則

が
、
そ
の
内
容
は
聖
書
朗
読
の
み
、
主
の
祈
り
、
讃
美
歌
斉
唱
を
含
む
も
の

(

3

)

(

4

V

 

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
が
そ
の
原
理
は
ほ
ぼ
同
様
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ら
聖
書
朗
読
の
制
度
を
取
り
入
れ
た
結
果
、
種
々
の
問
題
が
生
じ

て
く
る
。
そ
の
主
た
る
も
の
は
、

円
、
聖
書
朗
読
は
宗
派
の
教
育

G
F
R
E
t
-コ
)
に
な
ら
な
い
か
。

刊
、
聖
書
は
宗
派
の
凶
蓄
と
い
え
る
か
。

同
、
教
師
が
聖
書
朗
読
と
そ
の
研
究
に
向
け
た
時
間
は
宗
派
目
的
の
た
め

の
公
金
の
支
出
を
意
味
し
な
い
か
。

刷
、
聖
書
朗
読
、
讃
美
歌
の
ん
口
明
、
主
の
祈
り
の
唱
和
は
宗
教
儀
式
と
な

ら
な
い
か
。

同
、
朗
読
時
間
へ
の
出
席
、
が
事
実
上
強
制
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
は
連

邦
・
州
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
宗
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い

当、b 
問
、
聖
書
朗
読
に
際
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ユ
ダ
ヤ

の
い
ず
れ
の
た
め
の
聖
書
が
使
用
さ
れ
る
か
、

の
点
に
あ
る
。
第
二
節
で
は
、
第
三
、
第
四
の
各
節
で
触
れ
る
、
引
き
続

き
連
邦
最
高
裁
に
持
ち
込
ま
れ
た
事
件
を
除
き
、
州
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
聖
書

朗
読
、
祈
躍
を
め
ぐ
る
判
例
、
立
法
を
中
心
に
検
討
を
加
え
こ
の
分
野
で
の

基
礎
的
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(
1〉
叶

C
7
2
5
ロ
h
v
J
ヘgグ
G
h
y
n
F
E古

E
℃・

ωω'

(

2

)

た
と
え
ば
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ィ
ニ
ア

(
-
2
3、
テ
ネ
シ
ー
三
三
巴
、

ニ
ュ
l
・
ジ
ャ
!
ジ
〈
一
回
一
回
)
、
ア
ラ
パ
マ
(
一
回
一
回
)
、
ジ
ョ
ー
ジ

ア
(
-
由
同
一
)
、
メ
イ

γ

(
一回
N
ω
)
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー

(
-
U
M
K
干
)
、
フ

ロ
リ
ダ
、
ァ
ィ
、
タ
ホ
ウ
(
一
回
N

印
)
、
ア
l
カ
γ
ソ

i
(
]国
ω
O
)

、
コ

ロ
ン
ビ
ア
地
区
C
U
M
-
)

な
ど
。

(
3
)
0
2広
明
何
一
一
2
2
p
ω
3
0
E
2
0
2
0『

h
y
R
n
r
g仏

ω
S
Z
E
子。

C
E
m仏

ω
E
Z
H
〉

F
2
5
3
3
2・
2
8
0
〕
名
古

r
m
2・

A
R
N

ア
同
丹
品
印
{
〕
(
一
回
日
(
〕
)
・

(
4〉
一
、
注
釈
な
し
で
行
な
う
も
の
(
た
と
え
は
〉
「
F-ER---
同
可
・

ζ
ア
ζ
s
f
z
-
H・
P-)
、
二
、
児
童
か
ら
質
問
あ
る
場
合
に
は

肉
親
、
保
護
者
に
対
す
る
調
査
を
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
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料

(
た
と
え
ば

Z
P
)
、
三
、
朗
読
中
、
肉
親
の
希
望
に
よ
り
免
除

規
定
を
霞
く
も
の

(
E
F
-
-
)£・・

2
f
Y白
P
H
r・
は
免
除
規
定

を
持
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
の
ω
J
Z
ω
よ

Z
?
叶
ヨ
ロ
は
免
除

規
定
を
持
つ
。
ま
た
同
ハ
ア
玄
F
P
は
免
除
規
定
を
持
た
な
い
が
、

児
童
が
穏
賭
す
る
場
合
に
は
肉
親
の
要
求
に
基
づ
い
て
事
実
と
免
除

さ
れ
る
)
、
四
、
児
童
は
朗
読
中
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
礼
拝
は
自
由
で
あ
る
(
忌
め
)
。
こ
れ
ら
の
州
の
規
定
は
教
師

に
朗
読
を
要
求
す
る
が
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
教
師
資
格
の
剥
奪
、

ま
た
は
解
職
、
あ
る
い
は
公
立
校
運
営
資
金
の
受
給
資
格
の
停
止
な

ど
が
あ
る
。

]
C
Y
5
0
ロ
ベ
C
M
円・

8
・
2
・
2
司

E
苫
・
印
ωiω
品
.

ハ
5
〉
た
と
え
ば
ア
ラ
パ
マ

(
E
P
F
E
Z
-
一
回
一
デ
〉
2

3
タ

ω
2・-)

は
「
聖
書
か
ら
の
朗
読
を
;
:
:
」
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
(
ロ
何
一
-
F
2
5
・

一回目
ω
-
n
r名
・
一
∞
N
w
v
n
M〉
は
「
少
な
く
と
も
聖
書
か
ら
の
五
節

を
:
:
・
学
校
の
朝
礼
の
際
に
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
ペ
ン

シ
ル
ヴ
エ
イ
ニ
ア
(
司
F
ω
g
Z同
2
3
2
-
吋』門

M
K
ア

ω
φ
F
(印印印)

は
「
聖
書
か
ら
少
な
く
と
も
一

O
節
を
・
:
・
:
・
」
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア

(の
ω
H
U
D
t
c
B
一
n
c
L
m
一
白
日
目
)
は
新
、
旧
約
聖
書
を
含
む
聖
書
か

ら
一
章
以
上
、
ア
イ
ダ
ホ
ワ

(
E
F
F
ω
若
丸
一
∞
m
w
n
E℃目い印〉

は
標
準
米
国
定
訳
聖
書
か
ら
教
育
委
員
会
の
準
備
し
た
こ

O
l三
O

節
を
、
そ
の
他
、
新
旧
約
聖
書
の
朗
読
に
加
え
て
詩
篇
、
飯
島
円
、
山

上
の
垂
訓
、
主
の
祈
り
に
強
調
を
置
く
場
合
(
メ
イ
ン
、

-
S
C
な

ど
が
あ
る
。
同
宣
仏
J

古

'ω
印・

資

禁
止
を
否
定
す
る
州

北法23(1・156)156

こ
れ
に
対
し
公
立
校
で
の
朗
読
を
禁
止
じ
て
は
な
ら
な
い
と
特
に
定
め
る

(
1〉

(
州
)
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
朗
読
は
教
育
委
員
会
、
ま
た
は
教
師
の
任
意

に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
朗
読
を
認
め
な
い
州
、
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
巴
立
の
」
や
「
∞
F
F

わ 3
けさて
で2.
は」

なの
LiE語

r高
ソ L、
まて
で霊安
事法
7s:， 、
い古

宍元
t土

嬰法
"" 主豆

閉そ
説明
のさ号

川

間 L
趨て
は崎

、と
込-r
判よ
;j;占る

よ
び
州
憲
法
の
定
め
る
信
教
条
項
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
か
ど
う

か
、
に
あ
り
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
一
八
五
四
年
、
メ
イ
ン
州
の
、
ド
ナ
ヒ

ハ
Z
)

ユ
|
対
リ
チ
ャ
l
ズ
事
件
。
。
ロ
ω
Y
S
〈‘

E
n
E
三
v

(

一
∞
宗
)
が
提
起
さ

れ
て
以
来
、
後
に
み
る
よ
う
に
各
地
で
多
数
の
訴
え
が
起
さ
れ
今
日
に
至
つ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
州
に
お
け
る
聖
書
朗
読
(
主
の
祈
り
等
を
含
む
)
の
問

題
は
お
よ
そ
三
つ
の
範
瞬
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω
聖
書
朗
読
を
立
法
、
ま
た
は
教
育
委
員
会
等
の
決
定
に
基
づ
く
行
政

命
令
に
よ
っ
て
定
め
て
い
る
場
合
、

ω
聖
書
朗
読
を
許
容
す
る
立
法
、
ま

た
は
教
育
委
員
会
等
の
裁
量
に
委
ね
、
あ
る
い
は
事
実
上
朗
読
が
行
な
わ
れ

憲
法
、
ま
た
は
立
法
に
よ
り
禁

て
い
た
の
を
裁
判
所
が
認
め
た
場
合
、
川
w

止
さ
れ
、
ま
た
は
裁
判
所
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
場
合
、

で
あ

る。



(
1
)

た
と
え
ば
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ァ
ィ
ォ
ヮ
、
キ
ャ
ン
ザ
ス
、
ミ
シ
シ

ツ
ピ
、
ノ
l
ス
・
ダ
コ
夕
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
の
各

州
で
は
、
制
定
法
中
に
規
定
さ
れ
た
禁
止
を
一
不
す
法
令
中
の
用
語

も
、
公
立
校
で
の
新
、
旧
約
聖
書
の
朗
読
を
否
定
す
る
よ
う
に
解
釈

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
ァ
ィ
ォ
ヮ
、
ノ
ー

λ

・
ダ
コ
タ
の
同
州
は
朗
読
中
の
児
童
の
出
席
免
除
規
定
を
持
つ
。

τ
r
z
s
=
除

J
1
2
?
c
ヲ

n
E
-
E℃岡山℃・ω印・

(
2
)
H
Z
L
ニ
司
自
・

(
3〉

ω∞
宮
内
eω
吋
∞
〈
-
∞
ま
)
・

何)(完〕

聖
書
朗
読
が
定
め
ら
れ
た
場
合

公
立
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
等
を
州
法
に
よ
り
、
ま
た
は
教
育
委
員
会
等

の
決
定
に
基
づ
く
規
則
に
よ
り
定
め
て
い
る
場
合
、
州
最
高
裁
の
判
決
の
多

アメリカ合衆国における政教分離の原則

く
は
こ
れ
を
合
憲
と
し
て
き
た
。
メ
イ
ン
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、
ヶ
ン
タ

ツ
キ
、
ジ
ョ
ー
ジ
ァ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
、
ニ
ュ

l

・
ジ
ャ
l
ジ
、
テ
ネ
シ

ー
の
諸
州
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
は
、

。
「
聖
書
を
教
科
書
と
し
て
使
用
し
た
の
で
あ
り
教
科
書
の
選
択
権
は
教

育
委
員
会
に
あ
り
、
そ
の
行
使
の
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い」
(
1、
ド
ナ
ホ
l
対
リ
チ
ャ

1
ズ
事
件
ロ

D
5
7
2
〈
同

E
g
L
P
y
r
-

-∞印ム)、

。
「
朗
読
、
お
よ
び
主
の
祈
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る
問
、
他
の
信
仰
を
有

す
る
児
童
に
は
単
に
平
静
と
礼
穣
を
求
め
て
い
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ

-

J

(

2

)

 

て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
」

(
2
、
ス
ピ
ラ
対
ワ
パ
ン
市
民
事
件

「
1
~

∞
吉
一
一
耳
〈
・

F
E
r
-
gロ
g
c
m
4
3
r
z
p
y向

2
・
石
田
町
〉
、

。
「
特
定
の
宗
派
の
教
材
が
用
い
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
朗
読
は
宗
派
的
な
も

の
で
は
な
く
、
注
釈
な
し
に
読
ま
れ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
宗
派
的
な
も
の

〕

〔

3
}

と
は
い
え
な
い
」
(
3、
ハ
ケ
ッ
ト
対
プ
ル
ッ
ク
ス
ヴ
ィ
ル
学
校
区
事
件

f
1
l
 

出凶
Rnr『。
=
〈
.
岡
山
門
ccrω
三一一
m
O
E
E
ω
n
r
q
c一
g
m
g
p
Mハ
ア
一
∞
口
印
、
後

〕

〕

述
の
ほ
川
、
た
だ
し
内
は
立
法
で
要
求
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
て

〔

〔

。
「
教
会
と
国
家
は
完
全
に
分
離
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
(
4
、
ウ
ィ

{

4

)

「に

ル
カ
l
ソ
ン
対
ロ
ー
マ
・
市
事
件
当
寄
司
8
2
〈
・
口
々
。
{
m
c
g。・

0
F

3
N
一
た
だ
し
反
対
意
見
は
憲
法
違
反
と
す
る
)
、

、lt
J

o

「
憲
法
自
身
が
こ
れ
を
認
め
て
い
る
」
(
6、
ド
レ
ム
ス
対
教
育
委
員
会

門
戸

b
d

「
L

事
件
。
0
5
5
5
戸

出

B
与

え

何

L
Z
E
E
-
p
z
.
]
.
3印
ο〉、

〕

〕

〕

〕

な
ど
あ
げ
ら
れ
、
聖
書
朗
読
を
定
め
る
立
法

(
1
、
2
、
6
は
規
則
、

4

F
1
1

、
r
l
t
L

戸

t

h

k

r

e

-

-

、

、，I
J

は
条
例
で
た
だ
し

3
は
明
ら
か
で
な
い
)
を
合
憲
と
し
て
い
る
。
コ
ロ
ン
ビ

r
e
I
L
 

〔

6
)
、
」

ア
地
区

(
5
)
は
判
決
は
な
い
が
行
政
命
令
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
た
。
更

「
L

(
T
)
 

に
最
近
の
も
の
と
し
て
カ
ー
テ
ン
対

a

ブ
ラ
ン
ド
事
件
!
の
2
L
S
〈
'
回
一
E
J
L

(
打
)
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
お
に
ほ
ぼ
同
体
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

F
I
L
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(
1
〉

1
、

u
g
ω
7
2
〈
・
百
円
F
R
L
m
-
ω
∞
ζ
。・

ω
g
w
(
一8
3
・
で
は
、

教
師
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
新
約
聖
書
朗
読
を
拒
否
し
、
こ
の
た
め

退
学
処
分
を
受
け
た
児
童
の
父
兄
が
こ
の
朗
読
の
違
憲
性
を
争
っ
た

も
の
。
裁
判
所
は
、
教
科
書
と
し
て
欽
定
英
訳
聖
書
を
使
用
す
る



ー
サ

叫

3
1

と
す
る
規
則
は
礼
拝
の
自
由
、
良
心
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は

な
く
、
た
と
え
児
蛍
が
民
な
る
宗
教
的
見
解
を
持
っ
て
い
た
と
し
て

も
こ
の
規
則
は
す
べ
て
の
児
玄
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
違
憲
と
は

い
え
な
い
こ
と
、
教
科
書
の
選
択
権
は
委
員
会
に
あ
る
、
と
し
た
。

、J
J

ハ
2
〉

2
、
f
E
2
〈

-
T
Z
E
C
D
Z
C刊
当
。
σロ
E
・

2
ζ
2・
芯
プ

(
-
g
m
)
朝
礼
の
際
、
朗
読
と
+
十
一
の
祈
り
を
行
な
い
、
生
徒
は
黙

躍
す
る
こ
と
を
定
め
た
委
員
会
の
規
則
に
反
し
、
原
告
の
娘
は
一
蹴
を

下
げ
ず
そ
の
た
め
退
学
に
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
、
委
員
会
は
児
童
の

良
心
の
珂
責
を
引
き
起
し
、
宗
教
的
良
心
に
反
す
る
儀
式
に
参
加
す

る
こ
と
を
要
求
す
る
命
令
を
川
す
権
限
は
な
く
、
こ
れ
を
行
な
う
こ

と
は
憲
法

(
n
g伊丹・
G
『
宮
巴
ω
J

同

Vω
ユ
戸
〉
『
片
目
同
)
違
反
で
あ
る
と

す
る
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、
本
件
で
の
委
員
会
の
行
為
は
宗
教
的
儀

式
に
当
ら
ず
、
単
に
平
静
と
礼
儀
を
要
求
し
た
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も

児
童
は
両
親
の
要
求
に
よ
り
こ
れ
を
免
除
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
か

よ
う
な
事
情
の
下
で
は
児
立
の
追
放
は
正
当
化
さ
れ
る
、
と
し
た
。

「
t
l
J

(
3
)
3
、
出
R
r
a同
〈
‘
切
る

urmi-一
ぬ
の
日
仏
丘

ω
n
7
9
0
一
U
E
H
M
h
?

「
f
i

、

一NO
穴可・

81.
匂

ω・
当
・
吋
U
M
C
U
O印
〉
・
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
で
あ
る
原
告
が
公
立
校
の
聖
書
朗
読
、
主
の
祈
り
は
公
金
に

よ
る
宗
派
に
対
す
る
援
助
に
な
る
と
し
て
そ
の
停
止
を
求
め
た
も

の
。
裁
判
所
は
、
聖
書
は
特
定
の
教
派
の
教
義
が
教
え
ら
れ
な
い
か

ぎ
り
憲
法

(
n
g込・
C
『阿山
}
w
J

回出

=G問問
仲
間

7
F
∞
丹
?
?
石
田
・
〉

に
い
う
宗
派
的
な
も
の
と
い
え
な
い
こ
と
、
ま
た
児
童
の
山
席
は
強

制
さ
れ
ず
学
校
は
礼
拝
の
場
所
で
な
く
、
教
師
は
聖
職
者
で
な
く
、

資

ま
た
申
立
の
な
さ
れ
た
祈
躍
は
憲
法
、
州
法
(
円
山
可
伊
丹
丸
三

F

一
田
口
、
伊
丹
?
色
町
∞
〉
に
い
う
宗
派
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し

た。
、l
J

(
4〉

4
、
岩
戸
-
E
E
C
D
〈

C
3
0
m
m
S
F
5
M
O
p
g
ω
、
MO
〉

f
i
-
-

、

H
t
H
N

・
5
8
(
一回
M
C
市
条
例
は
、
欽
定
訳
の
新
・
旧
約
聖
書
の
一

部
を
註
釈
な
し
で
朗
読
し
、
主
の
祈
り
を
な
す
旨
を
定
め
、
こ
れ
を

実
施
し
た
。
原
告
は
右
条
例
の
執
行
は
児
童
に
聖
書
の
指
導
を
な
す

こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
信
念

に
反
す
る
と
し
て
右
条
例
の
停
止
を
求
め
た
も
の
。
裁
判
所
は
、
同

州
は
他
の
椀
民
地
州
と
同
様
に
教
会
と
国
家
は
完
全
に
分
離
さ
れ
て

は
い
な
い
こ
と
、
ま
た
憲
法
の
創
設
者
も
両
者
を
完
全
に
分
離
す
べ

き
と
は
意
図
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
朗
読
の
謹
聴
と
短

い
祈
需
は
良
心
の
侵
害
に
は
ほ
ど
速
い
と
し
た
。
し
か
し
出
5
2

裁
判
」
官
は
、
問
題
の
条
例
を
憲
法
違
反
と
し
、
市
の
理
事
会
が
こ
の

憲
法

((usa--h
の
了
〉
ユ

7
3
3
m
E甘
rm
一
日
・
玄
〉
に
よ
っ

て
保
障
さ
れ
た
良
心
の
権
利
を
侵
害
し
、
干
渉
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
の
で
あ
り
、
当
該
市
条
例
は
学
校
に
礼
拝
の
場
所
を
設
け
信
仰

の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
更
に
同
裁
判
官
は
、
宗
教

の
自
由
に
は
ま
っ
た
く
礼
拝
し
な
い
自
由
を
含
み
、
右
条
例
執
行
の

際
に
要
望
に
よ
り
免
除
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
条
例
を
合
憲
と

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
聖
書
朗
読

は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
好
意
を
一
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
活
動
を
援

助
す
る
こ
と
と
な
る
と
し
た
。
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(8)(完〉

1
1
J
 

(
5
)
5
、
0
2
2出
E
〈
・
同
凶
S
与
え
何
色
戸
民
主
5
P
印
Z
・
』
-
K
A
ω
印
頃
吋
印

〆
1
4
L

P
N
仏
∞
∞
∞
(
一

8
8
・
一
九
一
一
一
一
年
州
法
は
「
旧
約
聖
書
か
ら
少
な

く
と
も
五
節
が
註
釈
な
し
で
読
ま
れ
、
ま
た
は
読
ま
れ
る
よ
う
に
な

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
宗
教
的
奉
仕
、
ま
た
は
行
為
が
公

金
を
受
領
し
て
い
る
学
校
で
行
な
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
聖

書
朗
読
、
主
の
祈
り
は
別
と
す
る
。
」
と
定
め
、
教
育
委
員
会
は
こ

れ
に
基
づ
き
、
朗
読
と
主
の
祈
り
を
公
立
校
で
行
な
わ
せ
た
。
こ
れ

を
違
憲
と
す
る
訴
え
に
対
し
裁
判
所
は
、
ん
子
会
員
一
致
で
修
正
一
条
に

よ
っ
て
至
高
の
存
在
が
否
定
さ
れ
、
ま
た
は
政
府
に
よ
る
神
の
承
認

が
抑
圧
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
修
正
一
条
は
憲
法
自
身
が
神
の
存

在
と
権
威
、
お
よ
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
先
例
を
尊
重
す
る
よ
う
定
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
な
お
同
事
件
は
連
邦
最
高
裁
へ
ト
ぃ
告

さ
れ
た
が
ジ
ヤ
ヅ
ク
ソ
ン
裁
判
官
ら
六
人
は
原
告
適
格
欠
如
を
理
由

に
こ
れ
を
却
下
し
た

G
た

C
・
ω
・
品
目
少
〈
-
S
N
)
)
。
ダ
グ
ラ
ス
、

リ
l
ド
、
パ
ー
ト
ン
の
三
人
は
納
税
者
ま
た
は
両
親
は
こ
の
よ
う
な

公
立
校
の
行
為
に
対
し
、
訴
訟
提
起
の
利
益
が
あ
る
と
反
対
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
三
部
参
照
。

州
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
z
c
F
ω
Z吉伸
m
m
z
三
口
口
町
岡
山
命
l

え
百
m
D
問
。
}
L
H
，
2
Z
E
E
斤
ゲ
可
吋
g
n
r
q
E
H
u
t
-
L
R
∞
n
r
q
c
r

z
a
〉
ロ
何
m
g
Z♂
7
ヨ
ぬ
門
戸
件
。
『
阿
川
巳
凶
四
一
ロ
ロ
〔
U
O
Z
E
g
d
?
伊
豆
吋
与

え
開
L
c
g
z
c
E
(
Z
]
目
)
吋
印
〉
・
M
L
∞
∞
O
〕

h
印
〉
長
-
F
・
剛
山
虫
、
.

アメリカ合衆国における政教分離の原則

会
一
h
ω
F
可
一
2
F
-
F
〈
-
A
印
白
山
石
の
2
・
t
F
F
「
河
内
〈

ω
h
A
印
山
-
ω
(
U
m
f
∞
-
〕
E
弓
・
ω
白
〔
}
い
m
A
E
P
2
・
F
-
閉
山
ヨ
・
町
田
町
一
ω
品

ζ
2
3
「
阿
川
2
田
谷
吋
日
日
間
口
仲
間
q
m
「
-
H
N
2
・
日
ω
山
M
ω
3
R
Z百

戸
-
m
也
、
ω
コ
…
N
印
吋
2
=
℃
・
円
、
・
P
E
R
-
∞
回
(
一
回
一
山
一
)

可
』
J

(
6
)
6
、
同
)
正
ユ
具
申
町
内
C
7
5
】
ゲ
芯
で
は
同
地
区
教
育
委
員
会
が
行
政

r
l
l
h
、

命
ム
V

〈切vctFS当
ω
μ
=
ι
戸
山
J
d
m
c
h
H
r
巾
口
広
叶
『
片
円
。
『
(
け
q
一
2
5
r
z

回

E
E
D
同
開
L
E
E
t
-
P
一
回
日
?
円
7
3
?
?
∞
月
・

4
)

に
基
づ
き

「
教
師
は
、
朝
礼
の
一
部
と
し
て
、
ノ
ー
ト
ま
た
は
註
釈
な
し
に
聖

書
の
一
部
を
朗
読
し
、
主
の
祈
り
を
復
明
し
、
児
友
の
適
切
な
歌
附
引

を
指
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
朗
読
等
を
要
求
し
た
。

出
席
免
除
規
定
は
な
い
。

(
7
〉
P
円
分
ロ
〈
・
宣
言
チ
一
S
U
B
-
∞

8
・
M
g
戸
当
日
仏
コ
∞

(
-
g
m
〉
は
公
主
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
を
合
憲
と
す
る
ο

こ
れ
に

つ
い
て
は
Z
♀
♂
回
宮
内
H
N
E
岳
=
問
自
の
一
位
5
3
0
2
ω
〉
官
官
円
。
〈
昆
w

一
由
。
p
∞
.
』
む
己
・
M
M
吋
(
一
u
m
m
)
出
〉
ヨ

-c.
戸
閉
山
σ
5
2
h
N
b

吋
S
F
「
H
N
2
∞
∞
ω
山
田
g
F
n
y
-
F
初
雪
吋
一
印
(
一
回
日
吋
)
・

四

聖
書
朗
読
を
許
容
、
ま
た
は
行
定
し
た
場
合

次
に
州
憲
法
が
公
認
の
宗
教
を
定
め
る
こ
と
に
つ
き
然
止
規
定
を
有
し
、

州
法
も
こ
れ
に
従
っ
た
規
定
を
置
き
な
が
ら
、
聖
書
朗
読
は
そ
の
中
に
含
ま

::!t法23(1・159)159

れ
な
い
と
し
て
特
に
許
容
す
る
場
合
、
ま
た
は
教
育
委
員
会
の
裁
量
に
委
ね

ハ
1
〉

可

」

た
場
ム
げ
が
あ
る
。
前
者
に
は
ピ
ラ

l
ド
対
ト
ベ
カ
教
育
委
員
会
事
件

(
8
、

f
ー、

E
r
Z
〈
-
∞
g丘
中
門
閃

E
2
z
g
弘
、
同
，
D胃
r
p
F
=
・
一
回
ロ
ム
)
、
後
者

〔

2
〉

1
J

に
は
フ
ァ
イ
ブ
7
対
デ
ト
ロ
イ
ト
教
育
委
員
会
事
件
(
位
、
虫
虫
色
2
〈
・

p
i
-
-
L
、



料

同WCR乱
。
『
何
L
Z
Z
丹芯ロ
O
『
口
広

B戸

Y
冨
pnyELS∞
)
、
カ
プ
ラ
ン
対
グ
ァ

i

〈

8
)

、J

ジ
ニ
ア
独
立
学
校
医
事
件
(
問
、
剛
山
名

-E
〈・

H
E
3
2
Lゆえ
F
7
0
0一回以
ω
i

r
f
i
L
、

円

4
V
1
J

E
2
0間
百
円
程
ロ
宙
宮
古
口
w

一回
N
3
、
ネ
ス
ル
対
ハ
ム
事
件
(

M

円、

Z
2
ω
一。

r1iι

、

〈
・
出
口
百
‘

cys--∞
回
印
〉
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
で
州
最
高
裁
(
た
だ

「
t
l
J

し
川
は
オ
ハ
イ
オ
州
地
方
裁
判
所
判
決
)
は
い
ず
れ
も
朗
読
等
を
合
憲
と
認

め
て
い
る
。
ま
た
、
州
立
法
は
朗
読
を
特
区
定
め
、
ま
た
は
許
容
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
事
実
上
行
な
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
州
最
高
裁
が
こ
れ

h
s
v

、ld

を
認
め
た
も
の
に
チ
ャ
ー
チ
対
バ
ロ
ッ
ク
事
件
(
問
、
(
U
E
R
F
〈
四
戸
一
一
2
F

〈

e
v
f
L
1
J

、H，a
w
-
8
8
、
グ
オ
ル
マ
対
ス
タ
ン
レ
ィ
事
件
(
円
、

3
8
Z
2
2
N・

戸
!
h』
、

〈
O
一
一
ヨ
日
〈
-

m
宮口一
3
y
w
h
o
-
0
4
-
U
N
3
、
ル
イ
ス
対
ニ
ュ

1

・
ョ
i
ク
市
教

ハ
7
〉

7
J

育
委
員
会
事
件
(
日
、
円
、
。

5
M
〈
・
切

B
与
え
同

WEst-ロ
Q
h
岬

z
c
qえ

戸r
h
{
、

、
』

1

Z.
〈〆.Jw
一芯∞
ω印
己
〉
、
が
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
内
の
場
合
、
州
司
法
長
官
は
朗
読
を

r
l
L
 

違
憲
と
す
る
立
場
を
表
明
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
キ
ャ
ン
ザ
ス
、

資

ミ
シ
カ
ン
、
?
不
ソ
ワ
夕
、
オ
ハ
イ
オ
(
た
だ
し
オ
ハ
イ
オ
の
場
合
後
述
の

何
で
州
最
高
裁
は
違
憲
の
立
場
を
先
に
表
明
し
て
い
る
)
、
テ
ク
サ
ス
、
コ

ロ
ラ
ド
ゥ
、
ニ
ュ

1
・ヨ

l
ク
の
各
州
で
示
さ
れ
た
合
憲
判
決
の
理
由
は
、

。
「
聖
書
は
道
徳
の
最
も
高
資
な
理
想
を
有
し
、
こ
れ
に
倣
う
こ
と
は
市

〕

〕

〕

〕

民
の
最
高
の
理
想
で
あ
り
」
〈

B
、
日
、
お
よ
び
問
、
た
だ
し
問
に
は
反
対

〔

〔

〔

〔

意
見
が
あ
る
)
、

。
「
聖
書
を
読
む
こ
と
は
道
徳
、
愛
国
心
、
国
民
の
宗
教
的
情
換
を
発
展

さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
宗
派
閥
の
論
争
を
導
く
も
の
で
は
な
く
、
朗
読
は
個

個
の
教
師
の
、
ま
た
は
教
育
委
員
会
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
肉
親

の
意
見
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
違
憲
と
は
い
え
な
い
」
ハ

9
、
円
、
位
、
同
)
、

r
1
1
、
ftι

、
「
4
L
r
l
i
、

。
「
学
校
を
憲
法
の
意
味
す
る
宗
教
団
体
、
ま
た
は
礼
拝
の
場
と
す
る
も

の
で
は
な
い
」

(
9
)
、

。
「
聖
書
か
ら
の
直
接
の
朗
読
を
し
た
の
で
は
な
く
抜
き
脅
を
し
た
も
の

の
朗
読
に
と
ど
ま
る
矢
口
〉
と
さ
れ
て
い
る
。

北法23(1・160)160

(
1
)
8、
切
回
一
一
日
仏
〈
・
∞
D
P
丘
え
開
仏
ロ

scsch吋
己
完
}S-
呂
町
内
き

日
ω
・吋
m
P
R固
た
吋
-
m
m
h
知
-

K

戸
・
一
目
少
一
O

印
〉
ヨ
・

2
・閉山角川間
y

一ム∞

(
2
0
5
・
主
の
祈
り
、
お
よ
び
聖
書
を
用
い
た
朝
礼
出
席
を
拒

否
し
た
た
め
退
校
さ
せ
ら
れ
た
事
件
。
州
法

(HU三百内山

ω
S
E
E

-
町
民
自
咽
一
句
吋
ω
・円
r
-
u
w
ω
R
-
一
コ
日
〉
は
「
宗
派
的
、
ま
た
は

宗
教
的
教
義
が
公
立
校
で
数
え
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
が
、
:
:
・
新
・

旧
約
翠
喜
朗
読
を
禁
止
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と

規
定
し
て
い
る
。
判
決
は
朝
礼
の
際
の
右
行
為
を
も
っ
て
公
金
の
違

法
な
使
用
と
い
え
な
い
こ
と
、
憲
法

(krz-mwω
丹

∞
"
N
O
)
州
法

の
規
定
は
聖
書
朗
読
を
否
定
す
る
も
の
と
解
さ
れ
な
い
こ
と
、
更
に

公
立
校
の
統
一
組
織
の
確
立
に
よ
り
知
的
、
道
徳
的
、
科
学
的
・
:

進
歩
を
促
進
す
る
義
務
が
州
に
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
聖
書
は
道
徳
の

も
っ
と
も
高
貴
な
理
想
を
含
む
も
の
で
あ
り
こ
れ
に
従
う
こ
と
は
市

民
の
最
高
の
理
想
で
あ
る
、
と
し
た
。



(8)(完〉

〈

2
〉
川
は
豆
長
官
〈

-Fω
吋

与

え

E
ロ
E
C
S
C同

U
Z
E
H
w
二
∞

g
E
f
m
g
w

コ
Z
-
g
-
M印口・ム
N
H
A
-
m

〉
呂
田
(
呂
田
∞

γ

聖
書
の
抜
き
書
き
集
で
あ
る
「

m
g会
話
門
5
2
子
作
図

rz」
が
註

釈
な
し
で
使
用
さ
れ
た
の
に
対
し
、
そ
の
中
止
を
求
め
て
提
起
さ
れ

た
事
件
。
多
数
意
見
は
、
朗
読
は
州
の
教
育
委
員
会
の
裁
量
権
の
範

囲
内
に
あ
り
、
し
か
も
本
件
で
は
直
接
聖
書
の
朗
読
が
問
題
と
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
原
告
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
え
な
い
と

し
た
。
こ
れ
に
対
し
反
対
意
見
は
、
多
数
意
見
が
正
し
け
れ
ば
聖
書

の
み
な
ら
、
ず
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
、
そ
の
他
す
べ
て
の
形
態
が
学
校

で
教
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
ど
の
部
分

が
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
の
が
学
校
当
局
で
あ
る

こ
と
と
な
る
と
述
べ
た
。

(
3
)

問
、
民
告
と
周
回
〈

-
H
E。宮
E
g同
ω
n
F
C
C
-
】
)
互
ユ
ロ
件
C
同
〈
民
間
ぃ
E
P

二
一
言
ロ
ロ
・
一
A
M

・

5
・同一品

Z-
完
一
∞
・
印
吋
〉
・
同

f
m・-∞印

公
U
M
3
・
教
育
委
員
A
P

有
か
聖
職
者
協
会
の
希
望
に
従
い
各
教
室
に
聖

書
を
備
え
つ
け
、
校
長
が
旧
約
聖
書
か
ら
の
み
朗
読
個
所
を
選
択

し
、
朝
礼
の
際
に
そ
の
朗
読
が
行
な
わ
れ
た
も
の
。
こ
れ
は
肉
親
の

要
望
に
基
づ
き
そ
の
時
間
中
教
室
を
出
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
州

憲
法
一
条
一
六
節
、
お
よ
び
八
条
三
節
違
反
を
理
由
に
右
行
為
の
差

止
め
請
求
に
対
し
裁
判
所
は
、
聖
議
官
朗
読
は
高
い
道
徳
、
倫
理
的
基

準
を
児
童
に
植
え
つ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
教
育
を
目
的
と
す

る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。

M

円、

Z
自
己
何
〈
・
出
口
当
‘
一
。

r-cz・同
M
-

一
品
。
(
一
∞
∞
印
)
オ
ハ

アメリカ合衆国における政教分離の原貝Ij

(
4
)
 

イ
オ
州
の
場
合
、
後
に
触
れ
る
印
の
事
件
で
州
最
高
裁
は
違
憲
判
決

を
一
八
七
二
年
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
二
三
年
後
の
一

八
九
五
年
、
聖
書
朗
読
を
定
め
る
教
育
委
員
会
の
規
則
に
つ
き
、
同

州
民
事
裁
判
所
(
【

U
E己
え
の
D
S
B
g
虫
Z
m〉
は
聖
書
朗
読
の
問

題
は
学
校
当
局
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
と
し
た
。

(
5
〉

ω、門
U
Z
R
F
〈・出口一一
nr・

-EUH-
一
L
o
u
ω
・
巧
・
二
印
・

一目円、

.m
〉・

(Z-
∞
)
∞
包
〈
一
回
口
∞
〉
・
無
神
論
者
な
る
原
告

nERr-
お
よ
び
二
人
の
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
、
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒

が
、
聖
書
朗
読
、
主
の
祈
り
、
讃
美
歌
斉
唱
を
朝
礼
の
際
に
行
な
う

よ
う
定
め
る
教
育
委
員
会
の
決
議
の
廃
止
を
求
め
た
も
の
。
判
決
は

右
決
議
の
実
施
は
学
校
を
宗
教
団
体
と
す
る
も
の
で
は
な
く
州
憲
、
法

一
条
六
節
に
違
反
す
る
公
金
の
支
出
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
。

(
6
)

円
、
同
V
R

目
立
O
R
h
句
、
ミ
・
〈
C
ロ
ヨ
号
〈
浮
き
一
。
旬
、
∞
一
。
。
-ceNB-

M

印印

pn-
一回
N

吋
)
・
欽
定
英
訳
聖
書
を
註
釈
な
し
に
朗
読
し
、
児
童

は
そ
の
問
教
室
に
滞
る
よ
う
定
め
た
教
育
委
員
会
の
決
定
を
カ
ト
リ

ッ
ク
教
徒
が
争
っ
た
も
の
。
デ
ニ
ソ

γ
裁
判
官

0
・ロ
8
3
Qる
が

意
見
を
述
べ
、
要
望
に
応
じ
て
児
童
は
出
席
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
、

聖
書
朗
読
は
他
人
の
宗
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
も
な
く
、
そ

の
実
施
は
学
校
を
礼
拝
の
場
と
か
え
る
も
の
で
も
な
い
、
と
し
つ
つ
、

更
に
、
聖
書
は
宗
派
的
な
図
書
で
は
な
く
、
多
く
の
図
書
の
集
大
成

さ
れ
た
も
の
と
し
た
。

(
7
)

問、

z
z
m
〈
・
回

g
与
え
宮
口

g
z
g
o
h
s
m
口
々
。
『

2
・

J

円
二
-
可
冨
FR・印
N0
・
N
8
2
・J

円・

ω-
一
宝
今
回
ω
己
、
一
九
二
七
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半?

年
同
州
司
法
長
官
は
公
立
校
で
の
聖
書
朗
読
は
州
憲
法
九
条
四
節
に

違
反
す
る
と
宣
言
し
た
。
一
九
三
六
年
、
納
税
者
ル
イ
ス
は
教
育
委

員
会
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
た
聖
書
朗
読
の
差
止
め
を
求
め
た
。

し
か
し
州
最
高
裁
は
註
釈
な
し
の
聖
書
朗
読
は
州
憲
法
に
違
反
し
な

い
と
し
た
。
な
お
、
ニ
ュ

l
・ヨ

l
ク
で
の
主
の
祈
り
に
つ
い
て
合

憲
判
決
が
あ
る
(
何
品
巴
ヲ
〈
5
-
0
・

-mz・J

へ
・
民
コ
?
コ
四

Z
・
岡
山
・
民
間
吋
由
(
一
山
田
一
な
お
後
述
)
。
こ
れ
は
後
に
連
邦
最
高
裁

で
違
憲
と
さ
れ
た
。

;資

五

聖
書
朗
読
が
禁
止
、
ま
た
は
否
定
さ
れ
た
場
合

以
上
の
よ
う
な
聖
書
朗
読
を
許
容
、
乃
至
合
憲
と
す
る
立
法
、
州
最
高
裁

判
例
の
一
群
に
対
し
、
こ
れ
を
否
定
す
る
立
場
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
こ
れ

に
は
訴
訟
は
提
起
さ
れ
て
い
な
い
が
憲
法
、
ま
た
は
州
訟
の
規
定
か
ら
い
っ

ハ
1
u
〕

て
聖
書
朗
読
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ア
リ
ゾ
ナ
(
日
)
、
キ
ヤ

〔

2
V
〕

吉

)

〕

2
1

リ
フ
ォ

i
一
一
ア
(
げ
〉
、
ネ
グ
了
ダ

(
2
1
-
一ュ

l
・
メ
キ
シ
コ
ハ

n
v
ュ
l

「し

(
5
V
1
J

〔

6
〉「」

タ
(
剖
)
、
ワ
ィ
オ
ミ
ン
グ
ハ
鵠
)
の
各
州
と
、
州
最
高
裁
判
所
に
よ
り
違
憲
と

f

L

(

7

V

L

J

「し

(
8〉
1

J

1

J

さ
れ
た
イ
リ
ノ
イ

(ω)、
ル
イ
ジ
ア
ナ
(
幻
〉
、
オ
ハ
イ
オ
(
恰
〉
、
ネ
プ
ラ
ス

rBEL

〆
llL

〆
tlL

〔M
V
1
」

〔

は

〉

1
J

〈

M
U
V
1」

カ
(
初
)
、
ワ
シ
ン
ト
ン
(
お
)
、
ゥ
ィ
ス
コ
ン
シ

γ
(
お
て
お
よ
び
サ
ウ
ス
・

r

L

r

j

L

f

h

k

 

、ι1
J

ダ
コ
タ
(
幻
)
の
各
州
が
あ
る
。

こ
の
前
者
の
場
合
の
憲
法
規
定
は
、
「
宗
派
の
教
育
」
?
2
g
E
ロ
吉
田
汁
『
口
i

〕

〕

〕

〕

5
8
〉
門
問
、
辺
、
ぉ
、

M
)、
2
一
小
一
点
ま
た
は
教
派
の
教
義
」
「
」
脅
玄
8
2

〔

[

〔

〔

可
t
J

「
i
J

ι刊
B
E
s
t
o
g
-
ι
0
凸
主
ロ
伶
〉
(
げ
、
お
〉
、

2
布
教
上
の
礼
拝
、
儀
式
、
お
よ

f
I
L
r
1
、

び
教
育
」
室
町
四

5
8
5
5
6・
2
5
F
2
z
z
z
a
p
s
a
)
、

2
R派
的
信
条
、
お
よ
び
教
義
」
(
日
R
S
1
3
Z
B
U
Z
ι
c
n
E
ロ
mv
〉
を
学

校
ま
た
は
公
け
の
施
設
に
お
い
て
行
な
い
、
ま
た
は
教
え
て
は
な
ら
な
い
と

す
る
。
ま
た
、
前
者
の
場
合
の
州
法
の
規
定
は
、
「
宗
派
的
図
書
の
使
用
、

宗
教
的
儀
式
」
(
川
〉
、
「
宗
派
的
性
格
を
有
す
る
出
版
物
」
(
肘
〉
、
「
宗
派
的

性
格
の
図
書
、
小
冊
子
、
印
刷
物
」
(
問
、

mμ

〉
、
「
無
神
論
的
、
異
端
的
、
宗

「
L
r
t
L

派
的
、
宗
教
的
、
お
よ
び
教
派
的
苧
え
」
(
制
)
を
使
用
し
、
行
な
い
、
配
布
し
、

戸

1
l
k

ま
た
は
教
え
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
た
だ
右
の
憲
法
規
定
の
存
在
が
た
だ

ち
に
聖
書
朗
読
等
の
禁
止
を
意
味
す
る
か
、
と
い
え
ば
こ
の
点
は
な
お
問
題

が
あ
る
。
先
に
判
、
切
で
触
れ
た
合
憲
判
決
を
下
し
た
州
の
場
合
で
も
右
に

あ
げ
た
憲
法
規
定
と
同
様
、
乃
至
は
ほ
ぼ
同
様
と
い
っ
て
よ
い
規
定
が
あ
る

こ
と
は
こ
の
点
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
州
立
法
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様

の
こ
と
が
妥
当
す
る
。
従
っ
て
右
に
あ
、
げ
た
各
州
の
場
合
、
憲
法
、
州
立
法

の
こ
と
が
あ
る
実
態
と
し
て
聖
書
朗
読
等
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
聖
書
朗
読
等
を
違
憲
と
し
た
判
例
の
理
由
づ
け
は
、

。
「
教
師
に
よ
る
註
釈
つ
き
の
朗
読
は
憲
法
の
意
味
す
る
礼
拝
と
な
る
」

〈

7
v

(
ゆ
、
リ
ン
グ
対
教
育
委
員
会
事
件
M
U
O
O℃

Z
2
2
』
・
目
指
〈
切
S
込

F
l
l
t
、
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む『開門門戸口
ω
E
C口・同一一--一回一〔〕〉、

。
「
朗
読
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
対
す
る
差
別
で
は
な
い
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒

F

。。、

の
良
心
の
権
利
の
侵
害
と
な
る
」
(
引
、
ハ
ロ
ル
ド
対
学
校
区
委
員
会
事
件

国
号
0
5
〈・

3
2
ω
「
∞
S
E
D『
ω円ケ
g一
UFEざ
2
・

τ・-∞-印)、

o

「
キ
リ
ス
ト
教
が
公
平
な
保
護
を
越
え
て
政
府
の
援
助
を
求
め
る
と
き

に
は
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は
両
者

が
完
全
に
分
離
す
べ
き
が
最
も
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
(
問
、
シ
ン
シ

〔

2
)

「
L

ナ
テ
ィ
教
育
委
員
会
対
マ
イ
ナ
事
件
∞
富
三
え

E
5
E
s
a
n
E
i
l

口
E
t
〈

忽
5
2・
CYM--
一∞ロ)、

。
「
教
師
の
指
導
下
に
あ
る
聖
書
朗
読
等
は
実
質
的
に
強
制
さ
れ
た
に
等

し
い
」
(
初
、
フ
り
1
7
ン
対
シ
ェ
ヴ
事
件

ω
g
g
E
ミ
N
-
m，円
2
5
5
〈・

ω円
7
2
P
Z伶
rev-田口
N
)

、

。
「
先
例
に
よ
り
す
で
に
公
金
支
出
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
と
さ
れ
て
い

る
」
(
即
、
ク
リ
セ
ロ
対
シ
ョ
ウ
ウ
オ
ル
タ
事
件

d
2
5
3戸
ω
Z
S
F
F

云
p
m
F
・
3
ω
C〉、

。
「
出
席
免
除
が
許
容
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
実
施
は
憲
法
の

保
障
す
る
平
等
原
則
に
違
反
し
、
他
の
生
徒
と
の
関
係
で
不
利
益
を
与
え

(
M
)
 

る
」
(
泊
、
ヴ
ア
イ
ス
対
学
校
区
委
員
会
事
件
巧

2
:
-
E奇
E
F凶『チ

f
t
、

ぜ
〈
』

ω
・・一∞由。)、

。
「
朗
読
に
反
対
す
る
児
童
の
出
席
が
事
実
上
強
制
さ
れ
た
」
(
釦
、
プ
ィ

ン
ガ
対
ウ
ィ
l
ド
マ
ン
事
的

F
Z
2
ミ
言
問
。
:
当
3
七
2
・
h
・

む
よ
-
沼
田
〉
と
さ
れ
て
い
る
。

、aE
J

(
1
)

問
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
憲
法
は
「
宗
派
の
教
育
は
:
:
:
:
・
い
か
な
る
学

，U制
、

校
内
の
教
育
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
」
(
の
C
E
?

え

〉
E
S
P
Rゲ
二
・

5H・
3
0
ま
た
州
法
(
同
N
2
5
E
h
G仏
伶

O
『

〉円

FEE-
一旧日∞
4

話
代
一

EA)
は
「
学
校
内
で
宗
派
的
、
ま
た
は
教

派
的
図
書
を
使
用
し
、
宗
派
の
教
義
を
指
導
し
、
宗
教
儀
式
を
:
:
:

・
:
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

(
2
〉
げ
、
キ
ャ
リ
ア
ォ
l

ニ
ア
州
憲
法
は
「
:
:
:
公
立
校
で
は
い
か
な

る
宗
派
、
ま
た
は
教
派
の
教
理
、
あ
る
い
は
教
育
が
直
接
、
間
接
教

え
ら
れ
、
ま
た
は
行
な
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
」
公
『
?
?
ω
円
∞
)

と
定
め
、
州
法
(
門
υ
9
分
え
の
と
ミ

ω
R
5
1
N
)
は
「
宗
派
、
分
派
、

教
派
の
性
格
を
有
す
る
出
版
物
が
学
校
内
に
配
置
さ
れ
、
ま
た
は
使

用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
朗
読
が
争
わ
れ
た
の
で
は
な
く

高
校
の
図
書
館
に
聖
書
を
購
入
し
た
点
が
争
わ
れ
た
事
件
で
、
裁
判

所
は
欽
定
英
訳
聖
書
は
宗
派
の
図
書
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な

単
な
る
図
書
の
購
入
は
教
義
を
指
導
す
る
た
め
と
は
い
え
な
い
と
し

た

(
m
g
E
〈・

ω
1
2山
C
E
Q口
広
£

rωnys--
一
回
ω
の
卯
一
-
泣
い

NN

H

》何百・∞ロア

ω
一
〉
-
F
-
M
N
・
二
三
今
回
N
品)。

(
3
〉
辺
、
ネ
ヴ
ア
ダ
州
憲
法
(
同
デ
二
・

ω
常
‘
∞
・

5
)
、
お
よ
び
州

法

(
Z
2邑
ω
の

qEZars-
一∞
N
?
持
♂
印
出
品
〉
は
右
キ
ャ

リ
ア
ォ

I
ニ
ア
の
場
合
げ
、
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

(
4〉
お
、
ニ
ュ

l

・
メ
キ
シ
コ
州
憲
法

(
R
?

一N
e

初
日
・
由
)
、
お
よ

び
州
法

(
Z
2
ζ
E
S
ω
z
z
g
〉
=
S
E
a
-
-
U
N
p
n
r・
-
M
0
・

二
O
M
〉
も
げ
と
同
様
で
あ
る
が
、
州
法
に
は
「
教
師
は
宗
派

北法23(1・163)163
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料

ま
た
は
教
派
の
図
書
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
が
あ

る。
、tl
J

(
5〉
団
、
ユ

l
タ
州
憲
法

(
E
-
p
m
o
n
-
-
e
、
州
法

(
c
z
r

円
陶
芸

F
5
N
f
n
r
a
g
-
m
o
n
-
N
・
〉
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〈

6
)

晴
、
ヮ
ィ
オ
ミ
ン
グ
州
憲
法
公
立

L
・
3
・
一
夕
日
件
、
吋
wmon

一
同
)
は
公
金
支
出
禁
止
規
定
、
お
よ
び
宗
派
教
育
、
宗
派
的
信
条
、

教
義
の
導
入
禁
止
規
定
を
持
つ
。

(
7
)

問、

HMmC司
町
内
H
Z
F
H
N
Z
m
〈・出

B
み
え
開
E
s
t
o
p
Mム印

同一一・

ω
ω
h
f
u
M
Z
・開・

N
2
・
M
U
H
t
H
N・〉・

(
Z
-
ω
)
ム品川・

-U

〉
5
・
nω
出・

M
M
D
(
-
2
0
)
教
師
に
よ
る
註
釈
つ
き
の
朗
読
は
憲
法

の
意
味
す
る
礼
拝
と
な
る
と
し
て
、
更
に
児
童
の
強
制
的
参
加
に
つ

き
ロ
ロ
ロ
ロ
裁
判
官
は
「
ケ
ン
タ
ッ
キ
、
キ
ャ

γ
ザ
ス
の
判
決

(
3、

川
)
は
児
童
が
出
席
を
強
制
さ
れ
な
か
っ
た
点
を
考
慮
に
入
れ
て
い

る
が
、
:
:
・
・
生
徒
の
宗
教
的
信
念
を
理
由
と
し
て
他
の
生
徒
が
参

加
す
る
儀
式
か
ら
そ
の
生
徒
を
除
外
す
る
こ
と
は
彼
の
仲
間
か
ら
彼

を
引
き
離
し
、
独
り
で
教
室
の
中
に
残
し
、
他
の
生
徒
と
の
平
等
を

確
認
し
、
宗
教
的
な
恥
尽
を
受
け
さ
せ
、
学
校
で
の
不
利
益
を
受
け

さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
・
:
:
:
・
も
し
宗
教
教
育
、
ま
た
は
儀
式
が
生

徒
、
ま
た
は
両
親
の
宗
教
的
信
念
に
相
反
す
る
故
に
そ
の
生
徒
を
こ

の
よ
う
な
宗
教
教
育
、
ま
た
は
儀
式
か
ら
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
憲
法
の
禁
ず
る
宗
教
教

育
、
ま
た
は
儀
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
少
数
者
の
権
利
を

保
護
し
た
。

.:;!.: :':資

、1
』
a

，

(
8〉
幻
、
出
向
D
E
〈・

3
崎
町
プ
∞
C
間三

C
『

ω
口
F
S一
宮
司
R
Z耳
、
お
∞

C-
一o
ω
A
w
m
∞
ω
o
一一
m
(
一
三
日
)
・
製
香
朗
読
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対

す
る
差
別
と
は
な
ら
な
い
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
良
心
の
権
利
を
侵
害
す

る
も
の
、
と
し
て
註
釈
な
し
の
朗
読
を
定
め
た
教
育
委
員
会
決
議
を

無
効
と
し
た
。

(
9
)

問
、
∞
S
み

え
H
U
仏

c
g丹

5
口
え
の
百
三
3
5
t
〈-
Y向

5
2
・
Nω

O
E
O
-
勾

M

一
一
(
一
∞
芯
〉
・
一
八
七
二
年
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
市
教
育
委

員
会
は
p

公
立
校
で
の
聖
書
朗
読
と
宗
教
教
育
の
禁
止
、
朝
礼
を
聖

書
朗
読
で
始
め
る
と
す
る
規
則
の
無
効
を
決
議
し
た
。
朗
読
者
が
こ

れ
を
争
っ
て
右
決
議
執
行
の
停
止
を
求
め
た

Q

州
最
高
裁
は
全
員
一

致
で
、
朗
読
者
は
学
校
の
管
理
と
支
配
に
干
渉
す
る
権
利
を
有
せ

ず
、
教
育
委
員
会
が
決
議
を
な
し
、
そ
の
執
行
を
求
め
る
権
限
を
有

す
る
と
し
た
。
君
主
n
y
裁
判
官
が
意
見
を
述
べ
「
キ
リ
ス
ト
教
が
単

な
る
公
平
な
保
護
を
越
え
政
府
の
援
助
を
求
め
る
と
き
に
は
そ
れ
は

キ
リ
λ

ト
教
自
身
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

-
e
i
-
-
-
歴
史
は
我
々

に
両
者
は
一
一
層
広
範
に
、
完
全
に
分
離
さ
れ
る
べ
き
が
最
も
望
ま
し

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
し
た
。
な
お
川
門
参
照
。

(
山
)
初
、

ω昨
m
Z
2
2
h・
明
日
。
ョ

E
〈・

ω
n
r
2
0・
g
z
§
・∞印
ω
b
-

Z
・
当
・
∞
E
C
U
O
M〉
・
教
育
委
員
会
の
許
可
を
得
て
、
朗
読
、
讃
美

歌
、
主
の
祈
り
か
ら
な
る
朝
礼
は
教
師
の
指
導
下
に
行
な
わ
れ
た
の

で
あ
っ
て
事
実
上
の
強
制
が
あ
る
、
と
さ
れ
た
。

(
U
m、
ω
5
2
N
Z
N
E
2
5
3
〈・

2

2
え
な
こ
印
由
者
E
F
印一回、

f
i
L
 

MUω

回以円・

5
0
0
(
一8
0
)
同

mh口
は
、
週
二
回
の
宗
教
教
育
と
毎
日

~tÌÍミ23(1 ・ 164)164



アメリカ合衆国における政教分離の原則 (8)(完〉

の
聖
書
朗
読
を
定
め
る
よ
う
州
教
育
委
員
会
に
一
請
願
し
た
。
教
育
委

員
会
が
〉
」
れ
を
拒
否
し
た
た
め
同
趣
旨
の
内
容
を
命
ず
る
判
決
を
求

め
た
も
の

J

州
最
高
裁
は
、
聖
書
朗
読
に
つ
い
て
は
す
で
に

u
gユ巾

〈

p
a
g
-
-
O向
者
g
r・
印
呂
つ

u-e・
に
よ
り
、
州
憲
法
の
公

金
支
出
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
と
し

て
棄
却
し
た
。

(

刊

は

)

お

、

r
s
g
E
之
町
三
2
5
〈
巴
奇

E
F
Rチ
ヨ
項
目
・
ミ
ア

ム
品
戸
当
-
u
m吋

(-go〉
・
欽
定
英
訳
聖
書
が
教
科
書
リ
ス
ト
に
載

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
朗
読
さ
れ
た
も
の
。
州
立
法
ハ
毛
田
-

C
5・一∞∞
ω唱の
7
・
M
印プ

ω
R
-
ω
〉
は
「
宗
派
的
思
想
を
被
え
つ
け

る
傾
向
を
有
す
る
教
科
書
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て

お
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
右
使
用
差
止
請
求
に
つ
き
州
最
高
裁
は
、
聖
書

朗
読
は
宗
教
教
育
に
な
る
こ
と
、
た
と
え
生
徒
、
か
出
席
を
免
除
さ
れ

て
も
こ
の
よ
う
な
実
施
は
憲
法
の
保
障
す
る
平
等
原
則
に
違
反
し
、

他
の
生
徒
と
の
関
係
で
不
利
益
を
与
え
る
結
果
に
な
る
と
し
た
。

(門川〉

U
、
白
色
。

E
ミ
同
・
ヨ
ロ
四
伶
門
〈
巧
2
仏
口
百
口
、
印
印

ω・ロ・
ωム
デ

M
M
m
z
-
毛・

ω
ム∞〈
E
N
S
-
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
児
童
が
欽
定
英
訳

聖
書
朗
読
を
拒
否
し
て
退
校
処
分
を
受
け
た
。
同
州
で
は
註
釈
な
し

の
聖
書
朗
読
を
許
容
す
る
立
法
が
あ
る
が
こ
れ
に
は
免
除
規
定
が
な

い
。
処
分
を
受
け
た
児
童
の
復
校
に
は
書
面
に
よ
る
謝
罪
が
要
求
さ

れ
た
。
州
最
高
裁
は
、
州
の
平
和
と
安
全
は
青
年
の
道
徳
、
健
全
な

宗
教
的
信
念
に
よ
っ
て
増
進
さ
れ
る
こ
と
、
公
立
校
の
聖
書
の
朗
読

は
こ
れ
ら
の
育
成
に
本
質
的
な
も
の
と
す
る
立
場
を
示
し
つ
つ
も
、

欽
定
英
訳
聖
書
の
朗
読
に
反
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
児
童
の
出
席
が

強
制
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
し
た
。
こ
の
結
果
復
校
の
条

件
と
し
て
の
書
面
に
よ
る
謝
罪
の
必
要
性
を
否
定
し
た
。

第
三
節

連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
祈
祷
の
問
題

エ
ン
ゲ
ル
対
ヴ
ア
ィ
テ
イ
ル
事
件

以
上
に
み
た
よ
う
に
州
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
朝
礼
の
際
の
聖
書
朗
読
、

祈
曜
、
な
ら
び
に
讃
美
歌
の
斉
唱
に
対
す
る
州
最
高
裁
の
誇
判
決
は
合
憲
、

違
憲
の
二
つ
に
区
別
さ
れ
る
。
か
く
て
連
邦
最
高
裁
の
統
一
的
見
解
が
待
た

れ
る
状
況
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
一
九
六
二
年
の
エ
ン
ゲ
ル

対
ヴ
ア
イ
テ
イ
ル
事
件
は
祈
酵
の
問
題
を
、
翌
一
九
六
五
年
の
ア

i
、
ヒ
ン
ト

円

2
)

ン
学
校
一
民
対
ン
ェ
ン
プ
、
お
よ
び
マ
l
リ
対
カ
l
レ
ッ
ト
事
件
は
祈
爵
の
ほ

か
聖
書
朗
読
の
問
題
を
、
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
判
、
決
の
結
田
?
を
確
認
し
た

と
い
え
る
一
九
六
四
年
の
ご
ン
パ
リ
ン
対
日
ア
ィ
ド
-
カ
ウ
ン
テ
ィ
舎
は

右
の
二
つ
の
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
連
邦
最
高
裁
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
え
る
。

」
れ
ら
の
事
件
を
通
じ
連
邦
最
高
裁
は
、
伝
来
の
慣
行
を
維
持
す
べ
き
と
す

る
要
請
と
、
こ
の
慣
行
を
放
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
少
数
者

北法23(1・165)165

の
権
利
侵
害
の
保
護
の
要
請
の
聞
に
立
っ
て
そ
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
こ
と
と

な
る
。
宗
教
の
自
由
を
求
め
た
移
住
者
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
国
家
に
お
い

て
、
国
民
が
宗
教
的
性
格
を
有
す
る
と
い
う
の
は
ダ
グ
ラ
ス
の
い
う
と
こ
ろ



料

の
自
然
で
あ
り
、
他
方
宗
教
の
自
由
を
求
め
る
が
故
に
異
端
り
自
由
を
保
障

せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
論
理
の
必
然
で
あ
り
、
か
く
て
連
邦
最
高
最
は
宗

資

教
的
国
家
に
お
け
る
真
の
宗
教
の
自
由
の
意
味
を
関
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

と
も
い
え
よ
う
。

(
1
V

次
項
註
(
1
)
参
照
。

(
2
〉
〉
r
E
m
Z
ロ
ω
n
r
D
D
-
u
z
z
a
〈
目
ω
n
y
m
ヨ
富
山
宮
口

B
吋
〈
a

。2・
}
Z
F
ω
吋
A
C
.
ω
・
N
E
U
噌
∞
ω
∞
-
n
?
可
申
〔
]
畑
一
口
?
・
同
区
.
N
仏
国
四
日

ハ
一
回
目

ω〉・

(
3
)
2
3
Zユ
ヲ
〈
ロ
邑
ウ
の

2
5
q
w
F
O丘
o
m
M
V
E
Z
W
円

S
E
n
t
-
P

ω
コ-
C
P
ω
・
品
{
〕
M
-
∞
ム
ω
-
b
?
一
日
吋
一
山
噛
一
一
N
H
L
-
向ハ

FM向山ムロ吋(一由自主〉・

さ
て
一
九
六
二
年
の
ユ
ン
ゲ
ル
対
ヴ

7

イ
テ
イ
ル
事
件
宙
ロ
主
〈
・

5
E
F
句
D
C
・
ω
・
A
M
一
〈
呂
田
川
)
)
の
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
九
五
一
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
評
議
会
(
Z
2、
J
円

C
長

ω
E
Z
百
円
E
己
主

同
N
m
m
g
g
)
の
提
案
に
基
づ
き
、
ニ
ュ
i
・
ハ
イ
ド
パ
ー
ク
学
校
区
教
育
委

員
会
は
、
右
評
議
会
の
指
導
下
に
作
成
さ
れ
た
非
宗
派
的
な
祈
輯
(
い
わ
ゆ

る
河
品
3
Z
句

5
3
H
〉
を
朝
礼
の
際
に
用
い
る
よ
う
当
該
学
校
区
管
内
の
校

長
に
命
じ
た
。
評
議
会
に
よ
れ
ば
各
教
育
委
員
会
が
右
の
提
案
を
採
用
す
る

か
ど
う
か
は
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
祈
薦
文
は
、

「
全
知
全
能
の
神
よ
、
我
ら
は
汝
に
依
り
て
生
き
る
こ

ιを
感
謝
し
、

我
ら
に
、
我
ら
の
帝
人
と
母
に
、
我
ら
の
教
師
に
、
そ
し
て
我
ら
の
国
土
に

nz〕

汝
の
祝
福
を
恵
み
給
わ
ん
こ
と
を
」
(
〉

E
』
崎
町
々
の
O

仏
、
君
。
宮
町
出
司
王
乱
向
。

号
己
可
含
官
邑

g
2
c
E
S
吋，

F
Z『

g
L
当

ora
吋

F
q
z
a巳
口
問
m
C方
自
ロ

ロ
ダ

E
H
宮
克
己

F
E
ニ
g円
Z
a
g品
0
2
5
ι
三
Hア
)

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
州
評
議
会
の
提
案
が
発
表
さ
れ
る
と
、
こ
の
是
非
を
め
ぐ
っ

守

ε

て
多
〈
の
論
争
を
招
く
こ
と
と
な
る
。
も
と
よ
り
そ
の
実
施
に
わ
た
っ
て

は
、
不
参
加
の
自
由
を
認
め
る
な
ど
少
数
者
の
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
配
慮

が
試
み
ら
れ
た
が
、
ニ
ユ
[
・
ハ
イ
ド
パ
ー
ク
教
育
委
員
会
が
一
九
五
八
年

七
月
に
こ
の
制
度
を
採
用
し
た
後
、
翌
五
九
年
一
月
に
は
同
学
校
区
児
童
の

両
親
に
よ
り
、
こ
の
制
度
が
彼
ら
自
身
お
よ
び
児
童
の
信
仰
、
宗
教
お
よ
び

宗
教
的
行
為
を
侵
害
す
る
も
の
で
惨
正
一
条
に
違
反
す
る
、
と
し
て
そ
の
差

止
め
請
求
が
提
起
さ
れ
た
。

第
一
審
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
高
等
裁
判
所
窃
己
H
Z
ヨ
巾
の
O
C
円
。
は
初
騰
の
宗

教
的
性
質
を
是
認
し
つ
つ
も
、
児
童
は
祈
鰭
の
朗
唱
を
強
制
さ
れ
ず
、
沈
黙

の
ま
ま
と
ど
ま
る
か
、
ま
た
は
出
田
町

L

免
除
が
認
め
ら
れ
る
条
項
が
存
在
す
る

(
4
-
v
 

故
、
か
か
る
行
為
を
違
憲
と
は
い
え
な
い
、
と
し
た
。
控
訴
部
(
〉
官
官
F丹
市

(

5

)

 

り
ま
ω
T
U
3
〉
は
こ
れ
を
是
認
し
、
同
州
最
高
裁
(
〈
U
D
ロ
ユ
え
〉
【
dug-∞
〉
で

は
二
裁
判
官
の
反
対
意
見
を
除
き
多
数
意
見
は
第
一
審
判
決
を
支
持
し
た
。
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そ
の
理
由
は
、

け
本
件
祈
穏
は
非
宗
派
的
な
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
信
仰
を
含
む

こ
と
、
叶
生
徒
に
は
不
参
加
の
自
由
が
あ
る
こ
と
、
同
修
正
一
条
は

修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条
項
に
よ
り
州
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
が
、
長

く
続
い
て
き
た
償
資
は
こ
の
適
正
手
続
に
欠
け
る
と
は
い
え
な
い

v

』と、

倒
我
々
は
宗
教
的
な
国
民
で
あ
り
、
公
立
校
か
ら
祈
請
を
追
放
す
る
こ

と
は
宗
教
に
対
す
る
敵
意
を
表
明
す
る
こ
と
と
な
る
、

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ο

(8)(完〕

ハ
1
〉
開
口
出
作
一
〈
・
〈
民
主
タ

ω
吋D
C
-
ω
・
芯
一
プ
∞
M
ω
・
(
リ
ゲ
一
同
町
ア
∞
「

何

L
・
M
L
m
o
-
(
呂
田
川
)
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
最
近
、
堀
部
政
男

「
教
会
と
凶
家
の
分
離
」
(
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
」
、
一
九
六
七
年
東
大

山
版
会
所
収
二
四
四
頁
以
下
)
に
お
い
て
、
ま
た
山
田
卓
生
「
信
教

の
自
由
l
最
近
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
展
開
i
」
(
「
基
本
的
人
権
5

各
論
日
一
九
六
九
年
東
大
出
版
会
所
収
五
六
頁
以
下
〉
に
お
い
て
邦

訳
、
紹
介
、
か
試
み
ら
れ
て
い
る
。

〈
2
〉
こ
の
祈
祷
文
の
用
語
の
素
直
な
意
味
か
ら
い
え
ば

(Rrg三
正
常
)

は
「
認
め
る
」
で
あ
っ
て
、
「
な
ん
じ
に
依
り
頼
む
こ
と
を
認
め
」
〈
前

掲
堀
部
訳
、
同
二
八
五
頁
)
、
ま
た
は
「
あ
な
た
に
よ
っ
て
い
る
こ
と

を
み
と
め
ま
す
」
(
前
掲
山
田
訳
、
同
五
六
頁
)
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

た
だ
筆
者
は
こ
れ
を
、
合
衆
国
の
建
国
以
来
の
歴
史
に
お
い
て
み
ら

れ
る
こ
の
種
の
祈
り
の
形
態
と
そ
の
役
割
か
ら
本
文
の
よ
う
に
受
け

と
め
る
こ
と
と
し
た
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則l

(
3
〉
こ
の
制
度
を
提
案
し
た
評
議
会
は
、
今
日
の
無
神
論
的
生
活
様
式

の
中
に
あ
っ
て
多
く
の
少
年
非
行
か
ら
少
年
達
の
道
徳
強
化
、
向
上

を
目
的
に
公
立
校
制
度
を
最
大
限
活
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。
匂
∞
・
穴
生

g
p
↓Z
ω
n
r
g一
?
ミ

2
C潟
-
E
老
手
ア

ヨ
日
耳
鳴
出
国

z
n
z
z
z
u
Z
〉

zuω
↓L
P
司
『
同
(
色
〉
げ
可
口
。
凶
ダ

(
C
2〈・

内同(リ

zg向
D
H
V
3
m
w

一回目
ω
〉
刀
・
エ
∞
・
)
。
こ
れ
に
賛
成
す
る
派
は

い
う
ま
で
J

も
な
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
多
く

の
教
会
関
係
者
か
ら
の
も
の
で
〈
〉
-
M
V

・
2
0
r
B
E
L
F
-
可
除
去
戸

。
同
町
田
C
E
〉
『

C
ω
4
k
r
J『
出

2
4
5
u
C
2
4
目ロ

ω
時
〉
」
司
】
お
(
エ
ミ
弓
「

E
仏
国
門
D
円
吉
円
♂
呂
田
印
〉
司
・

ω
ミ
)
、
こ
れ
に
対
し
ユ
ダ
ヤ
教
関
係
者

は
反
対
の
立
場
に
立
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ハ
4
〉

-
u
一
戸
ペ
・
ω
'
N仏
品
目
ω
二
∞

ζ
5・
M
L
由
印
?
っ

8
3・

(
5
)
二

〉

HU
‘
民
ω品
0
・
M
g
z
a
J
ヘ
ω
-
M
ι
-
∞ω
・
今
回
目
。
)

(
6
)

一O
Z

J
同・

M
L

一
三
-
一
寸
白

Z
H
ω
-
N
L
印吋
U
a
(
一泊三)・

ブ
ラ
ッ
ク
意
見
、
そ
の
他

右
判
決
に
対
し
原
告
笠
宮

BHW口
問
符
一
等
は
、
教
育
委
員
会
が
こ
の
祈
祷
文

の
伎
用
を
求
め
、
公
立
校
で
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
は
教
会
と
国
家
の
分
離

の
壁
を
破
る
こ
と
と
な
り
、
修
正
一
条
に
違
反
す
る
、
と
し
て
連
邦
最
高
裁
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に
そ
の
差
止
め
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
六
二
年
六
月
二
五
日
、

ハ1
v

連
邦
最
高
裁
は
六
対
一
で
原
判
決
破
棄
差
戻
の
判
決
を
下
し
た
。
ブ
ラ
ッ
ク

が
代
表
意
見
、
ス
チ
ュ
ア
!
ト
が
反
対
意
見
、
そ
し
て
ダ
グ
ラ
ス
が
賛
成
意



料

見
を
書
い
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
の
意
見
は
要
旨
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

資

我
々
は
、
ニ
ュ

l
・
ヨ
ー
ク
州
が
こ
の
祈
祷
の
朗
唱
を
奨
励
す
る
た
め
公

立
校
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
教
禁
止
条
項
に
相
反
す
る
方
法

を
採
用
し
た
と
考
え
る
。
こ
の
方
法
が
宗
教
活
動
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の

余
地
は
な
く
、
全
能
の
神
を
祝
福
す
る
た
め
の
神
聖
な
信
仰
と
祈
願
を
厳

粛
に
表
明
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
政
府
の
計
画
の
一
部
と
し
て
公
立
校
で
こ
れ
を
唱
和
さ
せ
る

た
め
、
祈
祷
文
を
作
成
す
る
こ
と
が
政
府
の
役
割
と
は
考
え
な
い
。

宗
教
上
の
礼
拝
の
た
め
政
府
が
祈
祷
文
を
作
成
し
、
こ
れ
を
朗
唱
さ
せ

る
よ
う
な
方
法
v

」
そ
が
初
期
の
植
民
者
の
多
く
を
英
国
か
ら
去
ら
し
め
、

ア
メ
リ
カ
に
宗
教
の
自
由
を
求
め
さ
せ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
英
国
国

教
会
の
祈
祷
書
(
斗
町
内
出
8
r
o

問。0
5
5
0ロ
匂

E
三
円
〉
は
、
国
教
で
あ
り

租
税
で
運
蛍
さ
れ
て
い
る
英
国
国
教
会
で
使
用
す
べ
き
祈
祷
文
と
宗
教
儀

式
の
公
認
の
形
式
、
お
よ
び
内
察
を
詳
細
に
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
祈
祷

蓄
に
関
す
る
議
論
と
そ
の
内
容
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
の
議
論
が
当
時
の
支

配
層
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
の
決
定
が
国
教
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
、
承

認
さ
れ
た
形
式
と
な
り
、
こ
の
形
式
を
他
に
強
制
し
、
支
配
層
相
互
間
の

闘
争
を
招
き
、
つ
い
に
は
英
国
の
平
和
を
破
捕
概
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

更
に
右
の
英
国
内
で
の
有
力
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
解
釈
と
、
そ
の
、
他
へ

の
強
制
が
英
国
内
の
平
和
を
彼
壊
し
た
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
櫛
民
地

で
の
不
寛
容
の
原
因
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
英
国
国
教
会
に
最
も
強
く

反
対
し
た
グ
ル
ー
プ
が
自
分
迭
の
祈
薦
文
を
法
文
の
中
に
書
き
現
わ
す
た

め
こ
の
国
の
植
民
地
に
お
い
て
支
配
権
を
獲
得
し
た
時
に
、
彼
ら
は
自
分

遠
の
宗
教
を
植
民
地
の
公
定
の
宗
教
と
す
る
た
め
の
法
律
を
定
め
、
こ
れ

を
実
施
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
歴
史
の
不
幸
な
事
実
で
あ
る
。

憲
法
採
択
時
期
ま
で
に
、
こ
の
国
の
歴
史
は
教
会
と
国
家
の
結
合
の
危

険
性
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
我
々
の
建
国
者
は
修
正
一
条
、
お

よ
び
修
正
一
四
条
を
制
定
し
て
、
政
府
の
権
能
、
威
信
の
い
ず
れ
も
、
祈

祷
の
種
類
を
規
制
し
、
擁
護
し
、
左
右
さ
れ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
よ
う
に
、
ま
た
国
民
の
宗
教
が
政
権
の
交
替
に
よ
っ
て
政
府
の
圧

力
で
変
更
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
保
障
が
連
邦

の
み
な
ら
ず
州
に
対
し
て
も
同
様
に
及
ぶ
よ
う
に
と
す
る
立
場
か
ら
、
政

教
分
離
と
宗
教
の
自
由
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
国
教
禁
止
条
項
、
お
よ
び

宗
教
自
由
条
項
は
相
互
に
重
複
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
問
者
は
そ
れ
ぞ

れ
宗
教
の
自
由
に
つ
き
二
つ
の
異
な
っ
た
保
障
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
前
者
は
、
政
府
の
権
限
、
威
信
、
お
よ
び
財
政
上
の
支
持
が
、
あ
る
特
定

の
宗
教
の
背
後
に
存
在
す
る
場
合
に
は
、
宗
教
的
少
数
者
に
対
し
公
的
承

認
を
受
け
た
宗
教
に
服
従
す
る
よ
う
間
接
的
に
強
制
す
る
圧
力
が
生
ず
る

こ
と
の
な
い
よ
う
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
来
政
府
と
宗
教
の
結
合
は

同
者
を
そ
れ
ぞ
れ
破
壊
、
墜
落
さ
せ
る
傾
向
を
持
つ
が
、
国
教
条
項
は
か
か

る
こ
と
の
生
じ
な
い
よ
う
定
め
ら
れ
た
ほ
か
、
公
定
の
宗
教
と
宗
教
上
の

迫
害
が
相
と
も
な
っ
た
過
去
の
歴
史
の
経
験
に
鑑
み
、
か
か
る
組
織
的
な

宗
教
上
の
迫
害
を
完
全
に
除
去
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

問
題
の
、
教
育
委
員
会
の
祈
祷
を
定
め
る
州
法
は
右
の
国
教
禁
止
条
項

の
H
H
的
、
お
よ
び
条
項
そ
の
も
の
と
矛
盾
す
る
。
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宗
教
上
の
礼
拝
を
定
め
る
州
法
を
禁
止
す
る
よ
う
に
憲
法
を
適
用
す
る
こ

と
は
宗
教
と
祈
藤
に
対
し
敵
意
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
議
論
が
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
誤
っ
た
考
え
は
な
い
。
人
聞
の
歴
史
は
宗
教
の
歴
史
と
切
り
離
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
歴
史
の
は
じ
め
か
ら
多
く
の
人
々
が
「
こ
の
世
の

人
々
が
考
え
る
以
上
の
多
く
の
こ
と
が
祈
祷
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
」
と

信
じ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
人
々
が
ヨ

1
ロ
y
パ
に

お
け
る
公
式
の
認
め
ら
れ
た
国
教
、
お
よ
び
宗
教
上
の
迫
害
を
離
れ
、
み
ず

か
ら
の
選
ぶ
-
一
氏
葉
と
時
と
場
所
に
よ
り
神
に
祈
る
た
め
に
こ
の
間
に
移
住
し

(8)(完〉

た
の
は
、
右
の
考
え
を
信
じ
た
故
で
あ
っ
た
。

過
去
の
政
府
が
、
人
々
に
政
府
の
望
む
宗
教
的
思
想
の
み
を
諮
ら
せ
、
ま

アメリカ合衆国における政教分離の原則

た
政
府
の
望
ん
で
い
る
神
の
名
の
み
を
唱
和
さ
せ
る
た
め
人
々
の
発
討
を
制

限
し
て
き
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
故
に
、
我
々
の
憲
法
、
権
利
宣
一
♂
一
円
の
係

択
者
達
は
憲
法
を
定
め
、
か
か
る
恐
怖
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
凶
の
政
府
が
公
式
の
祈
祷
交
を
書
き
、
あ
る
い
は
ポ
認
し
た

り
す
る
こ
と
を
止
め
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
職
務
を
国
民
、
お
よ
び
宗
教

上
の
指
導
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
は
宗

ハ
2
〉

教
に
対
す
る
回
目
涜
で
も
、
敵
意
を
一
ポ
す
こ
と
で
も
な
い
。

ブ
ラ
y

ク
裁
判
官
は
要
旨
以
上
の
よ
う
に
述
べ
最
後
に
さ
プ
ィ
ソ
ン
の
ヘ
パ

業
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
た
。

「
我
・
々
の
自
由
に
対
す
る
最
初
の
経
験
に
基
づ
き
警
告
を
発
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
。
す
べ
て
の
他
の
宗
教
を
排
除
し
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
と

す
る
こ
と
が
で
さ
る
権
威
は
、
同
様
に
容
易
に
他
の
す
べ
て
の
宗
派
を
排

除
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
特
定
の
宗
派
を
国
教
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い

う
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
市
民
に
対
し
、
そ
の

財
産
か
ら
三
ペ
ン
ス
だ
け
を
特
定
の
宗
派
を
公
定
す
る
た
め
献
金
さ
せ
る

こ
と
の
で
き
る
権
威
が
、
同
じ
権
威
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
彼
を
他
の

宗
派
に
従
わ
せ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
も
の
が

(
呂
)

あ
ろ
う
か
。
」

(
1
)
 

(
2
)
 

岡
山
口
問
。
}
〈
〈

M
U
一Pω

吋

O
C
-
∞-
b
-
c
u
m
G

H
r』
《

H
J

丘一

A
M
ω
l品
ωω

同
日
》
同

L

J

ロ
円
ム

ω白・

〈

3
)

ダ
グ
ラ
ス
は
こ
の
判
決
に
お
い
て
賛
成
意
見
を
書
主
、
そ
の
中
で
本
件
の

場
合
、
州
が
宗
教
活
動
に
対
し
財
政
援
助
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、

の
角
度
か
ら
こ
の
制
度
に
反
対
の
意
を
表
明
し
た
。
彼
は
ま
ず
祈
穏
に
つ
い

て
、
祈
祷
を
権
威
づ
け
る
こ
と
自
体
は
歴
史
的
意
味
で
の
国
教
を
定
め
る
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と
と
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
後
、
「
だ
が
一
度
政
府
が
宗
教
的
礼
拝
に
財
政

国
慨
幼
を
す
る
と
、
そ
れ
は
我
々
の
共
同
体
に
分
裂
的
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ

と
と
な
る
o
j
i
-
-
-
我
A

の
権
利
宣
一
言
の
下
で
は
自
由
な
行
動
が
攻
々
の
生



料

活
に
お
い
て
宗
教
を
活
動
的
な
力
と
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
も
し
宗
教
的
感
化
、
お
よ
び
影
響
を
与
え
る
も
の
が
我
々
凶

資

民
の
問
題
に
影
響
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は

個
人
や
団
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
政
府
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
己
・
:
・
と
述
べ
、
か
か
る
祈
祷
を
州
が
定
め

ハ
1
v

る
こ
と
に
反
対
し
た
。
裁
判
官
ホ
ワ
イ
ト
は
審
理
、
お
よ
び
判
決
に
不
参

加
0

フ
ラ
ン
ク
フ
7
1
タ
は
判
決
に
不
参
加
。
ク
ラ
1
F
、
ゥ
ォ

i
レ
ン
、

ハ

l
ラ
ン
、
そ
し
て
ブ
レ
ナ
ン
が
多
数
意
見
に
加
わ
っ
た
。
ス
チ
ュ
ア

i
ト

3
z
d〈
号
。
は
、
祈
祷
の
朗
引
を
希
望
す
る
も
の
に
こ
れ
を
許
容
す
る
の
は

国
教
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
立
場
か
ら
唯
一
の
反

対
意
見
を
表
明
し
た
。
彼
は
「
こ
の
祈
祷
を
明
和
す
る
も
の
に
こ
れ
を
否
定

す
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
我
々
の
凶
家
の
精
神
的
遺
産
を
受
け
継
ぐ
の
を
否
定

す
る
こ
と
と
な
る
」
と
述
べ
、
多
数
窓
見
の
英
国
国
教
会
の
祈
祷
書
に
つ
い

て
の
見
解
は
「
本
件
に
つ
い
て
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
。
の
で
あ
り
、
ま

た
ア
メ
リ
カ
の
初
期
の
宗
教
の
公
定
化
と
そ
の
排
斥
の
歴
史
も
「
何
の
解
決

に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
・
・
・
:
:
児
査
が
祈
鵡
に
参
加
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
一
日
を
始
め
た
い
と
す
る
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
か
ど
う
か

に
あ
る
。
:
:
:
・
こ
こ
で
争
点
に
関
連
が
あ
る
の
は
、

一
六
世
紀
の
英
国
、

ま
た
は
一
八
位
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
定
の
教
会
の
歴
史
で
は
な
く
、

我
々
の
政
府
の
制
度
や
官
吏
の
(
行
為
の
上
に
)
突
際
に
反
映
し
て
い
る
凶

〈

2
〉

民
の
宗
教
的
伝
統
の
歴
史
な
の
で
あ
る
、
」
と
し
た
。

彼
は
更
に
、
裁
判
所
に
お
け
る
開
廷
の
際
の
祈
祷
と
起
立
、
祈
祷
に
よ
っ

て
開
始
さ
れ
る
両
院
の
開
会
、
大
統
領
就
任
の
際
の
神
の
加
護
と
援
助
の
要

d丹、

一
九
一
一
二
年
に
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
国
歌
「
星
条
旗
」
(
吋
宮

辺
町
iω
℃
山
口
問
一
止
問

E
Z
C
第
三
節
の
「
天
の
加
護
す
る
我
国
土
に
勝
利
と

平
和
の
祝
福
あ
れ
、
我
々
を
一
国
民
と
し
て
形
成
し
、
か
つ
維
持
し
て
き
た

神
の
力
を
讃
え
よ
/
我
ら
の
大
義
正
な
る
肉
、
我
々
は
征
服
に
赴
か
か
ざ
る

べ
か
ら
ず
、
「
我
ら
神
を
四
」
そ
~
信
頼
す
』
は
我
々
の
モ
ッ
ト
ー
な
り
」
と
す

る
一
連
の
神
へ
の
言
及
、

一
九
五
四
年
の
「
凶
旗
に
対
す
る
忠
誠
の
普
い
」

(
吋
}
西
宮
包
唱
え
と
-omF59
件

。

同

7
0
2
ω
四
〉
の
中
の
「
す
べ
て
に
対
し
、

自
由
と
主
義
を
も
っ
て
、
神
の
下
な
る
、

一
つ
の
不
可
分
の
国
家
」
の
句
の

官

V
l
h
e
げ
H
H

、

J
T令
H
M

一
九
五
二
年
の
、
大
統
領
に
よ
る
「
祈
祷
の
日
」
(
〉

Z
え

E
Eニ)ミ

ch
司
呂
志
円
)
宣
言
を
定
め
る
法
律
の
制
定
、
そ
し
て
一
八
六
五
年
以
来
の
貨

幣
の
「
神
を
こ
そ
我
ら
信
頼
す
」
の
銘
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
に
よ
り
「
私
は
裁

判
所
、
議
会
、
お
よ
び
大
統
領
が
憲
法
に
違
反
し
て
同
教
を
定
め
た
と
は
信

じ
な
い
し
、
ま
た
ニ
ュ

l
・
ヨ
!
ク
州
、
が
木
件
に
お
い
て
公
的
宗
教
を
定
め
た

と
も
考
え
な
い
」
と
し
、
最
後
に
、
「
こ
の
両
者
が
な
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
こ

と
は
、
高
く
抱
か
れ
、
深
く
浸
透
し
た
精
神
的
な
伝
統
j
i
-
-
を
認
め
、
そ
れ

北法23(1・170)1 70 



ハ
S
V

に
従
っ
て
き
た
」
の
で
あ
る
、
と
結
ん
だ
。

(
1〉

(
2
)
 

(
3〉

H
r
F
L
J
俗

円

ム
A
A
A
f

『

『

戸

内

同

唱

ω円
品
品
目

】

}
V
M
L
J
白
片
品
印
。

判
決
の
反
応

(8)(完〉

一四一
日
こ
の
判
決
が
川
さ
れ
た
翌
日
、
す
な
わ
ち
六
月
一
一
六
日
の
新
聞
は
一

斉
に
ト
ッ
プ
・
ニ
ュ
ー
ス
と
し
C
「
最
高
裁
学
校
祈
祷
を
禁
止
」
を
第
三
曲

に
掲
の
)
引
き
続
き
世
論
、
議
会
、
法
律
学
者
の
間
に
多
く
の
議
論
を
呼
び

起
す
こ
と
と
な
る
ο

こ
れ
ら
の
中
で
、
こ
の
判
決
が
合
衆
国
の
伝
統
を
根

2

版

か
ら
紋
援
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
か
ら
の
激
し
い
非
難
が
あ
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

市
民
生
活
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
重
観
す
る
側
か
ら
の
こ
の
非
難
は
、
た

と
え
ば
ア
ラ
パ
マ
選
出
下
院
議
員
ア
ン
ド
リ
ュ

1
ズ

(C-
〉
ロ
L
『

2
凶一)の、

「
彼
ら
は
黒
人
を
学
校
に
入
れ
た
が
、
今
度
は
学
校
か
ら
神
を
追
い
川
し
た
」
、

リ
ヴ
ァ

l
ス
(
忌
-
F
月
2
2乙
の
、
「
裁
判
所
は
公
式
に
全
能
の
神
へ
の
不

《

9
0
〕

信
を
表
明
し
た
」
、
そ
し
て
全
米
知
事
会
議
の
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
知
事
を

〈

4
}

除
く
全
員
に
よ
る
、
こ
の
判
決
を
否
定
す
る
憲
法
改
正
要
求
決
議
の
採
択
な

ど
に
一
不
さ
れ
る
。

」
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
の
大
統
領
ケ
ネ
デ
ィ

は
こ
の
判
決
に
つ
い
て
の
感
想
を
求
め
ら
れ
、
憲
法
原
理
の
下
で
の
最
高
裁

判
決
支
持
の
要
請
を
指
摘
し
た
後
、
「
我
々
に
は
さ
わ
め
て
容
易
な
救
済
方

法
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
で
祈
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
家
庭
で
よ
り

一
一
層
多
く
祈
る
こ
と
が
で
き
、
教
会
に
よ
り
真
剣
に
出
向
き
、
子
供
の
生
活

(
ら
〉

に
お
け
る
祈
り
の
真
の
意
味
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
た
。
こ

の
見
解
は
判
決
を
全
面
的
に
支
持
す
る
と
い
う
積
極
態
度
を
表
明
し
た
も
の

と
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
の
役
割
と
そ
の
判
決
に
対

す
る
尊
重
と
い
う
憲
法
原
理
の
下
で
の
強
い
要
請
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、
い

わ
ば
判
決
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
の
発
言
と
し
て
意
味
が
あ
る
と
い
っ
て

ょ
に
も
と
よ
り
ケ
ネ
デ
ィ
の
右
の
見
解
は
政
教
分
離
ム
ポ
教
の
問
題
は
私

的
な
問
題
で
あ
っ
て
政
府
が
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
!
の
意
味
を
適
切
に
、

し
か
し
間
接
的
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の

《

6
v

よ
う
な
大
統
領
の
配
慮
は
、
ニ
ュ

I
・
ヨ
!
ク
・
タ
イ
ム
ズ
等
の
判
決
賛
成
意

見
、
ニ
ュ

1

2

1
ク
・
ジ
ャ
l
ナ
ム
d
v
の
反
対
意
見
に
み
ら
れ
る
位
論
の
二

分
化
に
調
和
を
求
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

(
1
)
叶，

y
g
L
9
3
3
3
=・
吋

Z
ω
円

rg}
一句ミヨ

FEm-
ど
さ
え
そ

剛
山
宮
吊
岩
(
〉
刃
己

M
?
呂
田
ω〉
甘

-mM

〈

2
)
ω
g
r
2
ω
耳
目
宮
ぬ
止
命
♂

9
H
v
i
?
E官

E
古・

ω吋
山
首

(
3
)
【
玄
仏
国

W

同

v
・
3
u・

(
4〉
日

r
Eニ
ヲ
ω
吋
U
-

(

5

)

同

M
G
岩丘一・

0同
y
n
Fケ
さ

司

E
官
・
包
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学}

ほ
か
に
ニ
ュ
l
・
ヨ
l
夕
、
ヘ
ラ
ル
ド
・
ト
リ
ビ
ュ
l
ン
、
ニ
ュ

ー
・
ヨ
i
ク
・
ポ
ス
ト
、
ワ
シ
ン
ト
ソ
・
ポ
ス
ト
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス

・
ポ
ス
ト
デ
ィ
ス
パ
ッ
チ
品
ザ
。

(
7
)

ほ
か
に
ボ
ス
ト
ン
・
グ
ロ
ー
ブ
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ヱ
ル
ス
・
タ
イ
ム

。
ス
銭
守
。
同
「
同
門
戸
二
古
-
一
品
M
-

(
6〉

3当

、11
J

n
L
 

〆
l
f
l
、

っ
た
公
立
校
に
お
け
る
主
の
祈
り
、
お
よ
び
聖
書
朗
読
を
許
容
す
る
た
め
の

怒
法
修
圧
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
一
九
六
二
年
六
月
二

右
の
世
一
論
の
動
向
と
は
別
に
述
邦
議
会
で
は
、
以
前
か
ら
議
論
の
あ

五
日
の
こ
の
エ
ン
ゲ
ル
事
件
判
決
は
こ
の
よ
う
な
議
会
の
動
向
を
一
層
刺
激

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
二
六
日
、
ユ
ュ

1

・ョ

l
ク
州
選
出
の
共
和
党
、

下
院
議
員
ベ
ヅ
カ

i
q
'
F
η
r
q
)
は
こ
の
第
八
七
議
会
に
、
後
に
い
わ
ゆ

(
吋
，

Z
∞
常

rz
〉
2
3
L
g
g丹
)
と
し
て
知
ら
れ

る
「
ベ
ツ
カ
!
修
正
案
」

る
憲
法
修
正
案
の
絞
初
の
も
の
を
、
ま
ず
決
議
案
と
し
て
提
出
す
る
。
公
立

校
、
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
公
的
川
引
所
に
お
け
る
、
祈
祷
を
認
め
る
と
す
る
こ

ハ
1
)

の
決
議
案
の
ほ
か
、
下
院
で
は
同
様
な
四
四
の
決
議
警
が
提
出
さ
れ
、
い
ず

れ
も
司
法
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
し
か
し
公
聴
会
を
開
く
ま
で
に
走
ら

ず、

一
九
六
二
年
一

O
月
-
三
日
第
八
七
議
会
の
閉
会
に
よ
り
こ
れ
ら
は
ず

内

2
v

べ
て
傑
棄
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
上
院
で
は
五
つ
の
提
案
、
か
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
は
絞
法
修

正
提
案
が
三
、
判
決
の
見
解
に
賛
成
の
決
議
案
が
一
、
含
ま
れ
る
。
ミ
シ
シ

ッ
ピ
州
選
山
上
院
議
員
の
民
主
党
員
イ
ス
ト
ラ
ン
ド

C
P
E
g
F
m
p
E
)は
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憲
法
に
は
公
立
校
の
ほ
か
、
公
的
場
所
に
お
け
る
祈
祷
と
翠
書
朗
読
を
禁
ず

る
規
定
は
存
在
し
な
い
、
と
す
る
ほ
か
州
の
偶
有
の
権
利
の
存
在
を
強
制
す

(

3

)

 

る
も
の
で
、
同
じ
く
上
院
議
員
ピ
l
ル

Q
Q
gロ
回
g
z
)
は
こ
れ
を
公
立
校

(
4〉

の
場
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
両
院
は
そ
の
合
同
決
議
に
お

い
て
、
右
イ
ス
ト
ラ
ン
ド
の
提
案
と
ほ
ぼ
同
僚
の
内
容
を
持
つ
「
談
会
の
意

思
」
を
表
明
し
、
任
意
の
参
加
は
国
教
条
項
違
反
と
は
な
ら
な
い
旨
を
明
ら

〈

5
}

か
に
し
た
。

両
議
院
決
議
、
が
、
こ
の
特
定
の
教
派
に
偏
よ
ら
な
い
祈
祷
(
信
ロ
C
E
R
E
2
5

を
あ
げ
た
の
に
対
し
、
上
院
は
、

日
》
『

mw

吉
川
)

一
山
荘
時
間
の
宗
教
的
黙
想

〆「
円、

"“ 

℃
呂
志
広
三

H
5
e
s
z
oる
を
公
務
員
の
指
導
な
し
に
行
な
う
こ
と
は
修
正
一

条
違
反
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
単
独
決
議
を
行
な
っ
て
い
る
。

上
院
は
先
の
五
憲
法
修
正
案
を
上
院
司
法
委
員
会
に
付
託
し

-
t
U

品、
一4
ノ
」
ノ

年
七
月
一
一
六
日
、
同
八
月
二
日
公
聴
会
を
開
催
し
た
。
し
か
し
第
八
七
議
会

ハ
G

〕

は
間
も
な
く
閉
会
と
な
り
、
こ
れ
ら
五
修
正
案
は
廃
案
と
な
っ
た
。

第
八
八
議
会
は
翌
一
九
六
三
年
一
月
開
か
れ
た
。
且
ン
ゲ
ル
事
件
判
決
の

反
応
は
な
お
も
引
き
続
い
て
強
く
世
論
に
現
わ
れ
、
同
議
会
開
会
と
同
時
に

一
七
の
憲
法
修
正
決
議
案
が
提
出
さ
れ
る
。
し
か
し
第
八
八
議
会
は
一
九
六



一
一
一
年
六
月
一
七
日
ま
で
特
別
の
動
き
を
示
し
て
い
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
こ
の
判
決
以
前
に
す
で
に
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ィ
ニ
ア
の
連
邦

地
方
裁
判
所
で
聖
書
朗
読
違
憲
判
決
が
出
さ
れ
、
他
方
メ
リ
i
ラ
ン
ド
の
連

邦
控
訴
裁
判
所
で
、
朗
読
し
祈
騰
を
合
憲
と
す
る
判
決
が
山
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
連
邦
最
高
裁
に
上
告
、
お
よ
び
移
送
さ
れ
、
そ
の
判
断
、
か
待
た
れ
て
い
た

〈

7
〉

こ
と
に
よ
る
。
こ
の
両
事
件
は
次
項
で
扱
わ
れ
る
ア

1
ピ
ン
ト
ン
学
佼
区
対

〈

8
)

シ
ェ
ン
プ
事
件

ωnyc--Em丹・
9
『
〉
乞
ロ
m
g
z
、HJ
C

吉
正
巳
℃
〈
・

ω与
2
6℃

ハ
9
)

お
よ
び
マ

l
リ
対
カ
l
レ
ッ
ト
事
件
忌
5
2可
〈
・
。
主
主
で
あ
る
。
従
つ

(8)(完〉

て
連
邦
議
会
で
の
祈
議
途
窓
判
決
に
対
す
る
憲
法
修
正
案
問
題
は
、
こ
れ
ら

同
事
件
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
の
判
断
後
に
持
ち
越
さ
れ
た
と
い
え
る
。

な
お
、
右
の
よ
う
な
祈
擦
を
正
面
か
ら
認
め
よ
う
と
す
る
憲
法
修
正
案
の

アメリカ合衆国における政教分離の原則

動
向
と
と
も
に
、
裁
判
管
轄
権
の
制
限
に
よ
り
事
実
上
こ
れ
を
許
容
す
る
立

場
か
ら
の
動
き
が
あ
る
。

(
1
〉
彼
の
決
議
案
は
「
第
一
節
、
合
衆
国
に
お
け
る
い
か
な
る
公
立
校
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
公
け
の
場
所
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
過

程
の
中
で
祈
躍
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
節
、
本
条
は
議
会

に
よ
る
州
に
対
す
る
付
託
の
日
か
ら
七
年
以
内
に
州
の
四
分
の
三
の

議
会
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
に
対
す
る
修
正
と
し
て
批
准
さ
れ
な
い

か
ぎ
り
効
力
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
す
る
も
の
。
(
(
リ

3雪
作

}

E
3
E一
口
応
虫
丹

(
Z
Cぐ
・
呂
田
ム
)
円
七
-
M
m
吋
iN2・

(
2
)

同
『
戸
仏
」
官
-
N
白吋'

〈
3
)

彼
の
提
案
は
「
第
一
節
、
本
憲
法
に
は
合
衆
国
内
の
公
立
校
あ
る

い
は
そ
れ
以
外
の
場
所
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
と
し
て
祈
一
躍

を
行
な
う
こ
と
、
ま
た
は
聖
書
を
朗
読
す
る
こ
と
を
祭
ず
る
規
定
は

存
在
し
な
い
。
第
二
節
、
各
州
の
公
政
策
に
基
づ
き
、
風
俗
、
お
よ

び
道
徳
の
問
題
を
決
定
す
る
権
利
、
お
よ
び
そ
れ
ら
に
関
す
る
法
律

を
制
定
す
る
権
利
が
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
す
る
も
の
で
、
そ

の
第
三
節
は
右
ペ
ッ
カ
l
提
案
と
等
し
い
。

Hr-仏、日)・

M
m
吋・

(
4
〕
彼
の
提
案
は
「
本
憲
法
に
は
、
公
安
に
よ
り
令
部
、
ま
た
は
一
部

維
持
さ
れ
て
い
る
い
か
な
る
学
校
、
学
校
制
度
、
あ
る
い
は
教
育
施

設
を
管
理
す
る
当
局
に
対
し
、
定
期
的
に
組
ま
れ
た
時
間
内
に
行
な

わ
れ
る
、
特
定
の
教
、
派
に
偏
よ
ら
な
い
祈
藤
に
こ
れ
ら
施
設
の
児
童

が
任
意
に
参
加
す
る
の
を
祭
止
す
る
よ
う
解
釈
さ
れ
る
規
定
は
存
在

し
な
い
」
と
す
る
も
の
。

FFL
・℃・

M
g

(
5
)
合
同
決
議
の
要
旨
は
、
公
立
校
当
局
が
学
校
活
動
の
一
部
と
し
て

特
定
の
教
派
に
偏
よ
ら
な
い
祈
祷
を
用
い
る
方
法
を
指
示
す
る
こ
と

は
、
児
童
が
そ
の
祈
祷
に
参
加
を
強
制
さ
れ
な
い
か
、
ぎ
り
合
衆
国
憲

法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
。
円
r
Eニ

HVMg

〔

6
)
H
r乞
ニ
℃
-
M
m
∞・

〈
7
)

冨
片
7pσ
一司・句号円

H
F
n
g
v
t門戸伊丹
5
5一「
3
4
1伊
丹
与
一
2
7
2
2
円
C
同

北法23(1・173)173 

〈

8
) M

N
色
M

町一
o
p
ω
吋
吋
三
日
高
「
-
H
N
2
J

一M
4

a

一
日
∞
(
一
回
目
吋
)
'

ω円r
o
-
-
0
5件
。
同
〉
rH口
同
昨
9
2
4
0
J〈5
7
F
M
U

〈・

m
山n
Y
2
6円Y
M

O

一

切

ω己七七・∞一日〈閉山・
0目

3
・
石
田
M
)
-
m
w

官
官
命
館
一
空
き
な
n
f
g
ω
・
2
・



和十

同印(一田町一~〉・

(
9
〉

Y
向日

Ha〈
・
【
U
2
-
2
F
N
M
∞

ζ
仏
、
日
ω
ρ
コ
山
〉
M
L
E
∞
(
呂
田
川
γ

。。ュ
-
m
Bロ
件
A
x
r
∞
ω
ω
‘
(
リ
ケ
同
一
(
一
∞
町
一
N

〉・

(
叩
)
最
近
の
判
決
と
し
て
U
C
耳
ヨ
E
〈
-
∞
S
E
C
{
何
ハ
H
Z
E
t
g
ω
お

C
-
ω
-
k
t
~
u
w
由
白
戸
・
何
仏
当
♂
〕
1
N
ω
〈

U円

ω
宝
(
一
∞
印
一
~
〉
・
お
よ
び

ア
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
の
の
Z
E
Z
ュE
〈
ロ
注
。
。

2
口
々
∞

g
与

一
包
ω
p
E
U
ア

ω
ミ
C
・
ω
'
品

O
M
2
8
A
)
が
あ
る
。

資

U
以
上
の
よ
う
な
社
論
、
議
会
反
応
に
加
え
て
、
こ
の
判
決
に
対
す
る

f
l
、

き
わ
め
て
多
く
の
論
評
が
惑
か
れ
て
い
る
。
一
九
六
二
年
秋
ま
で
に
一
八
の

(
1
)

《

2
〉

ロ
l
・
レ
ヴ
ュ
ー
が
こ
の
判
、
決
を
紹
介
し
。
コ
ス
タ

γ
ゾ
(
〕
司
・
(
U
2
窓
口
N
C
)
、

〈

3
〉

《

4

V

(

b

u

プ
ェ
フ
ァ
!
(
円
、
H
V
『
え
『
耳
〉
、
カ
i
ラ
ン
ド
(
H
Y
切
・
剛
山
E白

r
w
ロ
仏
)
、
ヵ
I
ン(MW・

円

e
v

〈

7
v

p
g〉
、
ヵ
サ
ッ
ク

P
・
M
-
P
E
n
r
)
、
ボ
ー
ル
(
者
同

weF一
一
)
が
主
の
祈

り
を
直
接
の
テ
1
7
に
と
り
あ
げ
論
文
を
発
表
し
た
ほ
か
、
同
様
に
一
九
六

8

V

{

9

)

 

三
年
に
は
、
ロ
デ
ス
(
問
・
何

-
m
a
p
』
乙
、
パ
ト
ラ
つ
ミ
、
H
J
四
三
一
耳
)
、

ハ凶
V

門
H
H
V

コ
イ
パ
i
(
M
M
a
o
-
宍
E
宮
『
)
、
ポ
ラ
ヅ
ク
(
戸
-
E

】

U
ハ
L
F
n
r
〉
の
各
論
文
が

発
表
さ
れ
、
主
の
祈
り
を
め
ぐ
る
論
議
は
多
く
の
関
心
を
集
め
た
。
こ
れ
ら

の
議
論
の
中
で
カ
i
ラ
ン
ド
は
、
こ
の
判
決
と
は
逆
の
立
場
が
と
ら
れ
た
場

合
に
は
学
校
の
行
事
に
お
い
て
意
に
反
し
て
聖
書
を
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
寛
容
が
閣
の
行
為
の
指
針
と
さ
れ
て
い
る
こ
の

国
の
自
由
を
守
る
と
り
で
の
一
つ
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
、
)
と
述
べ
、
プ
エ

フ
ァ
ー
は
、
こ
の
判
決
は
宗
教
に
対
し
敵
意
を
一
示
す
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

友
好
的
で
あ
り
、
従
来
か
ら
の
判
決
の
傾
向
と
一
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ

(
悶
)

の
闘
の
創
設
者
の
・
忌
思
と
一
致
し
、
宗
教
の
自
由
の
動
機
と
の
一
致
す
る
、

北i'Lミ23(1・174)174

と
し
て
賛
意
を
表
わ
し
て
い
る
。

更
に
同
様
な
立
場
か
ら
ラ
イ
ト
(
∞
・
勺
担
m
y
C
は
、
こ
の
判
決
が
少
数
者

〈

H
V

の
権
利
保
護
の
立
場
か
ら
適
切
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

」
の
少
数
者
の
権
利
の
保
護
の
立
場
か
ら
の
評
価
に
対
し
、
本
判
決
、
か
そ

の
擁
護
に
熱
心
の
あ
ま
り
修
正
一
条
の
曲
解
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と

す
る
立
旧
明
か
ら
、
本
判
決
が
政
府
の
権
力
を
反
宗
教
と
同
一
化
す
る
こ
と
に

〈
H
凶

)

な
り
は
し
な
い
か
と
す
る
州
例
、
が
あ
る
。
ケ
ン
タ
ッ
キ
法
曹
協
会
の
カ
!
ヴ

ア
ン
(
の
・
百
円
5
る
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
修
正
一
条
の
州
に
対
す
る

適
用
に
つ
き
、
な
お
も
疑
問
を
投
げ
る
の
は
ミ
シ
ガ
ン
法
曹
協
会
の
ロ
ン
グ

〈

H
F
S
巴
で
、
こ
れ
は
州
、
が
信
教
の
自
由
を
否
定
し
な
い
か
ぎ
り
で
の
公

円
四
〉

的
な
宗
教
を
容
認
す
る
立
場
と
い
っ
て
よ
い
。
コ
ス
タ
ン
ゾ
は
、
こ
の
事
件

で
裁
判
所
は
児
童
に
対
す
る
強
制
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
こ
と
、
従

っ
て
参
加
、
不
参
加
の
自
由
は
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
こ
で
の
祈
祷
は

宗
教
を
指
導
す
る
も
の
で
は
な
く
全
能
な
神
の
存
在
を
単
に
述
べ
る
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
り
、
特
別
新
し
い
制
度
を
創
設
し
た
も
の
で
は
な
い
と
判
決

〈
げ
}

に
反
対
し
て
い
る
。
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恥1iss.L. Jour. 119 ; 1962 U.1¥1. L. F. 472 ; 28 Brooklyn 

L. Rev. 146; 27 Albany L. Rev. 119 ; 12 Depaul L. Rev. 

128; 33 Miss. L.Jour. 251 51 Geo， L.Jour， 179 11 

Am. U. L. Rev. 91 ; 36 So. Calif. L. Rev. 240 ; 240hio 

S. L. Jour. 173 ; 37 Tul. L. Rev. 124 ; 14 Mercer L. Rev 

284 (1962) ; 28 Mo. L. Rev. 109 (1963). 
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(保〉(∞)

J. F. Costanzo， Prayer in Pub1ic Schoo1s， 8 Catholic Law 

269 (1962). 

L. Pfefter， Court， Constitution and Prayer， 16 Rutgers 

L. Rev. 735 ( 1962) 

(N) 

(的〉

2
眠
W

殴
(
町
議
h
m
総
極
的
町
会

a
u図
様
相
b

h

h

穴
れ



料

今
日
、
ア
メ
リ
カ
で
は
散
で
も
が
少
数
者
で
あ
る
。
宗
教
的
信

念
、
ま
た
は
不
信
仰
を
含
む
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
具
に
す
る
権
利

は
、
我
々
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
権
利
と
同
様
、
基
本
的
な
も
の
で

あ
る
。
明
ら
か
に
多
く
の
人
々
は
、
少
な
く
と
も
宗
教
団
体
に
所
属

し
な
い
も
の
は
外
部
の
崎
県
の
中
に
あ
り
、
彼
ら
の
児
童
が
学
校
で

の
祈
祷
に
参
加
し
な
い
た
め
に
こ
の
暗
黒
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て

い
る
と
感
ず
る
よ
う
に
合
意
的
に
仕
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
考
え
の
信
奉
者
は
、
こ
の
国
の
創
設
者
達

の
多
く
が
教
会
の
メ
ン
バ
ー
で
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
か
、
ま

た
は
こ
れ
を
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
創
設
者
の
中
に
は

マ
デ
ィ
ソ
ン
、
ジ
ェ
ア
ア
ソ
ン
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
あ
り
、
こ
れ
ら

三
人
が
独
立
宣
言
、
窓
法
、
お
よ
び
権
利
宣
言
の
主
た
る
起
草
者
で

あ
り
、
:
:
・
:
彼
ら
の
奉
仕
と
貢
献
が
こ
の
共
和
国
の
独
立
と
創
設

の
両
者
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
」
回

g
冒
ヨ
ロ
明
者
2
m
y
?
吋

z

m
k
r
t
え

呂
3
2
E
a
g仏
o
h
y向

5
2
E
2
E
F
σ
呂
田
一
、
吋
司
ヨ
弘

子。

ωロ司
5
5ぬ
の
oミ
ケ
コ
〉
ヨ
・
可
申
一

ω
2・
mm〈
‘
二
σ
(
s
m一山)・

ラ
イ
ト
は
テ
キ
サ
ス
大
学
ロ

1
・
ス
ク
ー
ル
法
学
教
援
。

(
日
)
の
角
川
E
一
仏
関
R
E
P
Fゆ
え
号
ヨ
え
河
内
一
応
守
口

D
門
司
月
色
。
ヨ
『
3
5

同
州
作
一
応
芯
ロ
サ
ム
∞
〉
ヨ
・
同
〉
'
』
DE-
∞一∞(一泊町一
0
・

〈叩山

)
H
2
5
戸口口問

-
r
子
命
出
Z
円
〉
ヨ
ヨ
仏
ヨ
ヨ
円
宮
え
ぬ
〉
℃
力
一
M
E
r一。

S
F
m
ω
g
g
r
v司
昨

fn
司
oc
ユ2
ロ
子
寸
お
〉
ヨ
・
切
〉
・

]
C
2
ω
品目

資

(η
〉

(一回目
ω〉

]
2
8
r
n
S
U
R
O
-
吋

E
ω
Z九
P
4
5
z
C
Z
}開
局
の
φ
ロ
い
れ
出
白
河
口
出
、

ω
4
R『恒〉出回
}ω
凸
民

C
O「
申
同
司
〉
冨
2
2
C〉
(
固
め
円
L
2
h
F
2
2
ι
q
u
Z

J
R
・
3
m
S
℃・一
N
O

同
様
な
立
場
は
同
ν
E一
回
一
凶
器
吉
正

L
U
E
Eむ司

k
F
Z
U
A『
回
目

ωC図。。
F
即

時

Z
R
C
P閏
〉

時

。

q
Z
M
d国
宝
可
罰
則
宮
山
A

H

(

∞
宮
原

ncz

旬
、
虫
♂
四
C
M
件。ロ・一回出品
γ
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連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
聖
書
朗
読
の
問
題

一
ア
l
ピ
ン
ト
ン
学
校
区
対
シ
ェ
ン
プ
、
お
よ
び
マ
l
リ
対
カ
l
レ

ッ
ト
事
件

第
四
節

1
J
 

r
l
t
、

読
の
問
題
を
扱
う
こ
と
と
な
る
。
ア

l
ピ
γ
ト
ン
学
校
区
対
シ
エ
ン
プ
、
お

ハ
1
}

よ
び
マ
1

リ
対
カ

l
レ
ッ
ト
事
件
〉
rEmhSロ
ωnrDDこ
)
佐
町
民
丹
〈
∞
己
同
l

一
九
六
三
年
、
連
邦
最
高
裁
は
は
じ
め
て
公
立
校
に
お
け
る
聖
書
朗

宮出官官

u
ζ
ロ門『岱可〈・

nz-2丹(一山田
ω)
で
あ
る
。
前
者
の
シ
ェ
ン
プ
事
件

は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ィ
ニ
ア
州
か
ら
の
も
の
で
、
事
案
は
州
法
一
五
一
六
節
、
が

公
立
一
校
の
朝
礼
の
際
、
聖
書
か
ら
少
な
く
と
も
一

O
勾
以
上
を
朗
読
す
べ
き

と
定
め
、
そ
の
執
行
の
差
止
を
求
め
て
連
邦
地
方
裁
判
所
に
出
訴
し
た
も
の

ハ
2
V

で
あ
る
。
同
裁
判
所
は
被
告
の
抗
弁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巡
回
裁
判
官
同
ビ
グ

ズ
(
回
判
明
ω

)

が
三
人
を
代
表
し
て
意
見
を
書
き
、
聖
書
の
本
質
的
性
格
は
宗

教
的
で
あ
り
、
朝
礼
の
際
の
聖
喜
朗
読
は
国
の
権
威
に
よ
り
支
持
さ
れ
、
更
に

教
師
の
権
威
の
下
に
行
な
わ
れ
る
点
が
ま
さ
に
問
題
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
こ
と
が
児
童
の
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
原
理
を
注
入
す
る
こ
と
と
変



ハ
n
n
u

り
が
な
い
こ
と
と
な
る
、
と
し
て
原
告
の
主
張
を
認
め
た
。

被
告
は
こ
れ
を
争
っ
て
連
邦
最
高
裁
へ
上
告
し
た
。
し
か
し
こ
の
間
に
一

九
五
九
年
、
州
議
会
は
州
法
を
改
正
し
、
朗
読
を
執
行
し
な
い
教
師
に
対
す

る
処
罰
規
定
を
除
き
、
両
親
の
書
面
に
よ
る
要
求
あ
る
場
合
の
出
席
免
除
規

定
を
置
い
た
。
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
に
と
も
な
い
原
案
を
破
棄
差
戻
し
た
。

(8)(完〉

こ
れ
に
対
し
連
邦
地
方
裁
判
所
は
改
正
さ
れ
た
法
令
を
再
び
違
憲
と
し
、
そ

の
理
由
を
、
出
席
免
除
規
定
に
よ
り
、
免
除
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
儀
式

の
義
務
的
性
質
は
緩
和
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
。

2

右
事
件
が
連
邦
地
方
裁
判
所
に
係
属
中
、
ほ
ぼ
同
様
な
事
件
が
メ
リ

(
4
v
 

l
ラ
ン
ド
州
で
生
じ
た
。
マ
l
リ
対
カ
l
レ
ッ
ト
事
件
で
あ
る
。
ボ
ル
テ
ィ

モ
ア
市
学
校
評
議
会
は
そ
の
規
則
に
よ
り
、
聖
書
朗
読
を
も
っ
て
公
立
校
に

アメリカ合衆国における政教分離の原則

お
け
る
朝
礼
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
九

O
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。

九

O
六
年
、
無
神
論
者
で
る
る
本
件
原
告
君
主
E
E
』

-
g
c
E可圏、
お
よ

び
母
云
主
主
吉
開
忌
己
『
『
白
山
、
が
こ
の
規
則
に
抗
議
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
室
一
回

面
に
基
づ
く
要
望
が
あ
る
場
合
に
は
出
席
免
除
を
認
め
る
よ
う
に
改
正
さ
れ

た
。
し
か
し
な
お
、
こ
の
改
正
規
則
は
修
正
一
条
に
違
反
す
る
と
し
て
右
規

則
の
取
消
を
命
ず
る
職
務
執
行
命
令
を
求
め
た
。
第
一
審
裁
判
所

(
C
R
E
円

。
o
g
H
同
〉
は
こ
れ
を
拒
否
、
第
二
審
最
高
裁
判
所
(
。
。
ロ
ユ
え
〉
HUHEr〉
は
四

ハ
6
}

対
三
で
原
審
判
決
を
支
持
し
た
。
多
数
意
見
を
書
い
た
ホ

1
ナ
ィ
(
出
2
5
5

は
、
シ
ェ
ン
プ
対
ア

i
ピ
ン
ト
ン
学
校
区
事
件
で
規
則
の
改
正
に
よ
り
出
席

免
除
規
定
が
加
え
ら
れ
、
事
件
が
原
審
に
差
一
反
さ
れ
た
こ
と
は
出
席
強
制
の

有
無
が
こ
の
穫
の
事
件
の
支
配
的
要
因
を
な
す
、
と
述
べ
た
後
、
本
件
の
場

ム
口
は
出
席
免
除
規
定
が
あ
る
以
上
出
席
強
制
は
な
か
っ
た
と
し
た
。
結
局
シ

エ
ン
プ
事
件
差
戻
し
判
決
の
違
憲
の
立
場
は
こ
の
事
件
に
決
定
的
影
響
を
与

え
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
ホ
l
ナ
ィ
は
、
儀
式
不
参
加
か
ら
生
ず
る
他

の
児
童
と
の
心
理
的
不
調
和
は
修
正
一
四
条
の
平
等
条
項
の
範
囲
外
の
問
題

で
あ
る
、
と
し
た
、
こ
の
点
が
シ
ェ
ン
プ
事
件
差
戻
し
判
決
と
の
相
違
と
い

え
よ
う
。

反
対
意
見
を
書
い
た
首
席
裁
判
官
守
フ
ラ
ン

S
2
5
)
は、「
g
g『一♂
r
E
S己

の
意
味
に
つ
き
、
エ
ヴ
ア
ソ

γ
、
マ
ツ
カ
ラ
ム
、
マ
ク
ガ
ワ
ン
の
一
一
一
事
一
昨
か
示

さ
れ
た
広
義
の
意
味
を
指
摘
し
た
後
、
「
修
正
一
条
は
、
単
に
議
会
が
国
教

会
の
樹
立
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
は
な
く
、
国
教
を
定
め
る
こ

〈

8
v

と
に
関
す
る
す
べ
て
の
法
を
禁
じ
た
も
の
」
で
あ
る
、
と
し
て
シ
ヱ

γ
プ
事

件
連
邦
地
方
裁
判
決
と
同
様
な
見
解
を
示
し
た
。

(
1
)
ω
〕よ

C
.
ω
N
O
ω
(
一叫即日〉・∞
ω
ω
・【
U

円
一
吋
由
0

・
5

F
・開
L

M

L

山町一山ハ一田町一山〉・

(
2
)
被
告
は
、

ω
聖
書
朗
読
は
児
童
の
道
徳
を
促
進
す
る
の
で
あ

り
、
従
っ
て
国
は
国
教
と
す
る
こ
と
な
く
教
育
計
画
の
中
に
朗
読
を

北法23(1・177)177
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含
め
得
る
、

ω
他
の
児
童
に
朗
読
が
要
求
さ
れ
て
は
い
る
と
し
て

も
原
告
は
朗
読
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
原
告
の
宗
教
の
自
由

、
が
侵
害
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。

(

3

)

裁
判
所
は
更
に
そ
の
理
由
と
し
て
、
聖
書
は
本
質
的
に
キ
リ
ス
ト

教
の
文
書
で
あ
り
、
州
法
は
宗
教
的
指
導
に
効
果
を
与
え
、
キ
リ
ス

ト
教
を
援
助
し
他
よ
り
優
遇
す
る
こ
と
、
ま
た
各
人
が
聖
書
を
自
分

の
た
め
に
解
釈
し
多
様
な
結
論
に
到
達
す
る
と
い
う
事
実
は
問
題
の

性
絡
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
聖
書
の
宗
教
的
性
質
を
関
却

し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
児
童
に
道
徳
的
、
歴
史
的
、
文
書
的
内
容
か

ら
宗
教
を
ふ
る
い
分
け
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
と
し
た
。
一
コ
吋

ωロ古刀・

ω吋∞、

〈

4
)
M
M∞
γ
白色・

Mω
デ
コ
叫
〉
・
注
目
白
∞

(
5
)
〉

ユ

コ

・

明

日

m
M
D同
昨
日
戸
ぬ
〉
ロ
ロ

c
g
g仏
門

UD仏
命
玄

B
q
g
D
L
-
聖
書

の
一
章
を
註
釈
な
し
で
読
む
こ
と
、
お
よ
び
主
の
祈
り
を
も
っ
て
朝

礼
を
は
じ
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合

U
Eミ
切
手
一
。

(
O
C
ロ
ミ
巴
乞
め

〈
2
E
G口
、
い
わ
ゆ
る
デ
ュ
l
エ
ィ
聖
書
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
カ
ト

リ
ァ
ク
教
徒
の
た
め
「
え
E
〈
己
由
巳
ω

聖
書
か
ら
英
訳
し
た
聖
書

で
、
新
訳
は
一
五
八
二
年

MNZEω
で
、
旧
訳
は
二
ハ

O
九
l
一
O

年
0
c
c々

で
刊
行
さ
れ
た
も
の
)
の
使
用
が
希
望
に
応
じ
許
容
さ
れ

る
と
す
る
も
の
。

資

〈

5
)
M
M
∞
ζ
ι
'
M
ω
P

(

7

)

何
〈
命
日

Dロ
〈
s

白
色
白
「
与
え
何
牛
己
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D
F
ω
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O

C
・

ω・
ブ

匂
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ゎ
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印

o
p
u
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r
E
-
吋二

2
2
3・
ロ
白
色
G
}
}
C
E
戸
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凶

B
三

ohE宮
i

州
民
守
口
・

ω
ω
ω
C
-
∞

NOω
・
白
白

ω
・
の
円
ム
町
ア
回
一
こ
え
何
色
・
宝
山
(
一
句
品
匂
〉
-

F
Pの
C
雪
国
ロ
ぐ

-
v
p『可一向己《伊
ω町内一

C
ω
・
品

M0・
∞

}
ω
-
h昨
・
一
一

2
・

m

h
・
開
L
・
日
仏

ω回一
ω

〔一

u
m
一〉・

(
8〉

MM
∞
γ白
血

Nω
∞・

北法23(1・178)178

ク
ラ

l
ク
意
見
、
そ
の
他

こ
れ
ら
同
事
件
の
上
告
を
受
け
た
述
邦
最
高
裁
は
本
家
の
性
質
か
ら
こ
れ

一
九
六
三
年
六
月
一
七
日
八
対
一
で
聖
書
朗
読
等
を
違
憲

を
共
に
審
理
し
、

と
し
た
。
裁
判
所
意
見
を
ク
ラ
[
ク
、
賛
成
意
見
を
そ
れ
ぞ
れ
ダ
グ
ラ
ス
、

ブ
レ
ナ
ン
、
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
、
そ
し
て
ハ

l
ラ
ン
が
、
ま
た
反
対
意
見
を

ス
チ
ュ
ワ
l
ト
が
書
い
た
。
ク
ヲ
l
タ
の
意
見
は
要
旨
次
の
よ
う
で
あ
る
。

宗
教
が
こ
の
国
の
歴
史
と
政
府
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
き
た
こ
と
は
事
実

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
歴
史
は
宗
教
の
歴
史
と
切
り
離
す
こ
と
は

で
き
な
い
ジ
か
、
あ
る
い
は
我
々
は
宗
教
的
な
国
民
で
あ
り
、
そ
の
制
度
は

〈

3
〉

至
高
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
人
間
の
不
可
談
の
権
利

ハ
4
)

〔

5
)

は
神
に
由
来
す
る
と
か
い
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
事
件
、

ゾ
ラ
ク
事
的
)
あ
る
い
は
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
仁
川
山
こ
れ
ら
を
具
体
的
に
示
す
と

こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
古
く
は
一
八
七

O
年
裁
判
官
タ
フ
ト
が
マ
イ
ナ
事
件
に

お
い
て
、
す
べ
て
の
宗
教
的
見
解
、
お
よ
び
宗
派
の
法
の
前
の
絶
対
的
平
等
、

あ
る
い
は
政
府
は
中
立
で
あ
っ
て
す
べ
て
を
保
護
し
、
い
ず
れ
を
も
特
に
優



遇
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
そ
の
い
ず
れ
を
も
誹
務
す
る
こ
と
な
く
取
り
扱
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ο

こ
の
裁
判
所
の
い
う
全
面
的
な
中
立
の
概
念
は
、
有
力
な
宗
派
、
ま
た
は
団

体
が
国
家
機
関
と
宗
教
機
関
の
結
合
、
乃
至
一
方
の
他
方
へ
の
協
力
、
あ
る

い
は
依
存
を
生
み
、
そ
の
結
果
正
統
派
の
教
義
の
背
後
に
政
府
の
公
的
支
持

が
み
ら
れ
る
と
い
う
歴
史
の
教
訓
か
ら
生
じ
て
い
る
。
国
教
条
項
が
こ
れ
を

(8)(完)

禁
止
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
中
立
の
概
念
は
宗
教
的
指
導
、
教

育
、
な
ら
び
に
儀
式
の
価
値
、
お
よ
び
特
に
人
が
国
家
か
ら
の
強
制
を
受
け

ず
自
己
の
方
向
を
自
由
に
選
択
す
る
権
利
を
認
め
る
自
由
な
宗
教
活
動
条
項

か
ら
も
生
じ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
は
相
互
に
重
な
り
合
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
意
味
に
つ
い
て
は
本
裁
判
所
が
こ
れ
ま
で
幾
度

アメリカ合衆国における政教分離の原則

も
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
本
件
で
は
、
聖
書
朗
読
と
祈
祷
が
朝
礼
の
際
に
斉
唱
さ
れ
る

べ
く
州
が
定
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
通
常
義
務
を
有
す
る
生

徒
の
活
動
の
一
部
と
さ
れ
、
教
師
の
監
督
と
参
加
に
よ
り
校
内
で
行
な
わ

4Fnww
》

れ
て
い
る
。
ゾ
ラ
ク
事
件
で
は
通
学
義
務
が
一
要
素
と
し
て
存
在
し
た
が
、

本
件
で
あ
げ
た
要
素
以
上
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
ア
l
ピ
ン
ト
ン
学

校
区
対
シ
ェ
ン
プ
事
件
の
第
二
審
判
決
は
本
件
事
案
に
宗
教
的
要
素
を
認

め
、
こ
れ
を
修
正
一
条
違
反
と
す
る
が
そ
れ
に
我
々
は
賛
成
す
る
。
ま
た

マ
!
リ
対
カ

l
レ
ッ
ト
事
件
で
は
、
聖
書
が
道
徳
的
価
値
の
促
進
等
の
た

め
に
使
用
さ
れ
た
と
州
は
主
張
す
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
は
そ
の
要

望
に
応
じ
デ
ュ
l
エ
イ
聖
書
の
使
用
を
、
ま
た
最
近
の
改
正
に
よ
り
、
宗

教
的
理
由
か
ら
不
参
加
希
望
者
に
は
そ
の
免
除
を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
本
件
朗
読
等
が
宗
教
的
性
格
を
持
つ
こ

と
を
何
よ
り
も
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

従
っ
て
両
事
件
で
は
宗
教
的
儀
式
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
が
本
件
申
立
人

等
の
権
利
を
直
接
侵
害
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
出
席
免
除
が

認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
更
に
本
件
事
案
が
宗
教
的

権
利
侵
害
が
相
対
的
に
軽
微
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
意
味
を
な
す
も
の
で

は
な
い
。
今
日
の
軽
微
な
違
反
の
潮
流
が
明
日
は
激
流
と
な
る
か
も
知
れ

な
い
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
「
自
由
に
対
す
る
最
初
の
経
験
に
お

円刊
V

い
て
警
告
を
す
べ
き
が
適
当
な
の
で
あ
る
。
」

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
活
動
が
許
容
さ
れ
な
い
か
、
き
り
、
「
世

俗
主
義
の
宗
教
」
が
学
校
は
公
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
主
張
さ
れ

る
。
し
か
し
国
は
、
宗
教
に
対
し
積
極
的
に
反
対
、
ま
た
は
敵
意
を
一
不
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
信
仰
者
よ
り
も
無
信
仰
者
を
優
先
さ
せ
る
意
味
で
の
「
世

俗
主
義
の
宗
教
」
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
勿
論
の
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
人
間
の
教
育
は
宗
教
の
歴
史
、
ま
た
は
文
明
の
進
歩
に
対
す
る

・
宗
教
の
関
係
を
学
ぶ
こ
と
な
し
に
完
成
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
さ
れ

る
。
も
と
よ
り
こ
こ
で
我
々
は
通
常
教
育
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
と
し
て
聖
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書
、
ま
た
は
宗
教
を
学
ぶ
こ
と
が
修
正
一
条
に
違
反
す
る
と
い
っ
て
い
る
わ
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け
で
は
な
い
。
し
か
し
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
は
こ
の
よ
う
な
場

資

合
で
は
な
い
。
本
件
の
場
合
は
、
政
府
が
宗
教
を
援
助
も
、
ま
た
は
宗
教
に

反
対
も
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
厳
密
な
中
立
の
維
持
を
要
請
す
る
修
正

一
条
に
違
背
し
た
宗
教
的
行
為
な
の
で
あ
る
。

我
人
吋
の
社
会
に
お
い
て
宗
教
は
崇
高
な
位
隠
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
家
庭
、
教
会
、
お
よ
び
倒
人
の
心
と
精
神
の
侵
す
こ
と
の
で
き
な

い
城
塞
に
依
存
し
、
そ
の
長
い
伝
統
を
、
通
じ
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
城
塞
を
侵
害
す
る
こ
と
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
国
家
の

権
限
外
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
を
経
験
を
通
じ
て
認
識
す
る
に
至
つ

て
き
た
の
で
あ
り
、
人
間
と
宗
教
の
関
係
に
お
い
て
国
家
は
中
立
の
立
場
に

{日〕

固
く
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ク
ラ
l
ク
裁
判
所
怠
見
に
対
し
タ
グ
ラ
ス
は
、
修
正
一
条

の
二
つ
の
条
項
は
表
現
は
只
な
る
の
で
は
ゐ
る
が
、
個
人
の
信
教
の
自
由
を

保
護
す
る
同
じ
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
旧
明
か
ら
、
本
件
の

行
為
は
右
の
中
江
概
念
を
絞
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
こ
の
た
め
の
公
金
の

類
、
が
低
い
も
の
で
あ
っ
て
も
修
正
一
条
違
反
は
変
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し

て
賛
成
意
見
を
述
べ
て
い
知
〉

ブ
レ
ナ
ン
は
、
四
一
瓦
に
わ
た
る
長
文
の
賛
成
意
見
を
述
べ
、
公
生
活
に

含
ま
れ
る
宗
教
的
要
由
来
の
す
べ
て
が
修
正
一
条
に
違
反
す
る
と
は
考
え
な
い

と
イ
し
つ
つ
も
、
ェ
ン
ゲ
ル
案
件
を
前
提
に
考
え
る
以
上
本
件
は
同
教
条
項
に

(

は

〉

抵
触
す
る
と
し
た
。

ハ

l
ラ
ン
の
賛
成
を
受
け
た
，
コ
ー
ル
ド
パ

l
グ
の
賛
成
意
見
は
、
ダ
グ
ラ

ス
と
同
様
、
国
教
条
項
、
と
自
由
条
項
が
完
全
な
信
教
の
自
由
と
寛
容
を
保
障

す
る
た
め
の
も
の
で
、
こ
の
結
果
国
は
宗
教
的
儀
式
を
と
り
行
な
う
こ
と
も
、

儀
式
参
加
を
強
制
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
宗
派
問
、
お
よ
び
宗

教
と
非
宗
教
の
問
に
依
恰
晶
艮
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
更
に
非
宗
教

〔

H
V

的
一
信
念
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
賛
成
意
見
に
対
し
、
反
対
意
見
を
述
べ
た
ス
チ
ュ
ア
l
ト
は
、

修
正
一
条
の
こ
う
の
条
項
を
あ
ら
ゆ
る
政
府
活
動
と
宗
教
活
動
の
関
係
に
対

し
適
用
し
得
る
「
教
会
と
国
家
の
分
離
の
畦
」
と
い
う
、
唯
一
の
憲
法
原
理
と

考
え
る
こ
と
は
誤
っ
た
極
端
な
単
純
化
で
あ
る
こ
と
、
両
者
は
相
互
に
補
足

し
合
う
が
、
国
教
条
項
の
純
理
論
的
な
解
釈
は
自
由
条
項
と
の
融
和
し
難
い

衝
突
を
招
く
こ
と
と
な
る
、
と
す
る
立
場
を
示
し
た
。
彼
は
、
問
題
の
二
つ

の
事
件
に
お
い
て
聖
書
朗
読
を
内
答
と
す
る
朝
礼
山
席
の
免
除
規
定
が
あ
る

こ
と
、
従
っ
て
出
席
強
制
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
山
席
免
除
の
規
定
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
要
求
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
の
結
果
学
校

は
そ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
適
切
な
配
慮
を
な
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と

述
で
こ
の
出
席
強
制
の
事
実
の
問
題
を
理
由
に
原
審
差
戻
を
主
張
し
た
。

北法23(1・180)180



(8)(完)

(
1〉

ω
Z
C
-
∞
-
N口一
γ

∞

{U同
一
吋
U
P
S
F
-
何色
-Mι

回
目
印
(
呂
田
ω)
・

〈

2
)
H
W
D
m
o一
〈
‘
〈
M
E
P
ω
吋O
C
-
ω
・
お
プ
ム
ωム
(
一
回
目
N〕
に
お
け
る

ブ
ラ
ッ
ク
意
見
。

〈

3
)
N
2
R
一
戸
〈
(
以
内
WCUB-ω
ム
ω
C
-
∞
-ω
口町、

ω
一ω
(
一8

3

に
お
け

る
ダ
グ
ラ
ス
意
見
。

(

4

)

メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
契
約
に
お
け
る
往
凶
の
父
迭
の
表
現
。

(
5〉

(
2〉
参
照
。

(
6〉
ハ

3
)参
照
。

(
7
〉
何
2
2
0
=
戸

出

S
与
え
開
門
]
ロ
n
P
E
E
-
ω
ω
o
c
-
∞-一

(
-
E
3
・

(
8
)
ζ
5
2
J
C
-
∞
富
吋
与
え
何
仏
P
H
E
t
-ロ
え
の
5
2
d
E
E
N
ω
o
c
r
s

ω仲
吋
二
(
-
∞
吋
一
N

)

・

(

9

)

(

3

)

参
照
。

(
川
)

Y

由。ョ
C
己

ω
一ω=ι
閉山
2
出
9
3
v
可
2

2
〉
関
山
5
込
用
山
己
記

5
5
〉
5
2
T

ヨ
gg-
本
誌
一
五
巻
三
号
五
二
一

O
良
参
照
。

〈

日

〉

ω吋
A
C
ω
-
N
8
・
主

MD品
lMMm

(
門

M〉

]rFP-nw丹

MOm-Mω0・

〔

門

ω〉

Hr-ιw
包
片

N81ω
宝・

(
川
門
〉

F
E
v
丸
谷
吋
・

(
叩

M
)
H
E
L
-
-
己
ω
o
u
l
ω
N
0・

アメリカ合衆国における政教分離の原則

判
決
の
反
応
!
憲
法
修
正
提
案

一-一
1

前
年
の
祈
藤
違
憲
判
決
に
引
き
続
く
こ
の
聖
書
朗
読
違
憲
判
決
は
再

び
ア
メ
リ
カ
の
世
論
を
か
き
立
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
前
年
の
法
廷

か
ら
厳
し
い
分
離
論
を
主
張
し
て
違
憲
判
決
に
多
く
賛
成
し
て
い
た
フ
ラ

γ

〈

2
〉

タ
フ
7
1
夕
、
か
出
て
、
新
た
に
ゴ
ー
ル
ド
パ
!
グ
が
加
わ
っ
た
。
一
九
六
三

《

3
〉

年
度
の
法
廷
の
判
決
は
お
よ
そ
予
想
の
つ
い
て
い
た
こ
と
で
、
そ
の
点
か
ら

い
え
ば
前
年
ほ
ど
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の
「
十
大
ニ
ュ
ー
ス
」
に
数
え
ら

れ
た
前
年
の
判
、
決
を
そ
の
ま
ま
受
符
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の

で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
議
会
が
引
き
続
き
憲
法
改
正
案
の
検
討
を
開
始
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
が
六
月
一
七
日
に

出
さ
れ
る
と
、
た
だ
ち
に
聖
書
朗
読
、
祈
躍
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
立
場
か

ら
の
慾
法
修
正
案
が
一
三
五
下
院
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

?
を
)

こ
れ
ら
の
憲
法
修
正
案
は
七
つ
の
タ
イ
プ
に
区
分
さ
れ
る
。
註
に
一
不
す
と

お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
ベ

y
カ
ー
が
提
出
し
た
も
の
が
あ
る
。
彼
は

(
5】

す
で
に
一
九
六
二
年
以
来
、
い
く
つ
か
の
修
正
案
を
提
出
し
て
い
る
が
、
一

九
六
三
年
九
月
、
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ツ
カ
i
修
正
案
」
を
提
出
す
る
。
彼
の
提

家
は
、
策
法
は
祈
祷
、
お
よ
び
聖
書
朗
読
を
禁
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と

す
る
点
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
J
」
の
よ
う
な
修
正
提
案
が
提
出
さ
れ
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る
に
と
も
な
い
一
九
六
四
年
四
月
二
二
日
、
下
院
司
法
委
員
会
で
公
聴
会
が

開
催
さ
れ
、
こ
れ
は
六
月
三
日
ま
で
継
続
さ
れ
た
。

下
院
の
司
法
委
員
会
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
選
出
の
セ
ラ
(
開
ロ
S
E
O一の内一一
2
)
を
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委
員
長
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
っ
た
彼
が
、
こ
れ
ら
憲

資

法
修
正
案
は
権
利
宣
言
一
の
意
味
を
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
こ

の
公
聴
会
開
催
に
反
対
で
あ
っ
た
点
に
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。
彼
の
反
対

に
か
か
わ
ら
ず
関
か
れ
た
公
聴
会
に
は
一
五
二
の
丙
院
合
同
決
議
案
お
よ
び

各
院
の
二
つ
の
同
一
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
提
案
議
員
に
よ
る
』
証
言
、

陳
述
、
資
料
の
提
出
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
エ
ン
ゲ
ル
事
件
、
マ
[
リ
事

件
最
高
裁
判
決
の
効
力
を
無
効
と
す
る
憲
法
修
正
を
成
立
せ
し
め
よ
う
と
す

る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
証
言
の
傾
向
は
各
宗
教
団
体
の
代
表
者
が

出
席
す
る
と
と
も
に
変
化
し
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
大
部

分
は
修
正
一
条
の
立
場
を
保
持
す
べ
き
で
、
こ
れ
を
実
質
的
に
変
更
す
る
修

正
に
反
対
し
た
。
こ
れ
に
対
し
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
公
的
に
は
直
接
こ
の
議

論
に
態
度
を
表
明
し
て
い
な
い
。
た
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
刊
行
物
の
う
ち
い

く
つ
か
は
修
正
案
に
反
対
の
立
場
合
}
示
し
、
数
人
の
聖
職
者
は
修
正
案
に
好

意
的
な
立
場
を
表
明
し
た
。

問
委
員
会
は
六
月
一
一
一
日
終
了
し
た
。
し
か
し
報
告
書
の
提
出
を
し
な
い
主

ま
、
第
八
八
議
会
が
一

O
月
三
日
休
会
に
入
る
と
と
も
に
す
べ
て
の
提
案
は

(
T
V
 

廃
案
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1〉
「
固
定
え
F
?
の
周
回
開
。
国

ω司
』

-H6

〉

Z
U
同
り
問
問
問
。
。
出
(
∞

2
2ロ

paω-u日
、
司
〈
丘
・
呂
田
町
〉
匂
・
印
白
ω
・

(
2
)

フ
ラ
ン
ク

7
7
1
タ
は
、
エ
ヴ
ア
ソ
ン
、
マ
ッ
カ
ラ
ム
、
ゾ
ラ
ク

の
各
事
件
で
違
憲
を
、
ま
た
マ
ツ
ガ
ワ
ン
事
件
で
合
憲
を
主
張
し
て

い
る
。
マ
ヅ
げ
刀
ワ
ン
事
件
で
は
ダ
グ
ラ
ス
を
除
き
他
の
裁
判
官
は
す

べ
て
合
憲
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
ホ
ワ
イ
ト
と
と
も
に

エ
ン
ゲ
ル
事
件
判
決
に
は
加
わ
っ
て
い
な
い
。
新
し
く
加
わ
っ
た
・
コ

ー
ル
ド
パ

1
グ
は
フ
ラ
ン
ク
フ

7

1
タ
と
問
機
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
、
そ

の
教
義
に
忠
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
政
教
分
離
に
つ
き
厳
格
な
分
離
論

を
と
る
立
場
に
あ
る
と
い
え
る
。
過
去
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
連
邦
最
高

裁
裁
判
官
で
あ
っ
た
の
は
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス

(
F
2
2
0
∞
S
E
m町、

呂
町
田
〉
、
ヵ

l
ド
1
ゾ
(
回
S
V
S
E
Z・
ゎ
2
L
D
N
9
-
B
N
)
の
二
人

で
一
九
六
二
年
ま
で
に
は
四
人
と
な
る
。

(
3
)
吋

7
2号
見
回
μctz=w
吋

Zω
。r
g一
P
ミ
2
F
E
P
伊
丹
広
三
宅

岡
山

2
R当
ハ
〉
甘
口
}
M
0
・
沼
田
ω)
沼
y
m
M一12.

コl
吋
∞
・
パ
ワ
エ
ル
は
コ

ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
教
育
庁
広
報
官
。
吋
}
出

ω
n
y
c
c
一
∞

5τ
宅
い
〉

。sm
ω
Z
L可

E
H
W
E
B
E
g
-

閉
山
伶

-
G
5
2・
ω
邑
旬
。
-
E
2
の
著
書
が

あ
る
。
彼
は
エ
ン
ゲ
ル
事
件
、
お
よ
び
そ
の
反
応
を
分
析
し
、
選
邦

最
高
裁
に
係
属
中
の
マ
l
リ
事
件
、
シ
ェ
ン
プ
事
件
の
判
決
が
同
様

に
違
憲
と
な
る
予
想
を
し
て
い
る
。

(
4〉
一
九
六
四
年
三
月
二
四
日
の
下
院
司
法
委
員
会
に
よ
る
と
以
下
の

ょ
う
で
あ
る

C

H
公
立
校
に
お
け
る
児
童
の
任
意
な
祈
祷
を
認
め
る
も
の
。
同

公
立
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
任
意
の
祈
躍
を
認
め
る
も
の
。
同

学
校
、
お
よ
び
そ
の
他
公
的
場
所
に
お
け
る
祈
祷
を
認
め
る
も
の
。
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(8)(完〉

伺
同
の
場
合
、
聖
書
朗
読
を
加
え
る
も
の
。
同
同
の
場
介
、
エ

ン
ゲ
ル
事
件
で
用
い
ら
れ
た
も
の
を
用
い
る
も
の
。
内
政
府
の
、

ま
た
は
公
け
の
文
書
、
行
為
、
儀
式
、
ま
た
は
貨
幣
、
通
貨
、
証
券

の
上
に
神
を
信
頼
ま
た
は
神
の
加
護
を
求
め
る
と
す
る
表
現
を
用

い
、
ま
た
は
入
れ
る
も
の
。
同
そ
し
て
公
立
校
、
ま
た
は
他
の
公

的
場
所
、
ま
た
は
政
府
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
神
を
信
ず
る
こ

と
、
ま
た
は
抽
仰
を
信
頼
す
る
と
い
う
用
語
、
祈
薦
、
ま
た
は
聖
書
朗

読
を
認
め
る
も
の

o
n
g唱
宮
己

DE--)お
B門

(
Z
O〈

-uE〉
司
℃

M
m吋
l
N
m
∞・

(
5
)

一
九
六
二
年
提
案
に
つ
い
て
は
前
節
で
触
れ
た
。
彼
は
六
三
年
一

月
に
も
提
案
を
し
て
い
る
。

(
6
)

ベ
ツ
カ
l
提
案
は
「
第
一
節
、
本
憲
法
に
は
、
参
加
者
が
自
由
意

思
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
政
府
の
、
あ
る
い
は
公
立
の
学
校
、
施
設
、

ま
た
は
場
所
に
お
い
て
、
祈
躍
、
ま
た
は
聖
書
の
引
用
、
朗
読
、
あ

る
い
は
聴
取
を
禁
じ
て
い
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
第
二
節
、
〈
右
の

註
(
3〉
の
同
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
)
。
第
三
節
、
本
条
項
の
い
ず
れ

も
国
教
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
す
る
も
の
。

ZE--
日

M
M
m
u
・

(
7〉

FE--
℃

-Mg

アメリカ合衆国における政教分離の原則j

、t
1
J

n
4
 

の
意
思
」
の
決
議
表
明
を
試
み
る
。
こ
れ
に
は
ア
ラ
パ
マ
州
選
出
上
院
議
員

」
れ
に
対
し
上
院
で
は
憲
法
修
正
案
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
「
議
会

の
エ
リ
オ
ッ
ト
(
わ
ω
ユ一巴
Z
0
2
〉
、
お
よ
び
ニ
ュ

1
・
ジ
ャ
l
ジ
州
選
出
の
ウ

ォ
1

ル
ハ
ウ
ザ

(cg円
常
玄
・
君
主
E
5
2〉
の
も
の
、
が
あ
る
。
前
者
は
特

定
の
教
派
に
偏
よ
ら
な
い
祈
祷
、
聖
書
の
朗
読
を
憲
法
は
百
定
し
な
い
と
す

〈

1
〉

る
も
の
に
対
し
、
後
者
は
神
の
公
的
承
認
は
適
当
と
す
る
積
極
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
八
八
議
会
閉
会
と
と
も
に
廃
案
と
な
っ
た
。

し
か
し
上
院
で
憲
法
修
正
案
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
六

月
一
七
日
シ
ェ
ン
プ
・

7
1
リ
判
決
が
出
さ
れ
た
数
日
後
、
八
つ
の
憲
法
修
正

案
の
ほ
か
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
選
出
の
民
主
党
員
ハ

l
ト
キ
(
〈
E
B
E
R
F乙

は
「
宗
教
的
黙
想
」
を
提
案
す
る
。
こ
れ
は
上
院
司
法
委
員
会
に
付
託
さ
れ

る
が
議
会
の
閉
会
と
と
も
に
廃
案
と
な
る
。
か
く
て
上
院
の
憲
法
修
正
運
動

(

2

)

 

も
突
を
結
ぶ
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
会
の
試
み
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
る
。
翌
一
九
六
五
年
の

第
八
九
議
会
で
も
こ
の
種
の
憲
法
修
正
案
が
提
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
九

月
二
一
日
イ
リ
ノ
イ
選
出
の
上
院
議
員
タ

l
ク
セ
ン
(
?
さ
の
2
U
E
G
S
)
の

〔

3
V

提
案
は
公
立
校
で
の
任
意
の
祈
祷
を
許
容
す
る
と
す
る
も
の
で
、
最
終
投
票

で
は
四
九
対
三
七
で
必
要
な
三
分
の
こ
の
投
票
に
九
票
不
足
で
敗
れ
て
い

《

4
V

る
。
他
方
こ
の
投
票
に
先
立
ち
同
日
、
無
言
の
任
意
の
祈
祷
、
ま
た
は
黙
想

を
許
容
す
べ
き
、
と
す
る
決
議
案
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
選
出
の
民
主
党
員
ベ
イ

北法23(1・183)183

〈
∞
片
手
目
白
〕
吾
〉
に
よ
り
提
案
さ
れ
て
い
る
が
五
二
対
三
三
で
却
下
さ
れ
る
。

共
和
党
員
で
あ
る
ダ

l
p
セ
ン
の
修
正
案
は
敗
れ
た
。
彼
は
た
だ
ち
に
修
正

案
の
支
持
を
求
め
る
た
め
の
全
国
的
組
織
を
作
る
旨
発
表
し
た
。
そ
の
援
助



本ヰ

者
中
に
は
オ
ラ

γ
タ
改
革
派
教
会
(
口
三
n
y
i
H
凶
弘
司
自
止
の
T
C
R
5
の
ポ
l
リ

資

ン
グ
(
O
E
M円
}M
同

vozp伺
〉
、
お
よ
び
伝
送
者
ビ
リ
l
・
グ
ラ
ハ
ム
(
回
一
一
可
。

zl

〔

B〉

Z
E
)
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
試
み
が
突
を
結
ぶ
か
ど
う
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
州
の
諸
判
決
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
判
例
の
流
れ
は
朝
礼
の
際
の
聖
書

朗
読
、
主
の
祈
り
を
否
定
す
る
方
向
に
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
の
判
決
は
こ
の

よ
う
な
湖
、
流
の
上
に
あ
っ
て
蓄
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
憲
法

修
正
に
よ
っ
て
右
の
行
為
等
を
導
入
す
る
と
い
う
試
み
が
歴
史
の
歯
卒
を
逆

に
ま
わ
し
、
少
数
者
の
権
利
の
保
護
を
目
標
と
し
続
け
た
連
邦
最
高
裁
一
八

O
年
の
努
力
を
無
に
す
る
も
の
、
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
l
)

前
の
項
註
(
3
)
に
一
不
さ
れ
た
一
九
六
四
年
一
一
一
月
二
四
日
の
下
院
提

案
の
同
と
ほ
ぼ
同
様
。

(
2
)

目『正
J

司

Mg

(
3
)

ダ
ー
ク
セ
ン
修
正
案
(
虫
持
活
口
〉
ヨ
ヨ
ι
B
3
3
は
一
九
六
四
年

下
院
で
の
ベ
ツ
カ
!
修
正
案
よ
り
も
範
囲
を
限
定
し
て
い
る
。
条
文

は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
本
憲
法
は
、
全
部
ま
た
は
一
部
公
金

の
支
出
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
い
る
い
か
な
る
学
校
、
学
校
組
織
、
教

育
制
度
、
あ
る
い
は
他
の
公
共
建
築
物
を
管
理
す
る
も
の
が
、
学
生
、

ま
た
は
そ
れ
以
外
の
も
の
の
、
祈
祷
へ
の
任
意
な
参
加
を
定
め
、
主

た
は
許
容
す
る
の
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
条
項
は
、
右
の

祈
棺
怖
の
形
式
、
ま
た
は
内
容
を
定
め
る
権
能
を
右
の
管
理
者
に
認
め

る
も
の
で
は
な
い
。
」
∞
』
白
ロ
戸

h
r
c
戸
除

ω
g
-
ω
O∞
(
呂
田
町
)

(
4〉
賛
成
票
は
民
主
党
員
二
二
、
共
和
党
員
二
七
、
反
対
票
は
民
主
党

員
三
回
、
共
和
党
員
三
と
な
っ
て
い
る
。
∞

]
E『・(リ
7
2・
h
v

∞
g-

印〔〕
O

(

一一山田町一)・

(
5
)
p
r
F
H
V・印
0
0
.

第
五
節

国
家
と
宗
教
の
分
離
ー
そ
の
他
の
問
題

右
に
み
た
公
立
校
で
の
宗
教
教
育
、
聖
書
朗
読
、
お
よ
び
祈
祷
の
諸
問
題

の
ほ
か
、
国
家
活
動
と
宗
教
活
動
の
関
係
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ

る
。
第
五
節
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
の
所
在
を
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

公
立
校
で
の
聖
書
配
布

-
公
立
校
で
の
聖
書
配
布
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
テ
ュ

l
ダ
対

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
教
育
委
員
会
事
例
吋
邑
耳
〈
∞
自
己
申
『

E
ロ

g
gロ
G
h

M
N
C
同「

2
2丘
公
也
印
ω)
が
あ
る
。
無
料
で
聖
書
配
布
を
行
な
っ
た
国
際
ギ
デ

オ
ン
(
。
正

gコ
ゲ
件
。
ヨ
三

5
E一
)
は
聖
書
の
配
布
を
通
じ
て
広
く
キ
リ
ス
ト

教
の
宣
布
を
進
め
て
き
た
団
体
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
聖
書
配
付
を
許
容
し

た
教
育
委
員
会
を
被
告
と
し
て
訴
え
た
原
告
は
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
彼
ら
の
主
張
は
、
配
布
さ
れ
た
聖
書
は
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
指
導
に
基
づ
く
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
許
容
は
特
定
の
宗

派
に
対
し
、
公
的
な
価
値
づ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
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に
あ
る
。

ニ
ュ

1
・、ンヤ

1
ジ
州
最
高
裁
の
ヴ
ア
ン
ダ
ピ
ル
ト
(
〈

ELO円玄一昨)

判
官
は
、
歯
家
と
宗
教
の
分
離
の
歴
史
を
、
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
に
さ
か
の
ぼ

り
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
暗
黒
時
代
、
宗
教
改
革
、
英
国
国
教
会
の
成
立
、

米
国
初
期
の
植
民
地
時
代
、
修
正
一
条
の
成
立
、
そ
の
意
味
を
詳
細
に
た
と

り
、
結
局
問
題
は
、
教
育
委
員
会
が
特
定
の
宗
派
に
対
し
聖
書
配
付
を
許
容

し
た
こ
と
は
他
の
宗
教
、
宗
派
に
優
越
し
た
扱
い
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う

か
、
に
あ
る
と
し
た
。
原
告
の
主
一
振
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
旧

アメリカ合衆国における政教分離の原則 (8)(完)

約
聖
書
こ
そ
が
聖
書
で
あ
っ
て
、
配
布
さ
れ
た
新
約
聖
書
の
一
部
は
ユ
ダ
ヤ

教
の
教
え
と
完
全
に
矛
居
間
す
る
こ
と
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
と
っ
て

カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
以
外
の
編
纂
に
か
か
る
聖
書
は
祭
じ
ら
れ
る
こ
と
、
の
二

点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
被
告
は
、
聖
書
の
配
付
は
自
由
な
宗
教
活

動
の
保
障
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
受
け
と
る
こ
と
は
強
制
さ
れ
な
い
こ

と
、
ま
た
配
付
に
際
し
て
宗
教
上
の
儀
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
考
え
て
み
る
に
、
ま
、
す
聖

蓄
を
受
け
と
る
も
の
と
受
け
と
ら
な
い
も
の
が
出
る
こ
と
に
よ
り
児
童
間
に

宗
教
と
の
区
別
が
生
ず
る
こ
と
、

F
=聞
く
∞
富
三
え
県
日
戸

E
C
g
(
M
A印

同
一
一
ω
ω
ム
)
に
よ
れ
ば
児
童
が
宗
教
的
行
為
に
不
参
加
の
自
由
が
あ
る
か
ら

と
て
公
立
校
内
の
宗
教
的
行
為
を
合
憲
と
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
、

は
公
立
校
で
宗
教
的
出
版

裁

ま
た
忌
同
一
一
日
〈

(US宮
門
(
印
M

Z
・
ζ
・
ω
印
印
)

(

2

)

 

物
を
配
付
す
る
こ
と
の
差
止
請
求
訴
訟
を
認
容
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
、
ギ

デ
オ
ン
に
よ
る
聖
書
配
付
の
動
機
は
ホ
テ
ル
、
病
院
、
学
校
、
そ
の
他
の
施

設
に
聖
書
を
常
備
し
、
人
を
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
向
け
し
め
る
と
こ
ろ
に
あ

る
こ
と
、
ま
た
、
配
付
の
際
に
は
児
童
が
学
校
で
カ
1

下
を
受
け
と
り
、
両

親
の
署
名
を
得
て
学
校
で
実
際
に
児
童
が
聖
書
を
受
領
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
点
か
ら
考
え
て
公
立
校
で
の
聖
書
配
付
を
許
符
ず
る
こ
と
は
特
定
の

宗
派
の
宗
教
活
動
を
援
助
す
る
結
果
と
な
る
。
ヴ
ァ

γ
ダ
ピ
ル
ト
裁
判
官
は

A
S
U
 

右
の
腿
旨
に
基
づ
主
糸
止
命
令
を
容
認
し
た
。

(
1
〉
一
品

Z
・』・

2
・
5
0
〉
・
包
∞
勾
(
一

8
3
・

(
2
〉
こ
の
事
件
で
は
長
老
派
の
教
会
に
よ
る
宗
教
的
上
の
印
刷
物
、
か
常

時
教
室
に
置
か
れ
、
補
充
さ
れ
、
児
童
が
い
つ
で
も
利
用
で
き
る
状

態
と
な
っ
て
い
た
も
の
。

(
3
〉
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
列
・
目
。
5
Y
E
g
-
-『
Z
E
C一
可
思

rr

山口仏門}戸内州司己})一昨

ω口プ
c
o
r
-
b
o
n
o
E巴
}
]
h
-
ρ
Eユ'品

ι

吋印
(
-
U
印一口、

ほ
か
に
わ
G
E
E
S円
ま
た
は

Z
G
Z
と

し

て

会

〈

mwr
同州巾〈，

吋白田(一回印印
)
h
ω
ω
吋・
H
K
C
E
E
C
-
F

』C
G
ア
M
m
U
(
一回印印〉

h
印旧

宮

E
f
r
同阿君、↓
0

印
吋
(
否
認
)
H
ω
ム
∞
-
C・
F
-
河
内
〆

ω吋印

公
U
印品一)日

ω
円
)
戸
市
芦

L
r
'
H
Nぬ〈・
M

吋
吋
(
一
回
印
品
〉
日
ム
N
O
S
-
「

』
E
F
ム
印
印
(
否
定
)
山

ω∞
ヌ
5
3・
r
m
2
e
m
g
c
s
s
v
M印

F
由
凶
器
-
H
h
-

問符〈
-
M
吋一(一回印
k
R
)
h
M
U
Z
-
J
1・
c・
戸
・
刀
命
〈
一
MU口
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が}

(一

U
Z
)
U
M∞
Z
D
仲ヨロ
E出
。
戸
山
ノ
ミ
ミ
∞
(
一
∞
印
ム
〉
一

N
吋
吋
何
回
】
匂
-

F
w
p
c
m
ユ
ωω
∞
〈
一
回
印

hcu
品
。
〈
2
・
円

hw
河

2
・
ム
∞
吋
(
一

U
Z〉
が

あ
る
。

資

公
立
校
に
お
け
る
聖
次
着
用

連
邦
憲
法
六
条
は
公
職
就
任
の
要
件
と
し
て
の
宗
教
上
の
宣
誓
を
禁
止
す

る
。
公
立
校
教
師
の
任
用
に
あ
た
っ
て
も
こ
の
趣
旨
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は

当
然
で
あ
る
。
ア
リ
ゾ
ナ
州
憲
法
二
条
七
節
が
公
的
教
育
施
設
に
教
師
、
生

徒
、
お
よ
び
児
童
が
入
る
際
の
要
件
と
し
て
宗
教
上
、
ま
た
は
政
治
上
の
テ

ス
ト
を
要
求
す
る
の
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
こ
の
点
を
示
す
代
表
例
と
い
っ

て
よ
い
。
し
か
し
宗
教
上
の
理
由
に
よ
っ
て
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
れ
ら
の
趣
旨
は
、
公
的
機
関
に
お
い
て
任
意
な
行
為
、
乃
五
行
動
を
許
容

す
る
こ
と
ま
で
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
公
立
校
教
師
と
し
て
の
宅
一
験
者

の
聖
衣
着
用
が
こ
の
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
。
聖
職
者
の
立
場
か
ら
い
え

ば
、
い
か
な
る
時
、
場
所
に
か
か
わ
ら
ず
日
常
用
の
聖
次
着
用
は
、
翠
職
者

の
義
務
で
あ
り
、
修
正
一
条
の
立
場
か
ら
い
え
ば
権
利
で
あ
る
と
も
い
え

る
。
こ
れ
に
対
し
、
公
的
機
関
と
し
て
の
教
育
施
設
で
は
、
特
定
の
宗
派
、

ま
た
は
教
派
に
有
利
な
、
ま
た
は
偏
し
た
教
育
方
法
は
禁
じ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
聖
戦
者
の
宗
教
の
自
由
の
保
護
、
お
よ
び
宗

教
を
理
由
と
し
た
差
別
の
禁
止
の
要
請
と
、
政
教
分
離
に
基
づ
く
教
育
に
お

け
る
中
立
の
要
請
の
衝
突
が
生
ず
る
。

1
1
J
 

1

初
期
の
判
決
は
こ
の
両
者
の
う
ち
前
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
、

r
f
L
 

八
九
四
年
の
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
州
最
高
裁
の
ハ
イ
ス
ン
対
ガ
リ
ツ
イ
ン

(
2
)
 

部
学
校
区
事
件
国
首
g
m
〈
の
と
}
再
出
口
∞
2
2
m
r
ω
口
E
C一
豆
島
『
互

(
一
包
ち
は
そ
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
公
立
校
の
教
師
で
あ
る
四
人
の
修

道
女
の
聖
火
着
用
、
が
争
わ
れ
た
こ
の
事
件
で
、
裁
判
所
は
、
教
師
の
宗
教
上

の
信
念
は
聖
衣
等
の
着
用
の
有
無
に
関
係
な
く
父
兄
、
児
童
に
明
ら
か
で
あ

り
、
そ
れ
ら
翌
十
火
、
が
宗
教
的
信
念
を
外
部
に
表
示
す
る
こ
と
を
理
由
に
そ
の

着
用
を
祭
止
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
宗
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ

お
v

と
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
判
事
の
反
対
意
見
は
、
こ
れ
ら
修
道
女
は
世

俗
の
教
削
と
は
異
な
り
特
定
の
宗
教
的
信
念
の
下
に
教
育
活
動
に
あ
た
っ
て

い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
、
聖
衣
着
用
に
よ
る
公
立
校
で
の
教

育
活
動
は
分
離
原
則
に
反
す
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

、l
J2

こ
の
立
場
は
ノ

l
ス
・
ダ
コ
タ
州
の
一
九
三
六
年
の
ゲ
ア
ハ

l
ド
対

r
i
!
i
、

‘

戸

a品
宮

}

ハ
イ
デ
事
件
。
弓

E
三
件
〈

Z2ι
今
回
ω
由
〉
で
も
同
様
で
、
公
立
校
で
教
師

が
宗
教
上
の
信
念
セ
表
示
す
る
服
装
を
す
る
の
が
賢
明
で
あ
る
か
一
台
か
を
決

定
す
る
の
は
裁
判
所
の
役
割
に
は
属
さ
な
い
こ
と
、
ま
た
か
か
る
服
装
は
児

童
に
何
の
害
も
与
え
て
い
な
い
こ
と
、
を
理
由
に
聖
衣
着
用
の
差
止
請
求
を

棄
却
し
た
。
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(
5
)
 

イ
ン
デ
イ
ア
ナ
州
最
高
裁
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
対
ボ
イ
ド
事
件

F
F
E
B

〈

8' [3J 
可

β‘ 
/町、

U 

23 
、】ノ

も
ま
た
l司
じ
立
場

立
ぐコ

(
1
)
(
U
2
5
t
p
t
cコ
え
〉
2
N
D
E
・
2
門
口
-
m
丹

1

・

(
2
)

一
白
ム
司
F

町一
~
?
ω
O
〉
w

k

干∞
M

・
M
m
r
-
M
N

〉・吋〔
}ω
・
ム
ム
〉
ヨ
・

ω
?

如
何
回
y
m
ω
N
(
}
白
山
ム
)

(
3
)
ω
O
〉・

ω片
品
∞
品

(
4
)
8
2・
U-
主
P

M

m
可

Z-
巧
-

-

N

1

(

一呂田)・

(

5

)

N

一寸『ロ仏
'ω
ム∞
-

M
∞
Z
目
何

M

L

M
印白

(
-
2
3
・

(8)(完〉

(
1
V
 

4

一
八
九
五
年
の
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ヱ
イ
ニ
ア
州
法
は
公
立

校
引
の
聖
衣
着
用
を
祭
止
す
る
が
、
同
法
は
コ
モ
ン
ウ
ヱ
ル
ス
対
ハ
!
事
問

。。ョョ
S
君
主
子
-
〈

Z
2『
(
一
山
一
口
)
に
お
い
て
修
正
一
条
、
一
四
条
、
ぉ

こ
れ
に
対
し
、

アメリカ合衆国における政教分離の原則

よ
び
州
憲
法
一
条
三
、
四
節
に
も
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
た
。

裁
判
所
は
こ
の
判
決
で
、
公
立
校
教
師
は
そ
の
教
育
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ

て
実
質
的
に
も
、
ま
た
外
見
上
も
中
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し

て
州
は
こ
れ
を
要
求
し
得
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

-
i
J
 

5

こ
の
点
は
教
師
、
か
宗
教
問
題
に
つ
い
て
中
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

F
E
l
l
、

〈

3
)

と
し
た
パ
l
ン
ズ
対
フ
ア
ル
マ
ウ
ス
事
件

F
3
2
ぐ・

3
5
9
M
H
Y
(
一∞一
O
〉

の
[6J立

場
を
支
持
す
る
も
(J) 

で
あ
る

(
4
)
 

一
九

O
六
年
の
オ
コ

γ
ナ
l
対
へ
ン
ト
リ
ッ
ク
事
件

cssg円〈・

出

g《】ユ円「
(
-
u
o
自
)
の
場
合
は
、
こ
の
聖
衣
の
着
用
が
ニ
ュ
!
・
ヨ
l
ク
州

憲
法
九
条
四
節
の
、
州
の
公
金
は
直
接
、
間
接
を
問
わ
ず
宗
教
団
体
の
監
督

下
に
お
か
れ
て
い
る
教
育
施
設
に
用
い
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
定
め

に
違
反
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
の
場
合
は
州
憲
法
が
具
体
的
に
公
金
の

支
出
に
つ
き
制
限
を
定
め
て
お
り
、
パ
ー
ト
レ
ッ
ト
裁
判
官

(
F
E
a
c

は
、
こ
の
憲
法
の
規
定
は
公
立
校
に
お
け
る
特
定
の
宗
派
的
な
影
響
を
一
切

排
除
す
る
目
的
に
あ
り
、
公
立
校
に
お
け
る
修
道
女
の
聖
火
の
着
用
は
特
定

の
宗
派
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
植
え
つ
け
る
こ
と
と
な
る
、
と
し
て
着
用
禁

止
の
尿
判
決
を
支
持
し
た
。

、』J7

こ
の
傾
向
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
州
最
高
裁
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
対
パ
l
カ

門

5
)

l
事
件
窓
口
口
Q
S
E
〈・

3
長
2
C
8
8
で
同
様
に
一
不
さ
れ
、
以
下
ネ
ブ
ラ

円

n
o
V

〈

7
)

ス
カ
法
、
オ
レ
ゴ
ン
法
に
よ
っ
て
着
用
禁
止
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

、l
t
J

河
こ
の
よ
う
な
推
移
の
中
で
ケ
ン
タ
ッ
キ
州
最
高
裁
の
ロ
ウ
リ
ン
グ
対

(
8
)
 

バ
ト
ラ
事
件
伊
三
百
四
戸
∞
広
三
日
(
一

8
5
は
こ
れ
ま
で
の
着
用
違
憲
の

立
同
明
か
ら
着
用
合
憲
の
判
決
を
再
び
示
し
た
も
の
と
し
て
注
臼
さ
れ
る
。
そ

の
理
由
は
、
修
道
女
の
宗
教
的
信
念
、
お
よ
び
服
装
は
ま
っ
た
く
個
人
的
な

北法23(1・187)187

も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
公
立
校
で
そ
の
宗
教
と
の
信
念
を
指
導
し
た
も
の
で

は
な
く
、
従
っ
て
彼
ら
の
宗
教
的
信
念
を
理
由
に
公
立
校
で
の
指
導
を
禁
止

す
る
こ
と
は
修
正
一
四
条
の
法
の
平
等
な
保
持
を
拒
否
す
る
に
等
し
い
、
と



iE十

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

7

J

(

9

U

 

9

右
判
決
に
先
立
つ
ニ
ュ

l

・
メ
キ
シ
コ
の
ゼ
ラ
l
ズ
対
ハ
ブ
事
件

F
J
1

、

N
巳
一
耳
切
戸
国
丘
町
会
田
三
)
は
、
活
用
を
禁
止
す
る
法
令
が
い
仔
在
し
な
か
っ

た
場
合
で
あ
る
が
、
活
用
禁
止
訪
求
を
容
必
し
た
も
の
で
、
右
判
決
も
、
こ

の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
。
な
お
、
担
火
活
用
の
問
題
は
な
お
今
日
、
マ
サ

〈
刊
)

チ
ュ
I
セ
ッ
ツ
、
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
で
そ
の
迎
ダ
が
川
わ
れ
て
い
る
。

資

(

1

)
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)

「
:
:
:
(
公
立
校
教
師
が
)
そ
の
職
務
遂
行
中
は
、
宗
教
凶
体
、

宗
派
、
教
派
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
を
示
す
服
装
・
:
・
」
を
活
用

し
て
は
な
ら
な
い
。
∞
円
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ω
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問
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三
宗
教
的
信
条
を
理
由
と
す
る
良
心
的
兵
役
続
否

可
1
J日

宗
教
的
信
条
を
理
由
と
す
る
良
心
的
兵
役
担
否
の
問
題
は
凶
家
と
宗

(
1
)
 

教
の
関
係
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
比
較
し
、
新
し
い
問
題
と
い
え
る
。
国
家
が

宗
教
的
信
条
に
基
づ
く
兵
役
引
壱
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
宗
教
を
理

由
と
し
て
特
別
な
取
扱
い
を
す
る
故
に
一
種
の
優
遇
に
な
り
は
し
な
い
か
、

(
2〉

の
問
題
が
こ
こ
で
の
中
心
的
な
課
題
で
あ
ろ
う

G

そ
も
そ
も
宗
教
的
信
条
を
袈
由
と
す
る
良
心
的
兵
役
相
一
台
の
特
権
は
、
当

s

v

h

4

〉

初
回
の
恩
忘
と
し
て
許
容
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
組
民
地
時
代
、
州
、
お

ハ
5
}

〈

G
)

よ
び
…
応
邦
に
お
け
る
良
心
的
兵
役
相
否
を
認
め
て
き
た
判
例
、
立
法
の
流
れ

を
た
と
っ
て
み
る
と
、
こ
の
兵
役
瓶
一
台
の
許
容
の
容
認
は
結
局
の
と
こ
ろ
宗

教
的
な
平
和
主
義
者
の
信
条
、
お
よ
び
行
動
の
自
由
を
最
大
限
保
障
す
る
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
の
問
題
は
、
議
会
が
良
心
的
兵
役
拒

否
を
認
め
る
際
に
い
か
な
る
基
準
を
も
っ
て
宗
教
的
平
和
主
義
者
を
定
め
る

か
、
に
あ
る
。
一
誌
に
あ
げ
た
法
令
が
従
来
定
め
て
き
た
基
準
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
が
、
第
一
次
大
戦
の
際
に
は
、
す
で
に
広
く
認
容
さ
れ
、
確
立
さ
れ
た

宗
派
で
、
そ
の
教
義
お
よ
び
信
条
に
よ
り
、
そ
の
構
成
員
に
い
か
な
る
形
態
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∞
2
i
n
o
〉
広

C
{

一出品
0
・
n
y

吋
M0.
制
印
(
由
〉
‘
印
品
位
三
回
∞
∞
∞
)
、

そ
し
て
現
行
法
(
忠
洋
三
・

2
ω
(
-
宝
∞
)
w
g
ω
ヨ
ヨ
ハ
凶
丘
・
印
O
C

ω
-
n
-
〉
勺
℃

-
m
s
m
(
」
〉
(
否
認
〉
〉
が
あ
る
。
現
行
法
の
定
め
は
、

「
本
節
は
・
:
・
宗
教
的
教
育
お
よ
び
信
念
に
基
づ
き
、
い
か
な
る
形

態
の
戦
争
に
も
良
心
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
者
に
・
目
-
戦

闘
の
教
育
お
よ
び
役
務
に
従
事
す
る
よ
う
求
め
る
べ
く
解
釈
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
本
節
に
お
い
て
宗
教
的
教
育
お
よ
び
信
念
と
は
、
い

か
な
る
人
間
関
係
か
ら
生
ず
る
も
の
よ
り
も
優
越
し
た
義
務
を
含

む
、
至
高
の
存
在
公

ω毛
円
。
ヨ
何
回
。
5
m〉
に
関
す
る
個
人
の
信
念

を
意
味
す
る
。
し
か
し
政
治
的
、
社
会
的
、
ま
た
は
哲
学
的
見
解
、

あ
る
い
は
単
な
る
個
人
的
溢
徳
律
を
本
来
含
む
も
の
で
は
な
い
。
」

と
す
る
。

(

7

)

白

k
F
h
c
-
r
・河内〈
-

U

品目〈一
u
m
b
・

〈
8
〕

〈

U7・吋
N0
・
叩
(
問
)
・

2
ω
g
?
∞∞∞・

(
9
〉
一
ωω

町
民
吋
O
ω
(
M
L
h
F
G
A
ω
)
・

(
旧
)
-
印
由
】
り
-
N
ι
ω
〕「吋〈
2
7
n可)・

2
円?
ι
。
口
出
子

ω
M
U
C
ω
・寸回印

(-UAm)
・

資

、lJn
L
 

fil
、

と
し
て
の
「
宗
教
的
」
の
慈
に
つ
き
、
単
な
る
宗
教
的
信
念
に
限
ら
れ
な
い
と

〈

1
v

す
る
立
場
を
と
っ
た
の
に
対
し
、
パ
ー
マ
ン
対
合
衆
国
事
件
で
は
哲
学
的
、

F
qム
d

あ
る
い
は
道
徳
律
に
基
づ
く
兵
役
拒
否
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
な
い
恥
と
す
る

」
の
合
衆
国
対
カ
ウ
テ
ン
事
件
で
裁
判
所
は
兵
役
拒
否
許
容
の
要
件

立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
か
く
て
こ
の
後
者
の
立
場
は
一
九
四
八
年
上

院
司
法
委
員
会
に
お
い
て
、
同
法
の
宗
教
に
つ
い
て
の
定
義
と
し
て
採
用

〈

3
)

さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
こ
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
判
決
が
出
さ
れ

(
4
v
 

る
。
一
九
五
二
年
の
ジ
ョ
ー
ジ
対
合
衆
国
事
件
。

g
同問。〈

C
2
Z
L
ω
g
g

(

5

)

 

一
九
五
五
年
の
合
衆
国
対
ベ
ン
デ
イ
ク
事
件

C
2
2
L
忽
巳
由
ぐ
・

北法23(1・190)190

(一∞印
N

〉、

∞巾コ
ι
H
r
(
-
U印
印
)
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
こ
の
上
院
の
定
義
づ
け
は
ア
メ
リ

カ
の
社
会
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
宗
教
の
定
義
に
適
合
す
る
も
の

(
6
)
 

で
あ
る
、
と
す
る
立
場
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
後
者
で
は
、
至
高
の
存

在
を
信
ず
る
点
を
特
に
否
認
し
た
上
告
人
の
良
心
的
兵
役
拒
否
の
主
張
に
対

し
、
宗
教
的
な
理
由
に
基
づ
く
兵
役
拒
否
と
哲
学
的
な
理
由
に
基
づ
く
兵
役

拒
否
の
問
の
区
別
は
議
会
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ
て
憲
法
上
こ

れ
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
問
題
で
は
な
い
、
と
す
る
立
場
か
ら
請
求
を
棄
却

内

7
〕

し
た
。き

て
、
良
心
的
兵
役
拒
否
の
要
件
に
適
合
す
る
か
否
か
の
判
断
は
右
の
判

決
に
一
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
人
の
宗
教
的
信
念
の
有
無
に
か
か
っ
て
い
る
。

合
衆
国
対
カ
ウ
テ
ン
事
件
判
決
の
よ
う
に
、
兵
役
拒
否
許
容
の
要
件
と
し
て

の
「
宗
教
」
の
意
を
広
く
解
す
る
立
場
に
立
つ
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

木
人
の
宗
教
信
条
(
乃
至
非
宗
教
的
信
条
)
の
有
無
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

円

8
-

ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
を
一
九
五
六
年
の
ク
ラ
i
ク
対
合
衆
国
事
件



円

U
F
P
〈・

C
2
g
ι
ω
Z
H
2
(
-
g
m
)
の
原
告
は
、
宗
教
的
信
条
の
有
無
を
間

う
の
は
公
職
就
任
の
際
の
宗
教
的
テ
ス
ト
を
禁
ず
る
憲
法
六
条
に
違
反
す

る
、
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
更
に
こ
の
事
件
の
原
告
は
、
宗
教
的
理

由
以
外
じ
基
づ
く
良
心
的
兵
役
板
否
者
、
が
兵
役
を
拒
否
し
た
た
め
有
罪
と

さ
れ
る
の
は
、
右
の
窓
法
規
定
に
違
反
す
る
と
し
た
。
し
か
し
裁
判
所
は
、

ジ
ョ
ー
ジ
対
合
衆
国
事
件
の
理
由
づ
け
に
基
づ
き
こ
れ
ら
の
主
張
を
否
定
し

た
。
結
局
、
裁
判
所
は
、
公
職
就
任
の
要
件
と
し
て
の
宗
教
テ
ス
ト
と
良
心

的
兵
役
拒
否
の
許
申
什
の
際
の
宗
教
的
信
念
の
有
無
と
の
関
連
を
否
定
し
た
と

(8)(完〉

い
っ
て
よ
い
。

右
の
徴
兵
選
抜
法
の
定
め
る
「
宗
教
的
習
練
お
よ
び
信
念
」
(
円
己
主
G
E

S
E
-コ
m
g
L
Z一
目
。
の
意
味
す
る
「
宗
教
的
」
の
意
味
は
、
こ
れ
ら
諸
判

決
の
傾
向
か
ら
い
え
ば
限
定
さ
れ
た
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た

〔

9
)

だ
-
九
六
四
年
の
合
衆
国
対
ジ
エ
イ
コ
プ
ソ
ン
事
件

C
E
Z
L
E乞
色
〈
・

アメリカ合衆国における政教分離の原則

γ
r
q
r
m
g
(
一
回
目
ム
)
で
は
、
こ
の
「
宗
教
」
の
意
を
可
能
な
か
ぎ
り
広
く
解
し

て
い
る
点
は
校
目
さ
れ
る
。

(
1
)

一ωω

司・

ML
吋
Oω
温吋
O
U
(
包

(UF
一
回
会
)
・
こ
の
判
決
を
先
例
と

し
た
判
例
に

C
E
Z仏
伊
三
2
2
2
N
・匂
E
C
g
a
戸

U
O
B
F
一ω印

司
-M仏印
M-
〈一∞お)・

C
三
宮
仏

ω
g
g
円
円
、
三
-
∞
E
コ
ιcE
〈
-
U
C
ロ
ヨ
『
・

5
由
明
'Nι
ベ回一一ハ一回ムム
)
W
C
2
z
ι
ω
g
g
m
ぬ
h

円
、
三
・
河
川
伶
7
7
∞凶片山グ

一品一明・

ML
∞
お
(
一
回
全
)
・
が
あ
る
。

(
2
)

一
日
品
問
-
N
L
ω
吋吋(由丹
r
h町
一

U4由〉

(
3
〉

ω
・同
N
8
2
0・
芯
g
w
∞♀
r
h
cロ向

-
M
L
ω
命
誌
一
ム
(
一
宝
-
∞
〉
・

(
4
〉
一
回
四
七
日
仏
会

j

印
(
U
F
C
F
〉
h
n
。ュ

ι
g
E牛二山ムム

C
・
ω
∞お

(

J

U

印日)

(
5
)
N
N
O
司・

M
L
Mム
U
(
M
ι
(
U
1
'
一回目印)'

(
6
)

一
甲
田
明
-

M
仏
弘
品
目
ブ

(
7
〉
M
M
C

明
日
仏
国
昨
日
印
い
~
・

(
8
)
M
ω
由同り・

M
L
Z
(由
子
〈
UFF)w
円。ュ
-
t
g吊
チ
い
印
N
C
-
∞・

8
N

(
9
)
ω
M印
司
-
M仏
ム
O山

(N仏

n
z・
3
8〉・

2
『
丹
両
E
D
E
L
-
U
M
C・ω
ト

者
2
r
8
8
2
8
6・

さ
て

一
九
六
四
年
の
合
衆
国
対
シ
!
カ
事
件

r
E庁内牛
ω
2
5
〈

の

o
p
m
m司
会

umA〉
は
こ
の
問
題
を
再
び
論
じ
て
い
る
。
こ
の
事
件
の
被
告
シ

l

カ
は
、
一
九
四
八
年
徴
兵
選
抜
法
六
節
(
j
)
の
「
宗
教
的
信
念
」
条
項
に
基

づ
き
良
心
的
兵
役
拒
否
の
申
立
を
な
し
、
至
高
の
存
在
を
信
ず
る
か
否
か
、
の

設
問
に
対
し
直
接
解
答
を
す
る
か
わ
り
、
自
己
の
宗
教
的
信
念
に
関
す
る
覚

え
書
を
提
出
し
た
。
こ
こ
で
彼
は
神
の
存
在
に
つ
き
懐
疑
的
ま
た
は
否
定
的
、

見
解
を
述
べ
、
こ
れ
に
基
づ
き
地
方
徴
兵
局
は
シ

l
ガ
の
申
立
を
同
法
の
定

め
る
兵
役
拒
否
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
と
棄
却
し
た
。
し
か
し
彼

北法23(¥・¥9¥)1':)1

は
そ
の
後
兵
役
に
従
事
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
一
同
法
一
二
節
に
よ
り
告

訴
さ
れ
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
地
方
裁
判
所
は
こ
の
判
決
に
お
い
て
被
告



料

の
、
選
抜
法
六
節
(

j

)

が
修
正
一
条
の
政
教
分
離
の
原
則
、
宗
教
活
動
の
自

由
の
保
障
、
お
よ
び
修
一
止
五
条
の
，
泊
正
手
続
条
項
、
連
邦
憲
法
六
条
の
宗
教

〈

3
v

テ
ス
ト
禁
止
の
条
項
に
い
ず
れ
も
違
反
す
る
と
す
る
、
主
張
所
」
否
定
し
た
。

資

第
二
巡
回
裁
判
所
は
こ
の
控
訴
を
受
け
、
選
抜
徴
兵
法
が
犯
否
の
理
由
と
し

て
至
高
の
存
在
を
信
ず
る
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
的
習
練
お
よ
び
信
念
」
を
持

つ
者
に
の
み
徴
兵
義
務
を
免
ず
る
の
は
、
修
正
五
条
の
適
正
手
続
条
項
に
違

反
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
原
審
を
被
楽
し
た
。

こ
の
事
件
の
最
高
裁
は
先
の
合
衆
国
対
ジ
エ
イ
コ
ブ
ソ
ン
事
例
、
ピ
ー
タ

〈

4
)

対
合
衆
国
事
件
口
三
宮
内
山

ω片
山
門
担
〈
・

γrcrmoz--rz『
〈

C
E
Z仏

ω
g
i

H
g
c
u
m印
〉
と
共
に
惑
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
一
一
事
件
に
お
け
る
共
通
の
問

題
は
選
抜
徴
兵
法
の
い
う
「
宗
教
的
」
信
念
の
内
容
と
い
っ
て
よ
い
。
シ
l
ガ

の
場
合
の
懐
疑
主
義
に
つ
い
て
は
右
に
述
べ
た
。
ジ
エ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
「
窮

極
的
に
人
間
の
存
在
に
責
任
を
品
川
う
」
意
味
で
の
「
人
間
の
創
造
者
」

2
5
7

2
0『
宮
自
〉
で
あ
り
、
「
人
間
の
存
在
が
結
果
で
あ
る
」
と
こ
ろ
の
「
最
高

の
実
在
」
公
一
月

ω毛
日
E
m
岡
山
内

ω
t
q
)
と
し
て
の
「
至
高
の
存
在
」
(
∞
巳
官

2
百

F
E悶
)
を
信
じ
、
結
局
の
と
こ
ろ
彼
は
「
人
間
の
存
在
の
狼
本
的
な
問
題
に

対
す
る
基
礎
的
態
度
の
総
体
お
よ
び
本
質
」
と
し
て
宗
教
を
定
義
づ
け
た
。

」
れ
に
対
し
ピ
l
タ
は
、
兵
役
拒
否
の
直
接
の
理
由
を
、
兵
役
に
従
事
す
る

こ
と
は
人
間
の
生
命
に
対
す
る
自
己
の
道
徳
的
基
準
、
お
よ
び
国
に
対
す
る

責
務
に
優
越
す
る
右
の
信
念
に
違
背
す
る

と
考
え
る
立
場
か
ら

要
求
す
る
と
こ
ろ
と
調
和
し
て
彼
の
生
命
に
位
置
づ
け
を
す
る
上
で
人
に
助

力
を
与
え
る
、
明
ら
か
に
現
存
す
る
あ
る
力
の
意
識
」
と
し
て
宗
教
を
定
義

づ
け
た
。

こ
の
よ
う
な
三
者
の
主
張
を
前
提
に
裁
判
官
ク
ラ

l
F
(
C
R
r
)
は、

「
我
々
は
、
議
会
が
『
神
』
よ
り
も
『
至
高
の
存
在
』
と
い
う
表
現
を

用
い
た
の
は
、
ま
さ
に
す
べ
て
の
宗
教
を
含
み
、
本
来
的
に
政
治
的
、
社

会
的
、
あ
る
い
は
哲
学
的
見
解
を
排
除
す
る
よ
う
に
、
宗
教
的
習
練
、
お

よ
び
信
念
の
意
味
を
明
確
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
、
と
考
え
る
。
我
々

は
こ
の
立
場
に
立
ち
、
至
高
の
存
在
に
関
す
る
信
念
を
問
う
こ
と
は
、
本

人
の
有
す
る
信
念
が
兵
役
犯
否
を
認
め
る
に
値
す
る
、
神
に
関
す
る
正
統

的
な
信
仰
の
保
持
と
同
等
に
考
え
得
る
よ
う
な
、
人
の
生
命
の
中
心
に
位

践
す
る
、
真
撃
で
、
か
つ
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
を
明
ら
か
に

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
信
ず
る
。
か
か
る
信
念
が
そ
の
所
持
者
の
生
命
に

右
と
同
等
な
位
置
づ
け
に
あ
る
場
合
、
我
々
は
一
方
が
至
高
の
存
在
に
関

与
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
で
診
な

ハ
5
)

ぃ。」
と
述
べ
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
い
て
は
兵
役
拐
杏
の
要
件
を
満
し
て
い
る

と
し
た
。
ダ
グ
ラ
ス
は
こ
れ
に
賛
成
怠
見
守
}
述
べ

ハ
ワ
イ
の
例
を
と
り

九
日
衆
国
は
キ
リ
ス
ト
教
に
限
ら
れ
ず
、
仏
教
、
道
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
等
、
他
の

「
そ
の

~tμi23(1 ・ 192)192



宗
教
か
ら
も
成
る
国
家
で
あ
り
、
右
判
決
以
外
の
考
え
方
を
す
る
場
合
に

は
あ
る
宗
教
の
み
を
他
の
宗
教
に
優
先
さ
せ
て
取
扱
う
結
果
に
な
る
、
と
し

た。
良
心
的
兵
役
相
否
の
中
心
的
な
問
題
は
結
局
、
「
宗
教
」
の
意
味
を
ど
う
解

す
勺
十
に
か
か
っ
て
い
る
。
右
判
決
は
兵
役
免
除
の
理
由
を
広
く
解
し
、
キ

リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
を
含
む
の
み
な
ら
ず
、
右
以
外
の
場
合
に
も
広
く
解

す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
勺
ど
の
よ
う
な
例
が
右
以

外
の
場
合
に
該
当
す
る
か
、
は
な
お
今
後
の
判
例
の
展
開
に
待
つ
と
い
う
べ

(8)(完〕

き
で
あ
ろ
う
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(
1
)
ω
N
田市

J
E
∞
品
目
〈
足
。
=
・
呂
田

3
・
見
込
・
問
自
己
丘
二
山
N
C
・ω・円、.

者
百
rωω
∞印

(
C・ω
・
宮
廷
ム
・
呂
田
ム
)
(
2
0
・
8
3・

〈
2
)
覚
え
室
岡
で
彼
は
、
「
も
と
よ
り
神
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
も
、
不

存
在
を
証
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
そ
の
本
質
を
決
定
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
神
の

存
在
に
つ
ぎ
イ
エ
ス
、
ま
た
は
ノ
ウ
で
質
問
に
答
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
神
の
存
在
に
つ
い
て
懐
疑
主
義
ま
た
は
疑
問
を
持
つ

こ
と
は
誠
意
の
欠
如
を
必
然
的
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
宝
門
U
D
-
-
F
・
同
州
雪
-
包
∞
(
呂
田
ご
・

(
3
〉
同
一
田
明
・

ωロ
唱
勺
・
山
一
白
(
一
回
目
ω)
山
印
(
}
〈
mw

・
円
、
.
見
巾
〈
・
ミ
∞
(
一
回
目
ム
)
・

〈
4
)
ω
∞
O
C・
ω
・
5ω
・∞印

ω
-
n
?
∞印
0
・
5
r・
開
品
川
ι
一可
ωω(-um印
γ

な
お
、
高
柳
億
て
判
例
紹
介
(
ア
メ
リ
カ
法
一
九
六
六

l
一一)一一一

O
二
頁
に
紹
介
、
が
あ
る
。

(
5
)
H
E門戸
.ω∞
o
c
.
∞
弘
一

8.

(
6
)

宗
教
の
意
味
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
論
が
あ
る

こ
と
は
先
に
触
れ
た
。
判
例
と
し
て

C
E
g仏
辺
見

g
〈
-
Y
E
n
-
=ー

さ
ω
F
M
g
c・
ω・
目
。
印
つ

S
J〉
U
U
2
E
〈
・
出
E
S
P
-
g
d・
ω

∞ωω

〈呂田
O
〉
な
ど
が
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ズ
ハ
出
口
問
F
g
)

は
、
宗
教
に
つ
き
、
宗
教
の
本
質
は
い
か
な
る
人
間
関
係
か
ら
生
ず

る
義
務
よ
り
も
高
い
義
務
を
含
む
神
に
対
す
る
関
係
を
信
ず
る
と
こ

ろ
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
な
お
宗
教
的
信
念
、
良
心
の
意
味
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
、

m
-
F
-
p
z
p
J司
E
門
岡
山
白
河
ぬ
一
応

5
5
F
-
E

岡山ゆ
Z
m
F
q
E
H
C
E
Z
L
ω
g
Z
ω
〈・

ω
。a
q
g《

凶

丹

roω
口
D
℃
白
骨

h
m，

H
2

HWUSE-百
u

印
一
の
C
「口巳一戸・

ρ
gユ
-hω}
〈
呂
田
町
〉
山
国
・
〉
-m，『見口】
l

m
p
H
W
σ
E
C
E
M
H
E
ロ
2
『ミ円い
02ω

巳
S
S
W
-
o∞
C
・HVP
ド

-MN2・∞口町

三
回
印
∞
)
が
あ
る
。

(
7
〉
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
(
』
o
r
=
出
・
志
向
ロ
色
。
-
L
・ハ

1
ヴ
ァ
!
ド
・
ロ

l
-
ス
ク
ー
ル
教
授
)
は
こ
の
判
決
の
用
い
た
基
準
が
広
き
に
す
ぎ

十
分
で
は
な
い
と
し
、
更
に
問
題
は
非
宗
教
的
兵
役
拒
否
に
つ
い

て
残
る
と
す
る
。
呂
田
印
刷
州
岳
包

S
E仏
子
m
p
r
F
O三
2

5
∞

(
-
U
田町一)・
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第
六
節
宗
教
活
動
の
絶
対
性
の
要
請
と
社
会
公
共
の
利
益
に
基
づ

く
制
約
の
法
理

政
教
分
離
の
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
く
他
の
問
題
は
、
宗
教
活
動
、
乃
至



料

行
為
の
自
由
に
対
す
る
国
家
の
規
制
、
乃
至
制
約
の
問
題
で
あ
る
。
宗
教
的

、資一

救
済
を
求
め
る
立
場
か
ら
い
え
ば
宗
教
活
動
の
絶
対
性
は
不
可
欠
の
要
素
と

さ
れ
よ
う
が
、
こ
れ
に
は
社
会
公
共
の
利
益
を
保
護
す
る
立
場
か
ら
の
制
約

が
課
せ
ら
れ
る
。

〈

1
)

キ
ヤ
ン
ト
ウ
ェ
ル
対
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
事
件
の
ロ
パ
l
ツ
意
見
は
こ
の
点

を
、
修
正
一
条
は
信
仰
の
自
由
の
絶
対
性
公
g
q
}
三
内
町
湾
包
q
B
G日

Z
ロ
雪
作
)

と
、
活
動
、
乃
至
行
為
の
自
由
の
相
対
性
(
一

E
芹
色
宮
司
2

8
円
。
の
丙

者
を
含
み
、
後
者
の
自
由
は
社
会
保
護
の
た
め
に
適
当
な
基
準
じ
基
一
づ
く
制

約
下
に
お
か
れ
る
、
と
す
る
。

」
の
よ
う
な
基
準
は
公
衆
の
健
康
、
安
全
、
道
徳
、

一
般
的
福
祉
等
を
理

由
と
し
て
判
例
の
形
成
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
以
下

の
諸
判
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

い
刊
り
一
夫
多
一
萎
委
が
宗
教
上
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
モ
ル
モ
ン
教
徒
の
右
行

r
1
t
 

n
2
)
 

為
を
牛
車
甘
良
の
秩
序
に
反
す
る
と
さ
れ
た
レ
イ
ノ
ル
ズ
対
人
口
衆
凶
事
件

HNq=ー

《

VEm
〈

C
E件。
ιω
円
山
門

2
(
-
∞吋
U
)

。

「
!
J2

郵
便
を
利
用
し
て
宗
教
団
体
に
金
員
を
払
込
む
よ
う
教
唆
し
た
事
件

f
i」

の
陪
審
に
よ
る
、
そ
の
宗
教
に
基
づ
く
信
仰
の
是
非
に
関
す
る
質
問
を
裁
判

〈

3
〉

所
、
が
撤
回
さ
せ
た
合
衆
同
対
バ
ラ
ー
ド
事
件

C
Z
E
邑

ω門主
2
〈

-
F
E己

〈一回ムム〉。

幻
メ
リ
!
ラ
ン
ド
州
憲
法
の
定
め
る
公
職
就
任
の
際
の
、
神
を
信
仰
す

F

』
ド
L

、

る
旨
の
宣
誓
を
連
邦
憲
法
違
反
と
し
た
卜
!
カ
ソ
対
ワ
ト
キ
ン
ズ
事
件

3
5
8
戸
名
え
E
E
(
呂田

C
。

川
町
ホ
ウ
リ
ニ
ス
教
会
(
吋
Z
E
C一

zz。
E
R
r
v
と
称
す
る
宗
教
団
体

の
毒
蛇
使
用
に
よ
る
宗
教
儀
式
を
州
法
違
反
と
し
た
テ
ネ
シ
ー
州
最
高
裁
の

ハ

l
デ
ン
対
州
事
件
同

EEd
ぐ
・
∞
C
Z
(
一宝∞〉。

引
ベ
ヨ
テ
ハ
宮
古
常
〉
ハ
5
0告
と
と
も
称
さ
れ
る
麻
酔
性
物
質
を
含
む
サ

ボ
テ
ン
か
ら
採
取
さ
れ
た
麻
併
の
一
種
)
の
使
用
を
と
も
な
う
宗
教
儀
式
を

州
法
違
反
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
オ

1
ニ
ア
の
ピ
・
プ
ル
対
ウ
;
デ
イ
事
件
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同
)
角
哲
}
ぬ
ぐ
・

t
J
H
D
C
L
M刊
(
一
ア
百
品
)
。

引
宗
教
儀
式
に
麻
薬
で
あ
る
マ
リ
フ
ァ
ナ
(
ヨ
弓
甘
さ
白
〉
を
使
用
す
る

r
l
~
 

(
7
V
 

行
為
を
刑
法
違
反
と
し
た
ラ
リ
イ
対
合
衆
国
事
件
戸

g
ミ
〈
・

C
E
F
Z仏

ω
g
i

な
ω

(

石
田
吋
)
。

打
ア
ミ
ツ
シ
ユ
(
〉
ヨ
か
ご
と
称
す
る
、
人
間
生
活
に
必
要
最
少
限
の
教

育
以
外
を
拒
否
す
る
宗
教
団
体
所
属
員
と
義
務
教
育
法
に
基
づ
く
就
学
義
務

違
反
を
扱
っ
た
州
対
ガ
l
パ
事
件
〆

g
件
。
〈
，
。

R
Z門
会
回
目
白
)
。

引
具
体
的
危
険
を
惹
起
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
刑
務
所
内

で
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
モ
ス
リ
ム
(
切
宮
島

ζ
E
E
)
の
宗
教
的
集
会
を
拒
否
し

ハ
9
u

た
ク
ッ
ク
対
ト
ラ
ム
パ
!
グ
事
件
。

S
F
〈・吋，

g
gゲ
日
間
(
一
回
目
ム
)
。
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れ
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果
と
し
て
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こ
れ
ら
の
立
法
が
一
般
に
有
効
な
法
律
と
し
て

容
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
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日
曜
立
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が
宗
教
的
立
法
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宗
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も
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考
え
ら
れ
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れ
が
州
の
警
察
権
能
の
行
使
の
問
題
と

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
日
曜

立
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の
場
合
に
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定
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が
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い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
我
々
は
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
に
始
ま
る

合
衆
国
の
歴
史
を
、
キ
リ
ス
ト
教
を
抜
き
に
し
て
諮
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ダ
グ
ラ
ス
が
「
我
々
は
宗
教
的
な
国
民
で
あ
り
、
そ
の
制
度
は
至
高
の
存
在



料

を
前
提
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
た

(
N
O
B
n
r
〈・

9
2
8
p
ω
お
と
・

ω
ω
o
m

(
-
8
3
)
の
は
こ
の
意
味
で
自
然
で
あ
っ
た
。
修
正
第
一
条
が
い
か
に
国
家

資

と
宗
教
の
分
離
を
定
め
て
い
よ
う
と
も
、
右
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
た
建
国
以

来
の
歴
史
的
経
緯
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
修
正
一
条

の
他
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る
規
定
は
、
こ
の

意
味
で
分
離
条
項
に
先
立
つ
も
の
、
と
さ
え
い
い
得
る
。

一
七
九
一
年
の
修
正
第
一
条
は
、
両
者
の
分
離
の
要
請
と
宗
教
活
動
の
白

由
の
要
請
を
同
時
に
、
同
位
に
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
と

こ
ろ
か
ら
い
え
ば
、
後
者
が
優
先
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
ま
さ

に
後
者
を
保
障
す
る
役
割
を
果
す
と
こ
ろ
に
存
在
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
制
度
的
保
障
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
、
「
序
」
に
お
い
て
触
れ

た
Q

本
稿
が
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
教
分
離
陣
の
原
則
」
と
題
し
て
、

も
っ
ぱ
ら
前
者
の
条
項
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
つ
と
め
た
の
も
、
こ

の
よ
う
な
宗
教
の
自
由
を
最
大
限
保
障
す
る
た
め
の
制
度
の
意
味
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
場
合
、
こ
の
制
度
の
具
体
的
意
味
が
裁
判
所
に
お
け
る
有
権
的
解
釈

に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
判
例
の
変
遷
に
重
点
が
置
か
れ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
救
済
が
裁
判
所
の
解
釈
に
待
た
れ
る
以

上
、
そ
し
て
と
り
わ
け
判
例
法
国
に
お
け
る
法
理
を
明
ら
か
に
す
る
以
上
、

こ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
と
よ
り
こ
の
点
、
思
想
史
的
、

乃
至
学
説
的
位
置
づ
け
の
追
求
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
は

第
二
章
四
節
に
述
べ
た
修
正
一
条
に
対
す
る
解
釈
、
そ
の
他
の
部
分
を
除
い
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て
正
面
か
ら
は
十
分
に
取
り
あ
げ
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
こ
の
面
で
の
発
展

の
経
過
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
政
教
分
離
の
研
究
と
研
究
者

l
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
に
お
け
る
展
開
l
」
(
北
海
学
園
法
学
研
究
七
巻
二
号
、

一
九
七
二
年
〉

に
ゆ
ず
っ
て
い
る
。
参
照
を
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
る
る
。

こ
の
よ
う
に
、
分
離
原
則
の
形
成
が
有
権
的
解
釈
に
大
き
く
負
う
以
上
、

裁
判
所
が
問
題
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
強
く
要
請
さ
れ
る
。
本
稿

で
は
判
例
の
検
討
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
点
は
第
三
章
四
節
で
の
最
近

の
立
法
で
一
部
触
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
従
っ
て
こ
の
面
で
の
体
系
的
な
把
纏

は
、
別
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
国
教
条
項
と
原
告
適
格
」
(
北
海
学

一
九
七

O
年
)
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
あ

園
法
学
研
究
五
巻
二
号
、

わ
せ
て
参
照
い
た
だ
け
る
と
幸
甚
で
あ
る
。


